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令和２年第４回南種子町議会定例会会期日程 

12月10日開会～12月18日閉会 会期９日間 

 

月 日 曜 日 程 備          考 

12 10 木 本 会 議 

（開 会） 

 

１．議長諸報告 

２．町長行政報告 

３．提案理由の説明 

４．請願陳情委員会付託 

５．一般質問（５名） 

６．議案審議 

 (1)条例  ６件（議案第４８号～第５３号） 

11 金 本 会 議 

 

１．議案審議 

 (1)事件  １件（議案第５４号） 

 (2)予算  ５件（議案第５５号～第５９号） 

 (3)人事  ２件（同意第１５号～第１６号） 

12 砌 休 会  

13 矗 休 会  

14 月 委 員 会 総務文教委員会（陳情審査） 

15 火 休 会  

16 水 委 員 会 総務文教委員会（陳情審査） 

17 木 休 会  
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 18 金 本 会 議 

（閉 会） 

１．提案理由の説明 

２．議案審議 

 (1)予算  １件（議案第６０号） 

３．選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 

４．請願第１号 

５．閉会中の継続審査の申し出 

６．閉会中の継続調査の申し出 

全員協議会 

産業厚生委員会 

広報編集委員会 

 

 

 



 

 

 

 

令和２年第４回南種子町議会定例会 

 

 

第  １  日 

 

令和２年12月10日 
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令和２年第４回南種子町議会定例会会議録 

令和２年12月10日（木曜日） 午前10時開議 

 

１．議事日程（第１号） 

 ○開会の宣告 

 ○日程第１ 会議録署名議員の指名 

 ○日程第２ 会期の決定 

 ○日程第３ 議長諸報告 

 ○日程第４ 町長行政報告 

 ○日程第５ 提案理由の説明 

 ○日程第６ 請願陳情委員会付託 

 ○日程第７ 一般質問 

 ○日程第８ 議案第48号 南種子町情報公開条例の一部を改正する条例制定について 

 ○日程第９ 議案第49号 南種子町へき地学校教職員住宅管理条例の一部を改正する

条例制定について 

 ○日程第10 議案第50号 南種子町河内温泉センターの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例制定について 

 ○日程第11 議案第51号 南種子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

 ○日程第12 議案第52号 南種子町農業者休養施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例制定について 

 ○日程第13 議案第53号 南種子町営住宅条例の一部を改正する条例制定について 

 

２．本日の会議に付した事件 

 ○議事日程のとおり 

 

３．出席議員（９名） 

    １番  濱 田 一 徳 君     ２番  福 島 照 男 君 

    ３番  廣 濱 正 治 君     ５番  名 越 多喜子 さん 

    ６番  柳 田   博 君     ７番  大 﨑 照 男 君 

    ８番  小 園 實 重 君     ９番  塩 釜 俊 朗 君 

   １０番  広 浜 喜一郎 君 

 

４．欠席議員（１名） 
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    ４番  河 野 浩 二 君 

 

５．出席事務局職員 

 局    長  島 﨑 憲一郎 君   書    記  長 田 智 寛 君 

 

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

  職  名    氏   名       職  名    氏   名    

 町    長  小 園 裕 康 君   副  町  長  小 脇 隆 則 君 

 教  育  長  菊 永 俊 郎 君           羽 生 裕 幸 君 

         藺 田 美津子 さん  企 画 課 長  稲 子 秀 典 君 

 保健福祉課長  濱 田 広 文 君   税 務 課 長  西 村 一 広 君 
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△ 開 会 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

 開 議   

○議長（広浜喜一郎君）  ただいまから令和２年第４回南種子町議会定例会を開会しま

す。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元の日程表のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって９番、塩釜俊朗君、１番、

濱田一徳君を指名します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 会期の決定   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日12月10日から12月18日までの９日間にし

たいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。 

 したがって会期は本日12月10日から18日までの９日間に決定しました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 議長諸報告   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第３、議長諸報告を行います。 

 報告書をお手元に配付しておりますが、要点について局長から説明させます。局

長。 

○事務局長（島﨑憲一郎君）  御報告申し上げます。 

 お手元に議長報告書を配付してございますので、お目通しいただきたいと思いま

す。 

 監査結果報告書でございますが、例月出納検査報告書の８月分から10月分及び、

定期監査結果報告書を配付しております。 

 次に、各種行事、業務及び動静については、９月９日から12月９日までの分につ

いて列記しておりますが、その主なものについて御報告いたします。 

 まず、議長会関係の会議等でありますが、第39回離島振興市町村議会議長全国大

会が、11月24日に開催予定でしたが、コロナウイルス感染症拡大防止対策のため中
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止をされました。 

 11月25日、第64回町村議会議長全国大会が、東京ＮＨＫホールで開催されました。

全国大会では、「新型コロナウイルス感染症対策に関する特別決議」ほか３件の特

別決議、「新たな過疎法制定等」ほか17の事項に関する決議、「新型コロナウイル

ス感染症対策に関する特別要望」及び「令和３年度国の予算編成及び採択に関する

要望」並びに「九州地方における交通網の整備促進に関する要望」等、全国各地区

における要望事項がそれぞれ採択されました。 

 次に、一部事務組合関係でありますが、９月23日、第２回中南衛生管理組合議会

定例会及び同日第２回公立種子島病院組合議会定例会、10月６日に第２回熊毛地区

消防組合議会定例会、同日第２回種子島産婦人科医院組合議会定例会が開催されま

した。各定例会では、一部事務組合の令和元年度決算認定議案及び令和２年度の補

正予算議案が審議され、それぞれ認定・原案可決されております。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（広浜喜一郎君）  これで議長諸報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第４ 行政報告   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第４、行政報告を行います。 

 町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  それでは、行政報告３件について申し上げます。 

 まず、令和２年産でん粉原料用甘しょの生産状況につきましては、栽培農家253

戸、作付面積267ヘクタールで栽培をされ、集荷については去る11月30日に終了を

いたしたところでございます。 

 生育状況は、植付け後、梅雨前線による集中豪雨や梅雨明けが例年より遅くなり、

その影響から日照不足と９月の台風10号の潮風害により、収量が例年より減収とな

りました。特に、今年度は種子島においても、サツマイモ基腐病が発生し、本町で

もつる割れ病発生地を中心に、町内全域で一部腐れが出る圃場が多数発生をいたし

ました。 

 その結果、10アール当たり収量は、坪掘り予想の52俵に対し47俵で、平年を下回

る結果となったところでございます。 

 価格については、１俵37.5キロ当たり原料価格は364円、交付金は1,008円で合わ

せて1,372円となり、前年より10円高くなったところでございます。 

 10アール当たり販売価格は６万5,000円で、南種子町の生産額は１億7,400万円と

なったところでございます。 

 集荷については、島内４工場で種子島一元集荷がなされ、種子島全体の集荷実績
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は49万5,000俵で、前年対比71％となり、南種子産は12万7,000俵で、種子島全体の

25％を占める割合でございました。 

 本年度種子島で発生したサツマイモ基腐病は、鹿児島県内で平成30年度に新たに

確認された重要病害であり、対応が喫緊の課題となっているところでございます。

サツマイモ基腐病は、土壌伝染性の糸状菌カビで、寄生植物はヒルガオ科で主にサ

ツマイモに寄生し、立ち枯れや腐敗を引き起こす病害でございます。 

 サツマイモ基腐病の対策は、農林水産省、県農業開発総合センターによる病害原

因解明と蔓延防止対策が講じられており、令和２年11月10日にサツマイモ基腐病種

子島プロジェクトチームを立ち上げ、今後の防除対策の推進と、次期作に向けて栽

培管理について関係機関一体となり取り組んでまいります。 

 次にさとうきびでありますが、令和２年産南種子町の生産状況は、栽培農家198

戸、作付面積は442ヘクタールで栽培をされ、糖業会社の操業期間は本日12月10日

から、明けて４月６日までの96日間の原料受け入れと決定をしたところでございま

す。 

 生育状況は、春先から天候に恵まれ順調でありましたが、９月６日の台風10号、

10月８日の台風14号により、潮風害等の被害を受け、11月の収量見込み調査では、

10アール当たり収量は4,750キロ、生産量は２万トンと、株出し作型では前年まで

の台風被害の影響で欠株が多く、茎数不足や規模拡大に伴う管理不足、地力低下が

要因で反収は依然として低い状況でございます。 

 本年期のさとうきび取引価格は、トン当たり減量価格は4,000円、交付金は１万

6,860円で、合わせて２万860円で、昨年同額の交付金となりました。 

 次に、日本の宇宙開発における重要な輸送任務を担う国道・県道の整備促進に関

する要請活動について御報告を申し上げます。 

 ロケット機材等の輸送に係る島間港から宇宙センターまでの国道58号及び県道茎

永上中線並びに（仮称）宇宙林道に通ずる主要地方道西之表南種子線の改良拡幅に

ついて、関係機関に対して要請活動を実施してまいりました。 

 令和２年６月19日に熊毛支庁に対し要望書の内容説明を行い、６月22日に前三反

園県知事宛ての要望書を県土木部道路建設課に提出し、説明を行いました。 

 また、８月５日には、鹿児島県離島行政懇談会において、宇宙開発における重要

な輸送任務を担う国道・県道の整備促進の重要性について要望説明を行ってまいり

ました。 

 その後、10月５日には塩田県知事に面談の上、要望書を直接提出をし、そして、

11月25日は広浜議長にも同行いただきまして、国土交通省大臣宛てに要望書の提出

を行い、森山裕衆院議院議員、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣宛てにも要望書
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を提出してきたところでございます。 

 国土交通省道路局の渡辺審議官にも面会いただきまして、審議官からは、町長の

思い、町民の思いは先生からも聞いているので、計画を立てて申請をしていただけ

れば、交付金事業の準備はあるとのお言葉を頂いているところでございます。今後、

関係機関と調整を行い、推進を図ってまいりたいと思います。 

 次に、医師確保について御報告いたします。 

 令和２年南種子町議会９月９日定例会において御報告いたしましたが、交渉中で

ありました３名の医師のうち１名について、12月１日から野田一成先生に御着任を

いただいております。先生の挨拶文については、12月の広報紙において御紹介をさ

せていただいているところでございます。 

 野田先生におかれましては、これまで小児科、総合内科、救急科、感染症科とい

った臨床経験に加え、海外においても小児から高齢者までの幅広い診察に携わって

きており、総合内科専門医や呼吸学会専門医等について資格を有しておりますので、

公立南種子病院の診療においても、これまでの経験、資格が十分に発揮されるもの

と期待をいたしております。 

 また、そのほか２名の医師について、４月からの着任に向けて進めているところ

でございますが、１名の医師については、先日本人の来島意思の最終確認をいただ

きましたので、現在、４月からの着任に向けた準備を進めているところでございま

す。 

 また、もう１名の交渉中の医師につきましても、現段階では前向きな返答をいた

だき交渉を進めている状況でございますが、先方においても慰留の動きもあるよう

でございますので、引き続き４月からの医師確保に向けて、今後直接面談の上、よ

い報告ができるよう全力で努めてまいります。 

 今後につきましても、種子島南部医療圏で唯一の病院としての機能を果たすべく、

医療体制整備に努めてまいりますので、議員の皆さん方にも、ぜひ地域住民が安心

して暮せる地域環境づくりのための医療体制整備に御理解を頂きまして、そして、

常勤医師の確保併せて医療従事者の確保に全力で御支援賜りますようお願いを申し

上げます。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（広浜喜一郎君）  これで行政報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第５ 提案理由の説明   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第５、町長提出の議案第48号から議案第59号、同意第15

号から同意第16号の計14件を一括上程します。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町長 小園裕康君。 

［小園裕康町長登壇］ 

○町長（小園裕康君）  それでは、提案理由について御説明を申し上げます。 

 今期定例会に提案をいたしました案件は、条例案件６件、事件案件１件、予算案

件５件、人事案件２件の計14件でございます。 

 それでは、条例案件から順次要約して御説明を申し上げます。 

 議案第48号は、南種子町情報公開条例の一部を改正する条例制定についてでござ

いまして、行政不服審査法の改正等に伴い、不服申立ての構造の見直しなどを行う

ため条例改正するものでございます。 

 議案第49号は、南種子町へき地学校教職員住宅管理条例の一部を改正する条例制

定についてでございまして、引用条例の整理を行うため条例改正するものでござい

ます。 

 議案第50号は、南種子町河内温泉センターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例制定についてでございまして、入浴料及び温泉プール使用料等の料金

改定を行うため条例改正するものでございます。 

 議案第51号は、南種子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について

でございまして、地方税法施行令の一部を改正する政令が施行されることに伴い所

要の改正を行うものでございます。 

 議案第52号は、南種子町農業者休養施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定についてでございまして、利用料金の料金改定を行うため条例改正

するものでございます。 

 議案第53号は、南種子町営住宅条例の一部を改正する条例制定についてでござい

まして、共益費の徴収を行えるようにするため条例改正するものでございます。 

 次に、事件案件について御説明申し上げます。 

 議案第54号は、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び同組合規約の変更についてでございまして、大島農業共済事務組合の解散に伴

い、鹿児島県市町村総合事務組合の規約の一部改正について協議を行うものであり

ます。 

 次に、予算案件について御説明申し上げます。 

 議案第55号は、令和２年度南種子町一般会計補正予算（第11号）でございまして、

１億2,205万2,000円を追加し、総額67億9,539万7,000円とするものでございます。 

 今回の主な補正内容といたしましては、歳入については普通交付税、ふるさと創

生事業基金繰入金が主なものでございます。 
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 歳出については、地域食材ＰＲ事業、公立南種子病院組合への負担金、国保特別

会計への繰出金が主なものでございます。 

 議案第56号は、令和２年度南種子町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

４号）でございまして、一般被保険者医療給付費分負担金が主なもので、1,323万

6,000円を追加し９億2,312万8,000円とするものでございます。 

 議案第57号は、令和２年度南種子町介護保険特別会計予算（第４号）でございま

して、居宅介護及び地域密着型介護サービス給付金が主なもので、2,929万6,000円

を追加し７億3,315万1,000円とするものでございます。 

 議案第58号は、令和２年度南種子町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第

４号）でございまして、保険基盤安定負担金の減額が主なもので、114万1,000円を

減額し9,338万3,000円とするものでございます。 

 議案第59号は、令和２年度南種子町水道事業会計補正予算（第４号）でございま

して、建設改良企業債償還金が主なもので、事業活動に伴う収益的収入で1,157万

5,000円の増額、支出で299万3,000円を増額し、また資本的支出で2,848万4,000円

を増額するものでございます。 

 次に、人事案件について御説明申し上げます。 

 同意第15号は、固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございまして、任

期満了に伴い再任するものでございます。 

 同意第16号は、教育委員会委員の任命についてでございまして、任期満了に伴い

再任するものでございます。 

 今期定例会に提案しております案件は以上14件でございますが、このほか追加議

案といたしまして、予算案件１件を予定しております。 

 以上、議案の説明を終わりますが、各議案の詳細につきましては、議案審議の折

に担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議方お願い申し上げます。 

○議長（広浜喜一郎君）  これで、提案理由の説明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第６ 請願陳情委員会付託   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第６、本日までに受理した請願、陳情は、12月８日に受

理した請願した請願１号を除き、お手元に配付しました請願陳情審査文書表のとお

り、所管の委員会に付託しましたので報告します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第７ 一般質問   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第７、一般質問を行います。 

 順番に質問を許します。 
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 初めに、濱田一徳君。 

［濱田一徳君登壇］ 

○１番（濱田一徳君）  皆さん、おはようございます。今朝のテレビを見ていましたと

ころ、全国でコロナウイルスの感染者数、これが過去最高ということで、2,808人

と出ておりました。鹿児島県も40人、また屋久島でも発生があったということで、

皆さん、コロナには今誰がかかってもおかしくない状況ですので、十分注意をしな

がら生活していかなければいけないのかなというふうに考えた次第です。 

 それでは、私の一般質問に入らせていただきます。 

 まず、１点目の観光地対策についてということで、２点お伺いします。 

 １点目、西海岸の観光地対策についての考え方を聞かせてほしいとのことについ

ては、これまでにも何度か同じような質問が出ていますが、南種子町の東海岸にお

いては、ロケット基地をはじめ全国にＰＲできるような観光地対策というのが進ん

でおります。たくさんあります。 

 しかし、西海岸にはほとんどないというのが実情じゃないかと思います。特に西

海地区の海岸線、この美しさに加えて、そこから眺める屋久島の雄大さというこの

絶景は、すごく皆さん感動するんじゃないかなというふうに考えます。 

 地元の人にとっては、毎日同じ景色を眺めていて、そんなに思わないかもしれま

せんけど、よそから来た人は、あの海岸線、それから屋久島に沈む夕日、あるいは

屋久島の雄大さ、これを見て、ほとんどの人が案内すれば途中で車を止めてゆっく

り眺めていくという、そういう状況であります。 

 特に屋久島に沈む夕日、これは感動的なんですけども、屋久島の人が世界遺産の

島屋久島と盛んにＰＲしておりますけども、その世界遺産の島のほぼ半分、これは

種子島あるいは南種子町の人が独り占めしているんです。屋久島で幾ら世界遺産と

いっても、見るところは限られています。だけど、種子島の人は屋久島全体を眺め

られるんです。そういう景色が西海岸にはあるんです。 

 これを何とか生かせないものだろうかなということで、いろいろ先輩方も議論さ

れてきておりますけども、平成28年に魅力ある観光地ということで、県が進めた事

業があったと。これに乗っかって、立石と官造牧の中間のあの高台、ここに展望台

を造ろうという話があったということで、前にも質問したんですけども、ところが、

土地の取得がうまくいかなかったということで、そのままになっているということ

で、継続していい場所を探して造ろうというのはまだ諦めていませんよという、そ

ういう回答も頂いております。 

 そこで、その後の進展状況といいますか、また、あそこに対する町長の考え方、

これをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 
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○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

［小園裕康町長登壇］ 

○町長（小園裕康君）  それでは、濱田議員の御質問にお答えをいたします。 

 ただいま議員からもありましたとおり、平成28年の地区の町政座談会において、

西海岸線沿いの屋久島や夕日を眺める魅力ある景勝地に観光スポットの設置をとい

うことで、話があったということでございます。設置場所の検討なども行われ、用

地取得の関係で折り合いがつかなかったというようなことで、断念をした経緯があ

るというようなことでございます。 

 今年に入り、同僚議員のほうからも、設置場所の提案等がありましたので、私ど

ものほうでも現地の確認を行い、検討をいたしております。 

 提案を受けた場所については、海抜の低い場所でございましたので、そこについ

ては南海トラフの津波との関係や、また人家にも隣接をしておるということや、近

くに墓地もありますから、景勝地として高台のほうがよいのではないかなというよ

うな意見も一部いただいております。 

 しかしながら、町民の方から紹介もありましたサイの水飲みの状態に見える岩場

が近くにあるというようなこともあったり、また、砂坂孫左衛門の道や石碑、塩炊

きの跡、枕状溶岩等もありますので、いろんなお話は伺っておりまして、ほかの候

補地もありますので、そこも含め私どもとしては県の補助事業なり、そういう補助

の活用ができないか、そういうものと併せて総合的に検討をしていかなければいけ

ないのかなというふうな考えを持っているところでございます。 

 なお、先月９日に開催をされましたけれども、令和２年度第２回熊毛地域行政懇

話会というのがありまして、これは熊毛支庁の幹部の皆さんとやる懇話会でござい

ます。そこにおいて、議員そしてまた住民の皆さんからの要望がある地域課題とい

うことで、魅力ある観光地づくりの事業など、そういう補助事業を活用して整備が

できないか、そういうことについてこちらのほうからも県に対して照会をいたした

ところでございます。 

○議長（広浜喜一郎君）  濱田一徳君。 

○１番（濱田一徳君）  積極的な回答ありがとうございます。後に、同僚議員も同じよ

うな質問が控えておりますので、この件に関しては、今私が言いたかった枕状溶岩、

あるいはサイの水飲み場、孫左衛門の作った石碑あるいは道、こういうのを何とか

生かす観光地づくりにぜひ御尽力を頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

 ２点目に入ります。２点目は、秋の田んぼを花いっぱいにする発想に対してとい

うことで、これは、私もこの見出しがなかなかうまく表現できずに、もうストレー

トに表現しました。 
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 そして、これは質問というよりも、町おこしの一環として提言というふうに捉え

てもらえれば結構かなと。ですから、四角四面の回答は必要ありません。 

 それでは、ちょっと質問内容に入りたいと思いますけども、今、西之の本村、私

の集落ですけども、ここの鹿鳴川を渡った東側にコスモスが植えてあったんです。

これがまたとてもきれいだったんです、咲いたときに。そして、今はもう種になっ

て、昨日のぞいてみたら、今、種を採っておりましたけども、あの花が咲くときに

は物すごく緑草、さっき聞きましたところ、フジエモンというんですか、あれとコ

ントラストが非常によくて、片一方は緑豊かなじゅうたん、片一方はコスモスとい

う、そういうのが非常にきれいだったです。 

 コスモスは今終わったんですけども、今度は鹿鳴川を渡って門倉のほうに向かっ

ていくと、本村の私の家の近くの田んぼ、ここに今コスモスが10センチぐらい伸び

て、花をぽつんぽつんとつけています。これが、地主に聞いたところ、12月の花が

ないときに咲けばきれいだろうなということで、ちょっと遅らせて植えたというこ

とですけども、今、ぽつんぽつんとつぼみが咲いていますんで、皆さん方も機会が

あったらぜひ見に行ってもらいたいと思います。 

 この植えた人たちに聞きましたところ、秋の田んぼというのは、秋から冬、春に

かけて田植えの準備が始まるまでは、田んぼは非常に殺風景だと。普通は稲刈りが

終わったら耕して、そしてそのまま放置しておくか、先ほど言うたフジエモンとか

ああいう緑草を植えて、そして緑肥にするとかそういうのが普通だと。だけど、こ

の植えた人たちは、殺風景な田んぼにちょっと花を咲かせてみようかという、そう

いう発想から植えてみましたということを言っておりました。これが、田植えのと

きの緑肥にもなるということで植えたということでした。 

 そこで、皆さんも御存じのように、小林市、ここはコスモスで有名です。生駒高

原ですね。それから大崎町の柏原海岸、ここはルーピンなどが非常に有名です。 

 これにあやかるわけじゃないんですけども、崎原から眺める田んぼ、七色展望台

から眺める田んぼ、ここは緑草とかあるいはコスモス、ルーピン、レンゲソウ、こ

ういう緑草、植物を植えて、これがぱーっと広がって、住民の方たちが、わあ、き

れいだなというふうになれば、種子島中の人たちが観光に訪れるんじゃないかと、

そういうのを私ちょっとイメージしたわけです。 

 今、これを行政に種代を補助してくれとかということじゃありません。ただ、こ

ういう発想を持って、住民の方が町おこしの一環として取り組んでいらっしゃると

いうのを、こういう機会に皆さんにも知ってほしいというのが一つと、また、町長

がこういうのを推奨してもらって、広報紙なんかにコスモスが咲いたときに写真を

載せてもらえば、みんなが、ああ、きれいだなと、ちょっと行ってみようかといっ
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て人が集まるようになれば、またそこが観光地化の一つにつながるんじゃないかな

というような気持ちで今回の質問を、質問というよりも、こういう取組をやってい

るんだという紹介ということで出しましたけども、町長はどのようにお考えでしょ

うか、お願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  濱田議員の御質問にお答えをいたします。 

 今後、後継者不足などで機能をしない農地が増えることなども予想されていく中

においては、ほうっておきますと雑草が生えてまいりまして、害虫がつきすぐに荒

れてしまうと、そういうことになっていくんだろうというふうに思います。 

 景観も悪くなりますし、そこで、ただいまありましたように、花を栽培をして、

そして収穫せずに土壌とともに耕し、後に栽培する作物の肥料、いわゆる緑肥にす

るのには、最適なのがコスモスだというふうなことで、おっしゃられるとおりだと

いうふうに思います。 

 本町においても、多面的機能支払交付金を活用をして、12団体が活動を行ってい

るようでありまして、その中で遊休農地の有効活用や農村環境保全活動により、コ

スモスやチューリップなどを植栽をしている団体もあるようでございます。 

 コスモスは管理にそこまで手間もかかりませんし、田が荒れるのを防いでくれま

して、土づくりに効果もあるようでございますから、何といっても景観は非常に見

る人を楽しませてくれる、そういうものだというふうに思っております。 

 観光資源としてもこれを活用している自治体もあるようでございますので、私と

いたしましては、今後議員から提案がありましたとおり、現在取り組んでおられる

方々から、行政としてもいろいろそういう情報も頂きながら、そして、情報発信を

しながら、そういう取組が拡大をしてもらえるような啓発については一緒に取り組

んでまいらなければならないかなというふうに思います。 

 なおまた、観光においてもそうですけれども、これまでも淡路島なんかでもある

んですが、非常に段々になった畑とかそういうところを使って、やっぱりお花を見

せるためのそういう観光スポットもつくってやっているところもあります。そうい

う意味では、非常に私どもの町の公園の在り方とか、そしてまた、いろんなそうい

う資源を活用するやり方というのは、今後総合的に研究をしていかなければならな

いのかなというふうな思いは持っているところでございます。 

○議長（広浜喜一郎君）  濱田一徳君。 

○１番（濱田一徳君）  ありがとうございます。この前、ちょっと農業に詳しい方のと

ころに行っていろいろ話をしてみましたところ、今、サツマイモの基腐病、こうい

うのが今年は大変だったという話から、その人が言われるには、もうあまりにも化
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学肥料とか農薬に頼り過ぎなんじゃないかと、昔はレンゲソウとかそういうのもい

っぱい緑草を植えて、そして肥やし代わりにしたもんだと。あまりにも化学肥料を

使い過ぎて、土の中の微生物が死んでしまったんじゃないかと、そういうことをお

っしゃる方がいらっしゃいました。私もなるほどなと思って聞いていたんですけど

も、ぜひこういう昔ながらのいい部分を取り入れた農業というのも、また推奨して

いく必要があるんじゃないかなと思いますので、皆さん、よろしくお願いいたしま

す。 

 それで、大きな２番目の質問に入りたいと思います。 

 防災対策についてということで、１点目に災害危険箇所などの合同視察の計画は

ないかという質問を出していたんですけども、総務課長に聞いたところ、５月に行

政のほうで実施しましたということでしたので、もうこの質問については省きたい

と思います。 

 できることなら、来年からは、また議会のほうにも声をかけていただければ、私

なんかも行政と情報を共有して、そして、いろんな対策、これを立てたいと思いま

すので、ひとつよろしくお願いします。 

 ２点目の災害弱者の避難体制は万全かということについてお尋ねです。 

 11月15日の南日本新聞の１面に、「災害弱者避難 法改正へ」との見出しで、災

害対策基本法を改正して、一人一人の避難方法を定めた個別計画を努力義務化する

というのがありました。新聞報道によりますと、自力避難が難しい住民をリストア

ップする避難行動要支援者名簿が有効に活用されず、個別計画策定につながってい

ないとの指摘があるというようなことが書いてあったんですけども、今度の台風、

今年の台風のときの状況を見てみますと、行政のほうから早々と避難の勧め、一人

一人に対してそういう呼びかけもありました。 

 また、災害弱者と言われる人たちに対しても、民生委員の方々がよく回っておら

れて、そういう対策を取っておられたと。そして、避難所も、避難所に避難した人

の話を聞けば、待遇がよかったと、本当に気持ちよく過ごさせていただきましたと。

特に保健師の方が来て、健康診断をしてくださったということも、非常にありがた

かったという話をしておりました。 

 この個別計画というのは、非常に個人情報の関係かれこれで難しいと思うんです

けども、行政として南種子町は個別計画、これではなくても、この前の体制を見て

おけばいいのかなとは思っているんですけども、具体的な規程があるのであれば、

そういう取組を紹介していただきたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  濱田議員の御質問にお答えをいたします。 
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 まず、先ほど出ております災害危険箇所等の合同視察についてでありますが、こ

れについては、来年度以降につきましては、さらに充実をした形での防災点検がで

きるように実施をしてまいりたいというふうに思います。 

 先般の台風10号の際の避難支援等につきましては、164名の方が各避難所に避難

をされました。避難所におきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、避

難時の検温や手の消毒、３密を避けるために感覚を開けるなどの対策や、保健師に

よる健康チェックなども協議をし、そして実施をしてまいりまして、避難所の健康

管理にも配慮をいたしたところであります。 

 今後も、引き続き私ども三役も職員と一緒になって、万全の体制で臨んでまいり

たいと思います。 

 個別計画については、担当課長より説明をさせます。 

○議長（広浜喜一郎君）  総務課長、羽生裕幸君。 

○総務課長（羽生裕幸君）  災害時避難行動要支援者名簿につきましては、平成26年度

に全高齢者の同意を確認した上で名簿への登録をしたところでございます。その後

も、要支援者については、住民基本台帳等から自動更新するようになっておりまし

て、本人の同意があった場合には随時名簿に登録し、台帳を作成しているところで

ございます。 

 今後についても、関係機関と連携して、同意を求めながら作成に取り組んでまい

りたいと、このように思っております。現在、同意率が40.22％ということで、登

録者数は506名であります。 

 また、町長が申し上げましたように、後期高齢者の避難についても、安心、安全

の面から保健師の巡回を行い、今回、保健師の巡回を行いまして、非常によい評価

を頂きましたので、引き続き住民の防災への意識づけの機運を高めてまいりたいと、

このように考えているところでございます。 

○議長（広浜喜一郎君）  濱田一徳君。 

○１番（濱田一徳君）  今後とも、住民の方が安心して避難できるように対策を取って

いただきたいと思います。 

 それでは、３番目の質問に入りたいと思います。コロナ対策ということで質問を

いたします。 

 今後のイベントについての考え方についてということで一般質問を出したんです

けども、新型コロナウイルスの感染症が、現在、第３波に入っているという報道が

されておる中で、今後のイベントについて尋ねるのもどうかなというのを私も考え

たんですけども、現実問題として経済活動とコロナ対策、これは今後両立して考え

ていかなければいけない問題なのかなというふうに、自分で考えたものですから、
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こういう質問を出してみました。 

 現在、各種会合をはじめ、忘年会なども自粛モードになっておりますけども、世

間ではＧｏＴｏトラベルの継続などに批判がある一方で、評価する声もあると。そ

してまた、今の状況下でこれが正解だというのは、私は答えはないと思うんです。

もう一人一人がマナーを守って、他人を思いやる心、それを忘れずに行動するしか

ないのかなというふうに考えております。 

 そこで、私この質問を出す数日前までは、私の考えを今から申し上げます。それ

までは、各種イベントの、例えば町民運動会であるとかふるさと祭り、ロケット祭

り、これは各主催者が判断することなんでしょうけども、全て自粛というんじゃな

くて、必ずマスクを着用させて、会場出入り口で消毒をさせて、そして体温測定を

する、あるいは室内の場合はちゃんと椅子なんかを消毒して、人数制限をするとか、

そういう思いつく万全の対策を取って実施したらいいのかなと。あと、もしコロナ

が発生があった場合は、その感染ルートとかそういうのをよく把握した上で、その

ときにじっくりともんで、実施できるのであれば実施したほうがいいかなというふ

うな、そういう考えを持っておりました。 

 それで、町長にどう考えているのかなということで、質問をしようと思っていた

んですけども、ここ二、三日の報道を見た場合に、非常に第３波、これが危険な状

態というのがもう一目で分かるような状態になってきました。この中で、私のこの

考えが果たしていいのかなということで、疑問を思ったところです。 

 でも今は、はっきり言いまして、今せっかく１年我慢してきたんだから、もうち

ょっと我慢して、完全なワクチンができて全員に行き渡ると、こうなってから経済

活動、こういうのも再開するべきじゃないのかなと。それには国の予算、町の予算、

いろんな問題が絡んできますけども、はっきり言いまして、私も自分の考えを持た

ない中で、自分の考えがころころ変わる中で、町長にこういう質問をするのが非常

に失礼だとは思ったんですけども、ここ二、三日の状況を見て、そういう考えに変

わったところです。 

 そこで、町長の今後の考え方、恐らく町長も、町長としての立場で、こうやりま

すということは断言できないと思います。ですから、町長はどのように考えている

のか、そういうのをちょっと聞かせてもらえないだろうかということで、こういう

質問になってしまいました。自分の意見を言わずに本当申し訳ないんですけども、

よろしくお願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  濱田議員の御質問にお答えをいたします。 

 現在、全国的に新型コロナウイルス感染が拡大ということで、非常に第３波とい
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うことで、御承知のとおりの状況で、屋久島も含め、徳之島町もいろいろ出てきて

おりますんで、皆さん、危惧をされているんだろうというふうに思います。 

 そういった中においても、幸いに本町を含めて種子島島内では、今のところ感染

者は出ておりません。しかしながら、いつ出てもおかしくない、これは、皆さんが

思っておられることだろうというふうに思います。 

 そういう中で、ここに感染者が出ていないということに関しましては、町民の皆

様はじめ医療機関や介護施設の皆様の徹底した感染予防対策、そういったものへの

御協力のおかげであろうかなというふうに思っておりまして、心から感謝をいたし

たいと思います。 

 この感染予防を図ることはもう当然であり、非常に大切なことでありますが、併

せて町の経済活動を推進していくことも、これも重要なことであります。議員のお

っしゃられるとおり、私も十分に予防対策を取り、これまでのイベントについても

両立をさせていく必要があるんじゃないかなという考えを持っておりました。 

 そういった趣旨で、これまで何とかこの町が、非常に飲食店をはじめ事業者の皆

さんが、そしてまた農家、農林水産業関係の皆さんについても影響をかなり受けて

おりますので、私どもといたしましては、各種クーポン券の発行なども行って、そ

して、あらゆる町独自の対策を取りながら、何とかここが関連をして回っていただ

けないかなというような思いで、こういう取組をやってまいりました。 

 そこにおいて町外、そしてまた県内においても、あちこちから、この南種子町に

おいては、町民が一体となって何とかそれを乗り切ろうという、頑張っているんだ

なというそういう評価の声も頂いているのもあります。 

 しかしながら、ここ昨日までの状況を見ますと、非常にやりにくい状況であるな

というような思いと、また、種子島島内においても飲食業の方で、一部もう廃業す

るとかそういう話も伺っておりますので、これはもう大変なことだというふうに感

じております。 

 その中で、イベントの開催についての考え方についてでありますけれども、本年

度はロケット祭り、町民大運動会、ふるさと祭りについては中止をいたしました。

私といたしましては、部内の協議の中においても、議員が先ほどおっしゃられたよ

うな考えを私も持っておりましたので、あらゆる対策を取ることや規模縮小なども

含めて十分な予防対策を取った中で実施をしてみてはどうかなというような提案も

いたしたところでございます。 

 しかしながら、これの最終の決定においては、それぞれの実行委員会で十分協議

を重ね、議論をした結果、どうしても十分な感染予防対策を取ることは難しいので

はないかという意見が多数でございましたから、その中で実行委員会として判断を
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していただいた結果が中止ということでございます。 

 一方で、消毒の徹底、検温の実施、そしてまた参加者の規模の見直しなどを行い、

実施をしてきている学校関係の記録会であったり、そしてまた保育園の運動会であ

ったり、先週もありましたけれども、保育園のお遊戯会などもやり方をそれぞれの

担当のほうで検討をして、そして、いえば子供たちの年齢に応じたプログラムを組

んで、そして入替えをしながらという新しい形を取りながら実施をしてきたものも

ございます。 

 そういう工夫をしてやれるものはやってきておりますが、いろんなやり方がある

んだろうなというふうなことで、私も考えさせられたところでございます。 

 今後においては、基本的には消毒の徹底、検温の実施、そして参加者の規模見直

し、３密を回避する方法、屋内であれば換気の徹底など、あらゆる面から十分な感

染予防について検討しなければならないということと、状況が変わってまいりまし

たので、その時々の感染の状況も踏まえ、各イベントについてはどのような対策を

取ったら開催ができるのか、そういうものを十分検討しながら進めていかなければ

ならないかなというふうな思いを持っております。 

 忘年会シーズンで、こういう状況でございますが、現在、島内おいては出ており

ませんので、全くこれをやめるということに関しては、町内の事業者の皆さんにも

大変な影響がありますので、現在、役場の職員の皆さんにおかれては、それぞれい

ろんな対策を考えていただきながら、また事業者の皆さんにもそういう協力も求め

ながら、今のところできる範囲でそういうものは実施をする方向でやっているんだ

ろうというふうに思います。 

 そういう考えで、今後の動向をしっかりと注視をしながら、また、そのときにい

ろんな検討を加えなければならんかなというふうな思いでございます。 

 仮に感染者が発生をした場合については、その感染者の感染経路や濃厚接触者の

状況など総合的に考慮して、判断をしていかなければならないと考えております。 

 なお、感染者については、鹿児島県議会での県当局の答弁のとおり、島外の医療

施設に搬送していただくことを基本に考えておりますが、ただいま県内の状況が物

すごい、昨日が40人でしたので、今後の状況を見ながらこれも変わってくるのかな

という思いを持っておりますけれども、県の指導を仰ぎながら対応することになる

のではないかと、そのように考えているところでございます。 

○議長（広浜喜一郎君）  濱田一徳君。 

○１番（濱田一徳君）  非常に町長も答弁に苦労されると思いますけども、この問題は、

何が正解というのは本当ないと思います。 

 関連ということで、今後、コロナが発生した場合、今、コロナの発生させないと



－20－   

いう対策でみんな進んでいますけども、コロナが発生した場合に、感染者、この方

たちのケア、こういうのも今度考えていかなければならないのかなと、そういうふ

うに考えております。どうか行政の皆さん方、大変でしょうけども、そこら辺も考

えて取組をやっていただけたらなと思います。 

 私の一般質問をこれで終わります。 

○議長（広浜喜一郎君）  これで濱田一徳君の質問を終ります。 

 ここで11時ちょうどまで休憩します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時５１分 

再開 午前１１時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（広浜喜一郎君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、福島照男君。 

［福島照男君登壇］ 

○２番（福島照男君）  今日は、一般質問の項目が大変多いですので、前置きは省略し

て、早速本題に入らせていただきます。 

 まず第１点目に、甘しょの基腐病に伴う農家の救済策ということで、質問を出し

ております。第１番目のでん粉用甘しょ、安納芋の作柄実績報告ということであり

ますが、本町の基幹作物であるサツマイモが例年になく大変な状況になっていると

いうことでございます。でん粉については、先ほど町長のほうから冒頭に説明もあ

りましたが、特に安納芋、ブランド商品である安納芋の作柄状況等についても、農

家のほうとしては大変な苦境に陥っているという状況にありますので、まず最初に

この件について質問をさせていただきます。まず作柄状況についての説明から、お

願いをいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

［小園裕康町長登壇］ 

○町長（小園裕康君）  それでは、福島議員の御質問にお答えをいたします。本町のサ

ツマイモ栽培はでん粉用、焼酎用、青果用の安納芋、これらの栽培農家が367戸で

355ヘクタール栽培をされているところでございます。作柄実績についての詳細に

ついては、担当課長から答弁させます。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  それでは、サツマイモの作柄実績についてであります

が、植付け後、梅雨前線による集中豪雨や梅雨明けが例年より遅くなった影響の日

照不足と、９月の台風10号の潮風害により収量は例年より減収となりました。特に
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今年度、種子島においてサツマイモ基腐病が発生し、本町でもつる割れ病発生地を

中心に、町内全域で腐れる圃場が多数あり、収量の減収となったところであります。 

 でん粉用サツマイモ集荷実績については、栽培面積267ヘクタール、坪掘り調査

予想数量では、１俵37.5キロ換算で、10アール当たり52俵に対し47.6俵ということ

で、91.5％の実績でありました。青果用の安納芋と焼酎用サツマイモも同様の減収

見込みであります。製菓用の安納芋については、現在、収穫中であり、生産実績が

出ていない状況であります。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  今、その対策として、政府のほうから緊急にサツマイモ農家へ

の緊急支援状況が出ております。大変ありがたいことだなと思って、栽培農家の一

助になって、栽培意欲が減退しないように、本町の農業を守る観点からも非常にあ

りがたい政策だなと思っております。もう既に行政のほうでは、各農家を対象に説

明会が行われていると聞いています。私もその内容の一部はいただいております。

安納芋については、まだ正確なデータが出ていないということなんですが、安納芋

も同様に非常に厳しい状態が続いているというふうに、各農家からお聞きをしてお

ります。 

 そういう中で、農家についての政府の説明はほぼ終わったような感じで、皆さん

把握しているかなと思うんですが、かいつまんでメインの主なところだけ触れて説

明をいただいて、その後に本町の対策についてお聞きをしたいと思いますので、ま

ず政府の発表した救済策についての主なところだけの報告をお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。国の支援策は、令和２年度において発生

したサツマイモ基腐病を対象に次年度産に向けた支援であります。事業名は、甘味

資源作物産地生産性向上緊急支援事業の甘しょ重要病害虫対策事業ということであ

るようでございます。支給条件やその他詳細については、担当課長から答弁させま

す。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  それでは、国の甘しょ重要病害虫対策事業の支給条件

について、説明させていただきます。令和２年度産サツマイモ基腐病が発生し、被

害を受けた農家が対象となります。栽培用途のでん粉用、焼酎用、青果用は全て対

象となります。支給条件としては、令和３年度継続栽培支給であり、被害の大きい

圃場についてはサツマイモ以外の転換も対象となります。詳細の条件につきまして

はほかにもありますが、申請受付時に説明してきております。本事業の周知につい
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ては、でん粉用、青果用の安納芋については郵送による通知、防災無線等での周知

をしたところであります。町内315戸のサツマイモ農家へ通知し、回答については

206戸の方から回答がありまして、そのうち事業申請を行った方については158戸と

いうことで受けているところであります。 

 病害虫の事業内容については、被害が３割以上の方については10アール当たり

２万円、他作物への転換については３万円の資材購入等の助成の条件がついている

ところであります。被害が３割未満の方については、10アール当たり１万円という

ような形の対象の事業になります。 

 以上で終わります。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  ありがとうございます。 

 では、次の安納芋の生産者、なかなか本町においてはブランド推進のメンバーに

入っている方と入っていない方がいるようでございまして、ここら辺の対象の範囲

を町としてはどこまでを指定していくのかだけお聞かせ願えますか。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  安納芋の生産農家の対応でありますが、本町としては

青果用の安納芋栽培者への周知ということで、町の安納芋生産振興会員を中心に、

郵送の通知をして対応をしております。そのほか、防災無線による周知ということ

で、町の安納芋生産振興会は町の安納芋の品質向上のためにバイオ苗を利用した生

産者ということで、ほとんどの方がこの生産振興会に加入をしているところであり

ます。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  振興会に入っている方は自動的に文書もいって、説明も聞くと、

多分、当然補助対象者になってくると思うんです。この入っていない方ですよね、

問題は。町のブランド推進本部で、ぜひここに入ってほしいという呼びかけをしな

がら、一刀両断に切り捨てるんじゃなくて、やっぱり何らかの救済策をしながら、

こういう振興会に入って、一緒に技術レベルも保ちながら、品質を保持しながら栽

培をしないと、なかなかこういうときに助成も受けられませんよという呼びかけは

必要かなと思いますので、今回、入っていませんので、文書を出していませんとい

う一刀両断な切り方は本町の農業振興という観点から見たら、非常に厳し過ぎるか

なというふうに思うんですが。ここら辺については、町長はどういうふうにお考え

か、お聞かせ願えますか。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 
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○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。先ほど課長のほうから答弁がありました

が、そういう方については、防災無線等でも周知ということを言われましたけれど

も、そういう漏れがないような方向で対策を取るというようなことを伺っておりま

すので、その方向でしっかりとやっていただきたいというふうに思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  前向きな答弁をありがとうございます。ぜひ、そういうふうに

救済策をして、切り捨てるんじゃなくて、ぜひそういう仲間に入ってもらって、ど

うしても私は入りませんよという方については、それはそれでしょうがないですか

ら。そういうような救済策は、ぜひ取ってほしいなというふうに思います。 

 そこで、本町の独自の救済策についての提案なんですが、政府からもらっている

内容は、地域共通の災害で２分の１補助対象になるというのがあるんですが、この

中には漏れいているのが、要は肥料代等がなかなか項目に入っていないので、本当

にないのかどうかの確認と、あった場合の金額等ができるのかどうか。全くないん

であれば、やっぱり本町独自として何らかの上乗せをした救済策を講じるべきでは

ないかなというふうにも思ったりするんですが、そこら辺はどういうふうに捉えて

いるのか、お聞かせいただけますか。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。このサツマイモは、土地利用型作物とし

て本町農業で重要な品目であるというのは、御承知のとおりであります。この基腐

病の独自支援策についてということですが、国の支援事業の申請漏れのないよう、

担当課にも先ほどから言いましたように指示をしております。その中で、この国の

支援事業以外では、種子屋久農協が対策として、令和２年度サツマイモ基腐病対策

支援資金をつくりました。町といたしましても、その資金にかかる利子補給を単独

助成するよう、計画をしているところであります。 

 また、議員が提案している堆肥や優良種苗等への助成につきましては、国の支援

事業対象となりますので、国の事業活用を推進してまいるというような考えで取り

組んでいきます。基腐病の病害対策について、国県で病害解明と蔓延防止対策に緊

急対策として取り組んでおります。本町でも、この基腐病が蔓延しないよう、国県

支援事業の活用推進と、また種子島プロジェクトチームによる栽培農家への情報提

供や支援事業を積極的に講じてまいりたいと、そのように考えているところでござ

います。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  国の中に堆肥の助成も入っています。それから優良種苗、ウイ

ルス、バイオ苗の使用も助成金の中に入っています。当然、使用料も増えるかと思
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うんですが、肝心の堆肥です。今まで入れていない方が大量に入れる。それからさ

とうきびもプロジェクトエイトで進んでいくという中において、堆肥が本当に足り

るのか。それから種苗のほうの供給は非常に大丈夫なのか、事前に農家に不足が生

じないような体制を取っていただきたいんですが、そこらの見通しについてはどう

ですか、大丈夫でしょうか。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  今回のサツマイモ基腐病の国の事業関係と町のさとう

きびの単独事業であります堆肥の投入関係、堆肥の生産量自体が足りるのかという

ようなことでありますが、町の堆肥センターについては、生産数量については

2,117トンという形の生産目標を立てて、今、生産に取り組んできております。 

 堆肥の供給ということで、農協のほうの堆肥センター、それぞれ大型農家の堆肥

の確保ということで、今言われたサツマイモ、さとうきび農家、さとうきびであり

ますと10アール当たり２トン、サツマイモですと10アール当たり１トンということ

が栽培基準表に載せられてあるんですが、それを全体、今言った農協の堆肥、町の

堆肥センターで賄えるかと言いますと、約30％程度の供給しかできないような計算

になります。そのほかについては、大規模農家で自主的に堆肥の生産に取り組んで

もらう。今現在、取り組む応急対策として、農協のほうから県内の畜産農家から堆

肥を入れる仕組みの供給体制ということで行っておりますが、全体を満たす量自体

は、まだかなり厳しいというような状況であります。 

 ２点目の種苗供給関係でありますが、種苗については、特に安納芋の供給はバイ

オ苗100％を目指しております。これはなぜかと言うと、品質を高めていく。買う

側の消費者ニーズ自体が種子島の安納芋を買えば当たりはずれがなく、どれもおい

しいということと、品種的に形状環境もそろえるという意味から、種子島では安納

芋のバイオ苗100％ということで、今現在、種子島高校、それと鹿児島のほうに三

和グリーンというところの２か所から、元苗のバイオ苗を供給されております。本

町のバイオ苗と農協のほうの育苗施設のバイオ苗、ここについては一般苗のすぐ畑

に植える苗用じゃなくて、それぞれ農家が育苗をしていくハウス施設を整備してい

こうということで、今３年目になりますが、ハウス施設の導入関係を含めてこの種

苗対策が100％いけるような取組を今取り組んできているところであります。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  町独自の救援策ということで、町長のほうからは利子補給をし

ていくということでありましたが、この事業を一つ一つやっていくと、さっき今言

ったように、堆肥が堆肥センターだけは30％、当然農家自給もありますから、農家
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自給は大変だと思うんですが、育苗についてはハウス施設の導入を進めていくとい

うことを関連した事柄がどんどん出てくるわけです。直接のこれについての支援策

じゃなくて、そこら辺はやっぱりこういうときを機会に、いろいろな町の救援策と

して、別に直接お金を配るんじゃなくて、いろんな対策を、事業をもってきて、そ

れを農家に普及させる。それがおのずともうかる農業への足掛かりにもなっていく

わけです。そういう対策をぜひ検討していってほしいなというふうに思います。 

 そういうことで、本町の救済策はお願をしていきたいんですが、この後、生産者

への周知徹底です。やっぱりまだ基腐病については原因がなかなか100％解明でき

ていないというところもあるんですが、時期は待ちませんので、春になればすぐ作

業に入らないといけないわけで、そこら辺についての注意点、栽培指導についての

周知徹底は最低限必要かなと思いますが、いつごろ、どういう中身で進めていくの

か、ちょっとそこだけ抑えたいなと思うんですが、総合農政課長、お願いいたしま

す。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  基腐病の情報提供関係でありますが、各種栽培組織で

の説明や町の広報紙、農協だより等でこれまでも周知してきているところでありま

す。国の基腐病支援事業受付時にも個別に基腐病対策については指導しているとこ

ろですが、今後もその中でも指導を徹底していきたいと思います。それと国の支援

事業申請者については個別に通知し、対応をしていき、栽培指導の徹底については

種子島プロジェクトチームと町技連会で農家への周知を図っていくと。例年、年が

明けて、１月から２月に集落座談会等も開催しておりますので、ここについては町

技連会の中で検討しながら対策を的確に取っていきたいということで考えておりま

す。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  次の項目に入ります。農家所得360万円達成に向けてというこ

とで、とりあえず前回の議会のところで、もうかる農業についての質問したところ

では360万円という数字が出てきたわけですが、私は個人的には決して高くないと

思っているんですが、現状はなかなか厳しい数字であるのは事実でございます。と

ころが、一定の目標金額が出ていますので、これに向かって達成をするように動か

ないといけないわけですが、これについての具体的な取組、計画方針等があれば、

まずお聞かせ願いたいなと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  御質問にお答えいたします。農家目標所得360万円というのは、

南種子町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想で、農業経営の発展の目
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標値ということでございます。この所得目標を掲げ、取り組んでいるのが農業経営

基盤強化法に基づき認定されております認定農業者でございます。本町の認定農業

者は12月１日現在で81経営体であります。詳細については担当課長が答弁をいたし

ます。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  認定農家の目標達成状況でありますが、農家所得360

万円に対し276万6,000円、76％であります。経営体別では、81経営体のうち27経営

体、33％が達成しているような状況であります。検討や計画の取組につきましては、

認定農業者は５年間の目標を掲げ、中間評価を踏まえ、経営体ごと各関係機関を踏

まえた検討をしているところであります。計画については、町の農業基本構想に、

農業経営の規模、生産方式、経営管理、営農類型ごとの経営手法を示しており、個

別経営体ごとで茶専門型、花卉専門型、葉たばこ専門型、水稲複合型、さとうきび

専門型、野菜複合型、生産牛専門型など、各部門に計画されております。 

 以上であります。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  今、276万円という数字が出てきたんですが、この数字をどう

捉えるかなんですが、それはさておいて、なかなか本町の農業がもうかるというの

は非常に厳しいというような状況があります。かといって、これをほったらかしに

するわけにはいきませんので、やっぱり本町の基本産業であるし、農家人口を減ら

すわけにはいきませんので、全面的に行政としては支えなければいけないわけです。

これについて、総合農政課一本じゃ当然無理ですので、私は当初のところでもうか

る農業会議の提案をしたんですが、町長は未来会議であるとか、あとは技連会等で

これを積極的に議論して、進めていくというような答弁があったわけですが、現状、

その技連会においての、このもうかる農業、360万円については取組状況が分かれ

ば、ぜひ御報告をお願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  町技連会の取組について、説明させていただきます。

町技連会は、各関係機関が作物部会、経営生活改善部会、畜産部会、林業部会、土

地改良部会で活動をしております。目標達成のための状況でありますが、各部会の

定例会や担当者会議を開催し、情報の共有をしながら農林産業の振興に取り組んで

いるところであります。もうかる農業への取組につきましては、各部会ごと農家の

個別指導や機能集団との協議を行い、分析検討をしているところであります。 

 本町の農業経営形態は専業農家傾向にあり、営農類型も専門化しつつあります。

具体的な協議の内容について説明をさせていただきますが、作物部会のさとうきび
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振興について、若干説明をさせていただきたいと思います。さとうきびの生産目標

は、栽培面積500ヘクタールを掲げ、町きび甘しょ振興会、技連会関係者で現状の

課題、振興の対策に取り組んでおります。具体的には単収向上のため、土づくりの

堆肥投入や新品種ハルノオギ種苗供給対策としてプロジェクトエイト事業やハーベ

スター、ビレットプランターの植付け機など省力機械の導入を推進し、栽培面積は

横ばい状況で維持され、さとうきび振興に取り組んでいるような状況であります。 

 以上の内容で取り組んでいるところであります。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  時間がどんどん過ぎていきますので、あまり深く突っ込むと先

に進まないので、次にいきます。前回、もうかる農業対策で一番大事なのは、現状

の農業分析をしないと課題が見えてこないということで、ぜひこの現状分析をして

ほしいというふうにいたしておりました。どういう形で、この現状分析が進んでお

るのか、ここは簡潔に少し。というのも、やっぱり本町のさとうきび一つについて

も、お隣の中種子町と本町では約１トン近い収量差があるわけです。 

 ほかのものについてもいろいろ問題点もあると。別にそれだけじゃないんですが。

あと季節風の問題とか、土壌改良の問題、あるいは今回の基腐病についてもあまり

被害のない畑と被害の多い畑と、いろいろあります。そこら辺の現状をきちんと分

析して抑えることが、次のステップに進む要素になろうかと思うんです。これをぜ

ひやってほしいんです。簡潔に、ちょっとその状況だけ教えていただければ助かり

ます。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  この農業振興につきましては、第６次長期振興計画に現状課題、

施策の方向性を示しておりまして、またまちづくりロードマップの取組を基本に農

業振興が図られるよう取り組んでいるところであります。その進捗状況、内容等に

ついては、担当課長から答弁させます。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  農業振興の現状の分析と進捗状況でありますが、簡潔

にということでしたが、ちょっと時間をもらってもいいでしょうか。（「簡潔でお

願いします」と呼ぶ者あり）現状の進捗状況につきましては、まちづくりロードマ

ップの担い手確保と育成に関わる施策の進捗状況は、人・農地プラン話合い活動の

実施を町内８地区に分けて実施しております。多面的機能交付金事業につきまして

は、12地区で実施しております。農地利用基盤整備等に関する施策の進捗状況につ

きましては、農地の集積、集約化の実施については人・農地プランの話合いと大規

模農家による農地の集約化会議を実施しております。農業生産基盤整備については、
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川内田、茎永地区の整備を実施しております。 

 農道保全対策による施設の長寿命化については、施設点検による事業計画を年次

的に実施してきております。安心で安全な農産物の安定供給に関する施策の進捗状

況につきましては、鹿児島の農林水産物認証制度等の活用により、生産工程管理の

推進につきましては、野菜類の安納芋、スナップエンドウ、バレイショ、茶等に取

り組んでいるところであります。土壌診断に基づく……。 

○２番（福島照男君）  はい、課長、ありがとうございます。もう結構です。ありがと

うございます。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  私が聞きたいのはそういうことではないんです。それは分析じ

ゃなくて、対策、施策なんです。そうじゃないんです。それをするための前段の作

業ができているかという問いかけなんです。それをやるためには、いろんな条件が

あって、必要性があるからそれをやっているんであって、それをやっている本当に

合っているのか、合っていないのか、現状に合っているのかということなので、ま

ずその前段の分析をしないと、今やっていることが100％効果があるのかないのか。

だからやっているのは認めるんです。それはそれでいいんです。ただ、それをやる

前の前段の分析、何でこれが必要なのかと。もっとほかにやる方法があるんじゃな

いのかというのに突っ込んでいかないと、先に進みませんよと。成果が出てきませ

んよというような問いかけなんです、本来は。ですので、すいませんね、途中で遮

りましたが。そういうことなんです。ぜひ、そこをやっていただきたいと思います。 

 これに関わっているともう時間がなくなるんで、次にいきます。次はふるさと納

税に入ります。まずふるさと納税の現状と取組について、説明をお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。取組の状況の報告ということであります

ので、担当課長から説明をさせます。 

○議長（広浜喜一郎君）  企画課長、稲子秀典君。 

○企画課長（稲子秀典君）  ９月定例会においても福島議員より、ふるさと納税の対策

について御質問をいただいたところでございますが、これまでの取組といたしまし

て、11月末で新たな返礼品といたしまして、53品目を設定したところでございます。

また、納税者の多い地域をターゲットとしました新聞折り込みや雑誌、あとヤフー

ジャパンのインフィールド広告など、３件の広告を行ったところでございます。返

礼品につきましては、新鮮な海産物や農産物など、魅力的な返礼品を用意できる自

治体が上位を占めている傾向にありますので、今後とも他市町村の状況を分析し、

国が示しておりますルールの範囲内で引き続き取り組んでまいりたいと思っている
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ところでございます。 

 なお、11月末では53品目となりましたが、本日の新聞にも掲載されているようで

ありますが、はやぶさ２の焼酎の関係、こちらが２本セットと３本セットの２種類

が新たに掲載をしてございまして、返礼品としても新たに設定をしてございますの

で、現在、55品目の設定ということになっております。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  11月末時点でのふるさと納税の金額が分かれば、教えてくださ

い。 

○議長（広浜喜一郎君）  企画課長、稲子秀典君。 

○企画課長（稲子秀典君）  12月９日、昨日現在で分かっておりますので、昨日現在で

納税額が6,862万6,139円となっております。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  昨年を上回る数字が出てきたんで、ちょっとにっこりする数字

ですが、これからもまだ３か月、４か月ありますので、ぜひ頑張っていただきたい

なというふうに思っています。 

 そこで、次にふるさと納税に対する開発予算の設置を、ぜひお願いしたいという

ふうに要望を出しております。これは、やっぱりふるさと納税というのは、もちろ

ん本町にとっては大きな財源にもなるわけですが、本町の最大の産業振興にも発展

をしていくわけです。それをやることによって、農家も潤うし、加工業者も潤うし、

販売農家も潤う。ふるさと納税の返礼品と並列して、こういう販売業者も出てくれ

ば、さらにいいわけで、やっぱりこれはふるさと納税の返礼品を起爆剤にして本町

の新たな新興産業をつくりだすという意味で、非常に重要な役割を持っているわけ

です。これに対して、やっぱり予算をまずつけて、町長からは担当者に行政推進係

として２名配置しましたという答弁があったんですが、予算がついていない。 

 予算というのも、これをする、あれをするというからつけざるを得ないのかもし

れないんですが、やっぱり頭から幾らという予算をつけて、それに対してやってい

くと。できなかったらできなかったで、結果としてはいいと思うので、やっぱりま

ずやる。予算をつくって、どういうふうにやっていくか、いろんなチャレンジをし

ながら、その中からやっぱり開発に対するノウハウも生まれてくるし、習得できる

というふうに思います。動き出すことが非常に重要で、これをその民間に丸投げし

ても先に進みませんから、できなかったのが現状ですから、やっぱりここは町が音

頭を取って、民間と一緒にやる。 

 一定の予算は確保して、やっぱり町長が肝入りでやる事業だということになれば、

やるほうも安心感もありますし、行政と一体にして大きく前進していくわけですの
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で、まずこの取組、予算の確保をぜひやってほしい。補正が難しければ、来年度の

予算に大きな枠を取っていただいて、金額は今は言いませんが、町長の腹積もりで、

これを積極的に前に進めていくんだという姿勢をぜひ町民に見せてほしいなという

ふうに思うんです。町長、お願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  福島議員の御質問にお答えをいたします。この地場産品開発に

つきましても、６月及び９月の定例会で議員からの質問で答弁させていただいたと

ころでありますが、この特産品開発については、現在、商工会や特産品協会がござ

います。しかしながら、私どももいろんな考えを持っておりまして、これまでも行

政からの提案として町全体での、この御当地特産物の商品開発などもできると、一

部もう全国では大阪で集中して、そこで研究開発をして、全部それが御当地に返っ

ていろいろなもうかる商売といいますか、そういうのに結びついているところもか

なりあります。 

 そういうものも提案したり、そしてまた私どもの町には安納芋、インギー地鶏も

ありますが、この地鶏関係、鳥に関しては、これもそれぞれの有名な地鶏があちこ

ちにあります。そして、炭火焼きについてはお土産であって、これはかなりの返礼

についてもいろんなところで使われているわけで、そういう話を私どもも一応、鹿

児島の業者とも話もしました。そしてそういう提案もして、そういうものも活用し

て、またこっちに帰ってきて、地元でも使えるし、お土産にもできるし、そういう

あれができないかと、そういう研究開発、そしてまた試作品をつくる、そういう経

費については行政としてはいつでも積極的に予算を組む用意はあるという話はする

んですが、なかなかこれがみんなでそれを取り組もうとか、そういうふうな方向に

いかないというのが事実であります。 

 前向きに挑戦もしていくような、そういう動きになっていただいて、そして行政

がどんどんそういう開発をやって、行政がというよりも、まずはそういう方が増え

て、町のものを一緒に使って、旅館業、ホテル業であっても、そしてまた御飯を食

べるところでも、いろんなところでそういうものを使えるようにするというのが、

私は一番重要なことかなというふうに、今思っておりまして、そういう提案はこれ

からも続けていきたいと思います。そして、あちこちでお肉にしろ、お魚にしろ、

その熟成をしたものとか、そういう熟成をする、いわば方法だとか、そういうもの

も勉強させていただけるところもありますので、そういうものについても積極的に

こちらの方が研修にいって、やっぱり自分のところで地元でも取り入れるというこ

とであれば、そういうものは予算化はする必要があるんだろうというふうに思いま

す。 
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 必要があれば、予算確保もし、この特産品開発については、一層しっかりと取り

組んで、そしてまた、少し今のルールの中で町のほうでもこういう新商品をつくっ

ておりますけれども、それを地元の方が本当にそれでしっかりとやっていけるよう

な環境については、支援をしていきたいと、そういうふうに考えております。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  町長の熱い答弁をありがとうございます。ぜひ、その熱い志を

持ち続けて、このふるさと納税、地元特産品開発の成功につなげたいと、お願いい

たします。 

 そこで、問題は行政の一番苦手なところの数値目標設定であります。これは一般

会計に数値目標をつくると、なかなか架空の数字で支出と収入が合わない面も出て

きます。一つの考え方として、私はチャレンジ目標として10億円設定はどうですか

と言うんですが、これ一般会計に10億円を組むと、なかなか支出のところとかみ合

わない点がきて、予備費に10億というわけにもいきませんので、特別会計の中で別

に枠をつくってやってもいいんじゃないかなと。そういうような捉え方もしている

んですが、そういう意味で、とりあえず目標金額は非常に大事ですので、やっぱり

これが頑張る原動力になりますので、ところがなかなか現状の一般会計の中では非

常に難しいというのもあります。そこらについての考え、町長はどういうふうにお

考えか、お聞かせ願えますか。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  そういう目標については、議員のおっしゃるとおり私どもも高

いところにもっていき、そしてまたそういうところに近づくというか実現ができる

ような方向にもっていくというのは、もう当然のことだと思います。しかしながら、

これまでの定例会においてもいろんな御意見を賜りながら、目標となる予算を立て

たり、予算はあくまでも可能な数字を予算計上するというのが、もう原則でありま

すから、この予算に関しては、これまでの答弁のとおり御理解をいただきたいなと

いうふうに思います。今年実績が若干上がってまいりますけれども、それを見据え、

そしてまた次年度以降、いかに大きな目標であっても、そこに近づけていけるのか。

それによって見積りがされて、予算を組むものでありますから、それはそれとして、

そういう高い目標をしっかりと置いて、取り組んでいきたいと、そういうふうに思

います。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  ありがとうございます。じゃあ次にいきます。 

 次は福祉対策について、お伺いいたします。９月議会で質問する予定でしたが、

まだアンケート調査の整理ができていないということでしたので、今回質問を出し
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ております。アンケート調査から出てきた課題等が分かれば、まず御報告をお願い

いたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。第３期南種子町障害者計画、第６期南種

子町障害福祉計画、第２期障害児福祉計画を策定するに当たり、障害者、障害児の

生活実態、意識、意向を調査、分析するための基礎資料とするため、今年の４月か

ら８月にかけてアンケート調査を実施してきたところでございます。この調査の結

果については、担当課長から説明をさせます。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  アンケート調査の集計の結果、見えてきた課題につい

てでありますが、まず１点目として、障害者の高齢化、孤独化が上げられます。高

齢障害者の老々介護、独り暮らしの増加で、介護保険での支援では足りず、障害福

祉からの支援を受けている方もいらっしゃいます。また、将来への不安や親なき後

への不安等について自由意見であったところであります。 

 ２点目として、非常時の対応への不安、災害時、避難できない、避難の仕方が分

からないという回答が56.3％であったところであります。３点目に、障害への理解

不足、障害があることで差別や嫌な思いをした経験があるかについて問いましたと

ころ、ある、少しあると回答した方が合わせて24.9％あったところであります。

４点目に、障害者福祉に関する周知、情報提供体制についてであります。情報の入

手方法で、一番多いのが本や新聞、テレビやラジオのニュースが一番多くて、制度

が分かりにくく、分かりやすく発信してほしいという意見があったところでありま

す。５点目に、管内の事業所の誘致ということで、障害児支援においては管内に事

業所、教育機関がないことから、事業所の誘致について要望があったところであり

ます。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  そのデータを踏まえて、今期、来期に向けての具体的な具体策

についての計画があれば、説明をお願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  今後の対応についてということでありますが、現在、

計画を策定中であります。障害者の非常時対応の困りごとに対して、地域生活拠点

等の整備の一環として、緊急時の受け入れを島内の事業所と契約したいと考えてい

るところであります。また、親なき後への支援の一環として、青年後見制度促進の

ため、青年後見センターを社会福祉協議会へ委託設置を検討できないか、今考えて
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いるところであります。 

 障害への理解に関しては、広報やホームページ情報の充実とともに補助事業の地

域生活支援事業の理解促進事業を活用しながら、研修会等の開催を行っていきたい

と考えているところであります。また、障害事業所関係団体の社会参加補助を行っ

ており、さらなる充実を図っていきたいと考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  次にいきます。介護施設の充足率についての質問ですが、しょ

っちゅうじゃなんですが、たまになんですが、介護施設になかなか入れないという

声を聞くときがありますので、この状況についての説明だけお願いしたいなという

ふうに思っております。よろしくお願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  現在の町内の入所施設の定員ですけれども、79名とな

っております。また、認知症対応型の施設が18名となっているところであります。

また、少しデータ的には古いですが、今年の６月１日現在の入所待機者については、

29名となっているところであります。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  この入居待機者、６月で29名。現時点はまだ分からないんです

が、これは入所したいという希望があるのか、ないのか。あれば、これの対応策を

どうしてやっていくのか、御報告いただけますか。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  この29名については、入所したいということで申請を

上げて、現在、まだ入所できていない方の人数になります。施設の状況についてで

すけれども、新しい施設がなかなか厳しいという状況の中の一つには必要な職員の

確保の問題と併せて、将来的といいますか、現在はその希望が多いですが、将来的

には、その入所希望者が減っていくという予想がされているために、やはり新しい

施設をつくるとなると、ちょっとちゅうちょされているのかなというふうに考えて

いるところです。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  町長、提案ですが、公立病院に一時的避難入所というような方

策は考えられないものですか。見解をお聞かせください。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  公立病院のほうについては、これまでの病院運営ということで、
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院長のお考えもあり、そして協議をして、それに対応しております。そしてまた医

師もそろってきておりますから、そこについて今答弁することはできませんが、状

況については今後、先ほど課長から説明がありましたとおり、入所者が減少してい

くと予想されて、新しい施設についてはそういう考えがあるということでございま

す。 

 どうしても、個々の入所というよりも、一部体調の関係でいろいろあられる方に

ついては公立病院のほうに入院をされたり、そういうことはあると思いますので、

それで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  入所待機している方からの声を聞くと、かなり不満を持ってい

て、病院は空いているのに、なんで入れないのかというような声を聞いたり、順番

はどうなっているのかなどのいろんな声を聞くわけです。やっぱりここは丁寧に対

応していくべきだと思うんですが、先々、その事業者が人口減少を見越してやるの

は大変だという思いも理解できますけれども、やっぱりその期間、10年なりの期間

の対応策も打っていかないと、このまま放置するというのはいかがなものかと思い

ますので、そこらへんはぜひやっぱり町長、前向きに検討してもらいたいと思いま

す。答弁をお願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  ただいま議員からありましたので、この医療と福祉については

対応が異なってまいりますので、そこも含めて状況については再度確認をいたしま

して、この介護施設の在り方については十分それらも踏まえながら、ちょっと協議

検討していきたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  よろしくお願いいたします。 

 次にいきます。聴覚障害者に対する対応、救済なんですが、最初から聴覚障害を

持っておられる方、現役世代に聴覚障害に入った方もおられるんですが、本町のよ

うに高齢化が進んでくると、なかなか耳が遠くなって、コミュニケーションが取り

にくいという高齢者が結構、私の周りにもいます。恐らく皆さんの周りにもいるん

だろうなというふうに思うんです。日本の聴覚障害者は70デシベル以上が身体障害

者の枠に入ってきて、第６級と一番軽い等級になるんですが、実際はＷＨＯの世界

保健機構においては41デシベルから80デシベルまでを障害者と認めて、補聴器の常

時使用を推薦しております。でも、日本の場合は70デシベル以上でないと、福祉対

策は全く取れないという状況があります。 

 ところが、やっぱり60デシベル以上ぐらいになると、なかなか通常会話がやりづ
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らいと、大声で話しかけをしないと会話が非常にしづらいという現状がございます。

これは、やっぱり人は人中で生活をするわけで、会話が思うようにコミュニケーシ

ョンが取れないと、なかなか老後を楽しく過ごすこともできません。ここら辺の、

まず実態調査を１回してほしいわけです。障害者の場合は70デシベル以上ですので、

当然、乗ってくると思うんですが、本人が気づかなかったら申請にも来ませんから。

聴覚障害に対ししてお年寄りの方、60デシベル以上ぐらいから普通に会話ができま

せんから、大声でしゃべらないと。そこら辺の対応策をぜひ取ってほしいなと思っ

ていますので、今日は時間がありません。詳しいことは言いませんが、まずこの実

態調査だけぜひやってほしいなと思うんです。町長、お願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  議員の御質問にお答えをいたします。この軽中度の難聴児につ

いては、軽度、中等度難聴児の福祉の増進を図ることとして、県の事業で軽度、中

等度の難聴児補聴器助成事業があります。補助率は２分の１でございます。教育や

生活の利便性を図ることを目的として、18歳までは補助を行っているものと考えら

れます。一方、18歳以上の軽度、中等度聴力障害の方に関しては、一般的に軽度、

中等度の視力障害をお持ちの方、自己負担で眼鏡をかけるように軽度、中等度の聴

力障害をお持ちの方についても、視力障害の方と同じように自己負担で補助機の購

入を今のところはお願いをしているような現状であります。その実態の調査につい

ては、今後、そこを含めて担当課のほうとも協議をさせていただきたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  やっぱり我々のような小さい自治体の場合は、そういう埋もれ

ている方をいかに早く見つけて救済するかということが重要な行政としての課題で

ありますので、ぜひそこはやってほしいなというふうに思います。 

 次にいきます。もう時間が９分しかありません。移住者対策は今日は飛ばします。

時間がありません。まず、飲食店コロナ対策のほうに、一番最後の項目にいきます。

飲食店の救済が急務であるというふうに出しているわけですが、住民の複数の方か

ら声を聞きまして、議員たちは飲食店を回っているのかと。私たちの店には一向に

来んがという声を聞きまして、それはよくないなということで私も家内と２人で十

数件の店を回りました。残念ながら、全店御訪問は叶わなかったわけですが、その

中で感じたことが、飲食クーポンを使っている利用者は結構おりました。食事を伴

うところはそれなりに利用があったんですが、食事が伴わない、いわゆるお酒中心

のお店についてはなかなか来店客はなくて、経営が非常に困窮している。中には、

国の持続化給付金をもらったがために、辞めるに辞められないというような窮状を

訴える方もおりまして、非常に散々な状況になっているのが現状でございます。 
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 町としても飲食クーポン券を発行はしているんですが、持ってその店に行かない

というのが現状で、ちょうど救済の谷間にあるという状況でございまして、ここは

軒並みバタバタ閉店していくのも大変忍びない状況でありますので、何らかの対応

策を講じる必要があるのかなというふうに思うんですが、町長、見解を聞かせてく

ださい。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。この新型コロナウイルス感染拡大に伴い、

飲食店業へのダメージは非常に大きいと理解をしております。本町におきましては、

国庫財源として宇宙のまち持続化支援金支給事業、宇宙のまち生活応援宇未ちゃん

クーポン券支給事業、宇宙のまち飲食店応援クーポン券支給事業など、飲食店のみ

ならず、影響を受けた業種への支援を行ってきておりますが、今もなおやっぱり厳

しいんだろうというふうに理解をしております。 

 11月以降には、各都道府県が営業時間短縮等の要請を行った場合は地方創生臨時

交付金における協力要請推進枠による協力金支払い等がありますが、現在のところ

国からの財政支援がない限りでは、町が独自で支援するというのはちょっと厳しい

ところもあるかなというふうに理解をしております。この政府の感染症対策分科会

においては、感染リスクが高まる五つの場面としまして、飲酒を伴う懇親会、大人

数で長時間及び飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り

替わりを挙げており、各事業者におきましても社会経済活動と感染症対策の両立を

図っていただかなければならないというふうに私どもも思っておりまして、まずは

安心して来店をいただける環境づくりというのも重要でありまして、この感染症対

策の取組を来店される方にもしっかりと伝えるとともに、事業者にとっても今後、

非常に重要なことであると考えます。 

 感染防止対策費用の補助事業も鹿児島県が実施、これまでもしておりましたけれ

ども、なかなか活用されていないところもあります。今後は、この新しい生活様式

の中で対策を講じていかなければなりませんので、私どもも事業者とともにしっか

りと取り組まなければならないというふうに思っております。ただ、先ほどからあ

りましたように、このクーポンについても、一部の私どもの町の職員についてもこ

の２次会のほうで使ったりしている方もおりますが、それがかなりそちらのほうに

回っているわけではないので、そういう御意見があるのかなというふうに思います

ので、極力協力できるところは職員共々協力をしながら対策を今後も考えていきた

いというふうに思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  ぜひ、直接この飲食の業者の方と集まっていただくか、聞き取
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りをしていただいて、現状を把握していただいて、私がここで町長に要望するより

も担当者が直接出向いて、窮状をまず調べていただいて、彼らが実際に何をどうい

うふうに望んでいるのかというのをつかむことから第一歩が始まると思いますので、

ぜひそれを緊急にやってほしいなというふうに思うんです。町長、それだけお約束

いただけますか。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  私の感触としては、いろんなこの飲食店の事業者の方からも副

町長をはじめ、職員の課長さん方もあっちこっち回られる中でお話は伺っていると

思いますが、さらにそういう情報収集をしっかりやって、何らかの手だてができる

ものかどうか、しっかりと検討してまいりたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  ありがとうございます。あと４分しかありませんので、海岸漂

着物対策についてお聞きをします。西海岸の下立石から砂坂に至る海岸線、私の妻

の実家なんですが、たまに海に行くんですが、大変な漂着物が堆積しております。

あそこはなかなか道がないものですから、拾おうにも拾えないような状況なんです

が、あのままほったらかしにするのも大変かなというふうに思っていまして、ぜひ、

１回現地調査をしていただいて、何らかの対策を講じてほしいと、何らかというか

きれいに清掃してほしいなという要望なんですが。今年は西海岸の清掃をやるとい

うような事業計画になっていたと思うんですが、その中に含まれているのか、含ま

れていないのか。含まれていなければ、ぜひ中に入れてほしいなというふうに思っ

ての質問です。どうでしょうか。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。海岸の漂着ごみに関する御質問でござい

ますけれども、平成28年度から海岸漂着物等地域対策推進事業、補助率は90％とい

うことで、これを活用し、これまで西海岸について年次的に清掃活動を行ってきて

おります。これまでの実績も含めて、担当課長から説明をさせます。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  海岸漂着物等地域対策推進事業のこれまでの実績につ

いて、報告いたします。平成28年度が島間地区の海岸を3,900メートル、19.9トン、

29年度はちょっと実施がありませんでしたけれども、平成30年度が島間岬と大川海

岸、砂坂の海岸など4,000メートル、14.7トン。令和元年度は竹崎海岸と一陳海岸

2,200メートル、8.5トン。今年度が立石海岸と野尻、田尻の海岸3,300メートル、

7.9トンの清掃を実施しております。 

 西海岸で未実施の地区が、下西目から門倉岬にかけての海岸と、議員からありま
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した下立石から砂坂に至る海岸であります。アクセス道路がなく、搬出することが

難しいということで、現在まで実施されていないところですけれども、経費の面も

あるんですけれども、今後、年次計画で実施をしていきたいと考えているところで

あります。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島照男君。 

○２番（福島照男君）  ありがとうございます。時間がなくなったので、終わりますが、

移住・定住促進事業については、３月議会で再度質問書を出させていただきますの

で、課長、申し訳ありません。ひとつよろしくお願いいたします。 

 これで質問を終わります。 

○議長（広浜喜一郎君）  ここで暫時休憩します。 

 再開を午後１時00分とします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時５９分 

再開 午後 １時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（広浜喜一郎君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続行します。塩釜俊朗君。 

［塩釜俊朗君登壇］ 

○９番（塩釜俊朗君）  議長の許可を頂きましたので、一般質問をいたします。 

 三菱重工業は、11月29日午後４時25分、政府の情報収集衛星、データ中継衛星

１号機を載せたＨ－ⅡＡロケット43号機を打ち上げ、30分後に予定の軌道に乗り、

成功をいたしました。成功率は97.67％ということであります。 

 今年はコロナウイルスが発生し、打ち上げには支障がないよう、関係スタッフに

は徹底したコロナウイルス対策を実施をしたと、このようにお聞きをいたします。

また、本町では今回、コロナウイルス防止の理由で閉鎖をした見学所を９か月ぶり

に開放し、島内外から抽選により500名が打ち上げを堪能したと、このように報じ

られておりました。また、入場前には対策として検温を実施したと、このようであ

ります。打ち上げに従事したスタッフ、関係する皆さんに感謝を申し上げます。 

 それでは、一般質問に入ります。 

 まず、コロナウイルス対策についてであります。 

 コロナウイルスの支援策として、島外にて学業に専念している高校生、専門学校

生、大学生等に本町の特産品、マスク等の支援はできないかであります。この対象

者は主に南種子中学校卒業生が対象になるであろうと、こういうふうに思います。
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離島からの進学でありまして、親にとっては突然出てきた新型コロナウイルスで、

学費、下宿、アパート代等、出費がさらに多くなり大変だろうと、このように思っ

たところであります。また、生徒には、奨学資金にて学業に専念をしている学生も

おります。 

 本町では、コロナウイルス対策の第３弾として、飲食店、地場農産品クーポン券

の支給事業が始まっております。また、利用をしているところでございます。行政

としては、いろいろな知恵を絞りながら、国の交付税により支給をしており、私ど

も町民にとりましてはありがたく思っているところであります。 

 このように、本町に住んでいる方は恩恵を受けておりますが、島外に出ている学

生にも何らかの支援が必要だと、このように思ったところからの質問であります。

新聞等におきましては、新型コロナウイルスの影響で、特に大学生においてはアル

バイトで学費の足しにしている人も多く、休学、やむなく退学する学生が増えつつ

あると、このように報道されております。 

 支援する方法はいろいろあると思いますので、島外に出ている高校生、専門学校

生、大学生に支援することについて御提案を申し上げます。町長の答弁を求めます。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

［小園裕康町長登壇］ 

○町長（小園裕康君）  それでは、塩釜議員の御質問にお答えをいたします。 

 学びの継続が困難となっている島外の学生の支援を行うためには、まずは現状を

把握した上で協議・検討する必要があるかと思います。 

 現在の状況も踏まえ、教育長から答弁させます。 

○議長（広浜喜一郎君）  教育長、菊永俊郎君。 

○教育長（菊永俊郎君）  塩釜議員の御質問にお答えをいたします。 

 御提案の学生への支援についてでございますが、現在、新型コロナウイルス感染

拡大の影響で、世帯収入の減少、アルバイト収入の激減・停止など、学生生活にも

経済的な影響が顕著になっているところでございます。 

 全国的な支援につきましては、国の学生支援緊急給付金事業や日本学生支援機構

による応援奨学金などの学生支援が行われてきているところでございます。 

 県内における学生支援は、奄美大島の離島の自治体を中心に、町内の小中学校を

卒業し保護者が町内に居住する大学生、短大生、専門学校生に対し、３万円から

５万円の支給を交付する事業を実施しております。また、出水市などでは、特産品

を学生に送り、支援している自治体もございます。 

 そのようなことから、本町においても、町長からもありました学びの継続が困難

となっている島外の学生支援を行うため、まずは地元の子供が島内・島外から、ど
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の程度高校、大学等へ進学したかなどの詳しい調査を含め、現状を把握の上、検

討・協議を行ってまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（広浜喜一郎君）  塩釜俊朗君。 

○９番（塩釜俊朗君）  ただいま、教育長のほうから、県内においてもいろいろな学生

支援策をしていると、このことについては私も承知の上でございまして、特に町出

身者の学生に支援を送ることについては町民から話も聞くようでありまして、実際

に大変だと、そういうふうな声もお聞きするところであります。 

 先ほど述べましたように、支援方法はいろいろとありますので、その手法につい

て、本町ができるようなことを検討して、先ほど答弁をしていただいたように、早

目の検討をしていただき、実施をしていただくようお願いをしておきます。 

 次に行きたいと思います。 

 成人式参加者（島外）にＰＣＲ検査の補助をすべきではないかについて質問をい

たします。 

 この質問については、私、早い時期に質問をすべきだと思っておりましたが、時

期を失して、今回、成人式間近でありますので、緊急の質問ということで御理解を

頂きたいと思います。 

 県内の状況を見てみますと、南日本新聞で県内の状況が情報発信され、新聞の

１面にも載っているところでございます。成人式にコロナの影と、こういうふうな

見出しで載っておりました。 

 先ほど、いろいろと支援のことについてもお話をしましたけれども、この成人式

につきましては、県下でも検討、中止、未定、開催するにしても、どのようにすべ

きかと、こういうふうに知恵を出し合いながら検討をしている市町村もあるようで

あります。 

 また、本町では、来年の１月３日に開催するということで、対策としては、出席

者には接触者確認アプリに登録するよう求めていると、このような報道でございま

す。通告をしてから補正予算書が届きましたので、補正予算書を見てみますと、成

人式新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助216万円を計上をしておりました。

このＰＣＲ検査におきましては、島外の市町村も補助をしているようでございます。

この補助が何割補助かというのについては私もまだ調べておりませんが、成人式の

参加者にはこのような形でのＰＣＲ検査の補助をしていると、そういうふうな県内

の状況であります。 

 このことについて御質問をいたしますが、まず、成人式の参加者は何名か、補助

する該当者数、補助額は１人当たり幾らか、また島外でＰＣＲ検査を実施し、確認

の上、来ていただくようにするのか、このことについての答弁を求めます。 
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○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  御質問にお答えをいたします。 

 その前に、先ほどの質問でありますけれども、大学生、また専門学校生、そして

島外に出ている高校生、いろいろおられますので、そしてまた１年生から４年生ま

で範囲が広うございまして、そのことについては私立高校から、またさらに進学を

された方、いろいろおりますので、先ほどの答弁のとおり、しっかりとちょっと調

査をいたしまして、その上で今後協議検討をしてまいりたいと思います。 

 成人式の参加者のＰＣＲ検査に件でございますが、令和３年の成人式については、

現在のところ、予定どおり実施する方向で今検討し、考えております。開催に当た

りましては、国の示す新型コロナウイルス感染症対策等を踏まえ、感染防止の対策

を講じることといたしております。また、島外から参加をする新成人の方が多くい

らっしゃいますので、その方々を対象に、成人式新型コロナウイルス感染拡大防止

対策補助金として、ＰＣＲ検査等に係る費用を補助する予算案を今議会に提案をし

ております。そして、新成人の負担軽減及び本町の感染拡大防止を図ることとして

いるところでございます。 

 詳細については、担当課長から説明をさせます。 

○議長（広浜喜一郎君）  社会教育課長、松山砂夫君。 

○教育委員会社会教育課長（松山砂夫君）  お答えをいたします。 

 成人式については、実行委員会と協議を進めながら、予定どおり令和３年１月

３日の開催に向けて進めているところでございます。 

 今回の成人式については、コロナ感染拡大防止の観点から、参加者の３密等を避

けるためガイドラインを作成をし、感染防止に努めることとしております。 

 御質問の新成人の参加者については、昨日時点で62名となっております。補助対

象者は、島外に居住をし本町成人式に参加をする新成人に加え、島内居住者の新成

人についても２週間以内に島外へ旅行した者や検査を希望する者も対象としており

まして、補助該当者が53名となっているところでございます。 

 補助額については３万5,000円を上限に全額助成することとしております。 

 検査の時期については、帰省する前の受診を原則とし、島内への感染拡大を防止

することとしております。 

 以上でございます。 

○議長（広浜喜一郎君）  塩釜俊朗君。 

○９番（塩釜俊朗君）  １点だけお聞きしたいんですが、ＰＣＲ検査を実施の確認をす

るわけでありますが、その確認をしてからすぐ来れるのかどうか。やっぱり待機と

いうのは考えなくて、検査をして陰性だったから、じゃあ、来てよろしいですよと、
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そういうふうな判断でいくのかどうか、その点についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  社会教育課長、松山砂夫君。 

○教育委員会社会教育課長（松山砂夫君）  検査で陰性の場合には帰省を頂くというこ

とで、特段、待機等のほうの要請はしないこととしております。 

○議長（広浜喜一郎君）  塩釜俊朗君。 

○９番（塩釜俊朗君）  なるべくそのような対策をしていただいて、やっぱり一生に一

度の成人式でありますので、久しぶりに来る成人者もいるのではないかと、このよ

うに思っております。ですから、町民も温かくこの成人者を迎えていきたいと、私

はこのように思っておるところでございます。 

 これについては、これで終わりたいと思います。 

 次に、農業対策について質問をいたします。 

 サツマイモ基腐病の本町への影響について質問をいたします。先ほど、町長の行

政報告、また同僚議員からの質問がありましたので、質問に対して重複している部

分もあるかとは思いますが、簡潔に質問をいたしたいと思います。 

 基腐病の被害につきましては、御存じのとおり、2018年から確認をされていると

のことであります。今年度においては、特に大隅、南薩、熊毛で発生しているとの

報道であります。 

 聞くところによりますと、これに対するプロジェクトチームを設置をし、対策を

取っていくとのことであります。先ほどの同僚議員の質問にも答弁がございました

が、原因についてはまだ分かっておりませんが、連作も感染拡大の要因ではないか

と、このような話も聞くところであります。 

 11月の25日、サツマイモ基腐病の調査が届きました。被害面積に対し国からも補

助があるとのことで、緊急な調査であったようであります。この緊急調査の中で、

もっと早目に調査票が来ないかと、そういうふうな苦情も聞いたところであります。 

 この件につきましては、西之表市では、被害状況が報告されました。市独自の支

援策も検討中ということであります。 

 昨年度の本町でのサツマイモの実績、これは決算委員会への報告でありますけれ

ども、栽培面積は290ヘクタール、８ヘクタール減少、生産量は6,653トンとの報告

であります。 

 基腐病の被害についてお聞きをしますが、でん粉用サツマイモ、安納芋、焼酎用

芋の各作付面積、これについて、それぞれ何％の被害面積か、被害額も含めて答弁

を求めます。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。 
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 先ほども同様の御質問がございましたけれども、このサツマイモ基腐病につきま

しては、県内で平成30年度新たに確認をされた重要病害であり、対応が喫緊の課題

であります。 

 本年度、本町でもサツマイモ基腐病の被害が発生し、実態調査を行っております

ので、詳細について、また被害状況について、担当課長から説明させます。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  サツマイモの基腐病の被害状況でありますが、サツマ

イモの基腐病については、土壌伝染性の糸状菌カビで、寄生する植物についてはヒ

ルガオ科で、主にサツマイモの寄生で立ち枯れ、腐敗を起こす病害であります。 

 まず、本町のサツマイモの栽培状況でありますが、でん粉用サツマイモの栽培農

家戸数は253戸、栽培面積は267ヘクタール、青果用の安納芋の栽培農家は101戸で

83ヘクタール、焼酎のサツマイモ栽培農家については13戸で５ヘクタール、町内の

サツマイモ栽培面積は全体で355ヘクタール、栽培戸数は367戸であります。 

 本町のサツマイモ基腐病の被害の発生状況は、植付け後、６月の梅雨前線により

集中豪雨による畝の流出・滞水、９月の台風10号による潮風害によるつる割れ病発

生地の町内全域で、一部、腐る圃場が発生しているところであります。 

 用途別の被害状況でありますが、でん粉用サツマイモ作付面積の49％、132ヘク

タール、青果用の安納芋作付面積の63％、52ヘクタール、焼酎用サツマイモでは被

害はありませんでした。町全体のサツマイモ作付面積の355ヘクタールのうち52％、

184ヘクタールの被害状況であります。 

 被害額につきましては、今現在、基腐の事業関係の部分、取りまとめをしており

まして、被害を受けた184ヘクタールの昨年から今年の収量減見込み等を含めまし

て4,500万円という試算で今現在調査まとめ中であります。 

 以上で終わります。 

○議長（広浜喜一郎君）  塩釜俊朗君。 

○９番（塩釜俊朗君）  355ヘクタールのうち52％程度が基腐病の被害と、このような

報告でありました。この報告に基づいて、今後の対策について質問いたします。 

 先月の県民と県議会との意見交換でも質問等ありました。農家については、今後

の作付について不安を持っている方も多いのではないかと察します。植付けを縮小

するとか作付をやめるとか、このようなことも私の耳にも入るところであります。

来年の作付までの対応、作付する圃場の場所等、今までにない対応をしなければな

らないと考えます。 

 先ほど質問をしましたが、熊毛地区ではプロジェクトチームをつくり、対策を取

っているとの報告であります。このプロジェクトチームをつくったとしても、早目
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の情報を知らせることが大事ではないかと思います。本町では、技連会とかＪＡ、

そういう身近な組織もあります。そういうふうなことも検討しながら、やっぱり町

民にも早目に指導をしていく、情報を提供していく、このことが大事だと思います

が、今後の対策、これについて、町としてどのような対策をすればよいかというの

もやっぱり町独自の対策も必要ではないかと思っているところでございますが、こ

のことについて早目に検討をすべきだと、このように思います。町長、どう思いま

すか。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。 

 本町のサツマイモ栽培は、畑地の24％に作付をされております。土地利用型作物

の重要品目であるということも御承知のとおりで、サツマイモの基腐病の今後の対

策についてでありますが、先ほどの同僚議員の中でも申し上げましたけれども、農

林水産省、県農業開発総合センター、各関係機関による現地調査、意見交換会が開

催をされ、この原因解明や対策について、現在、国、県の研究期間で緊急対策が講

じられてきているところであります。 

 もうしばらく時間もかかろうかと思いますが、種子島においては、サツマイモ基

腐病の防除対策の確立、そしてサツマイモの生産振興を図ることを目的に、先ほど

から課長も申しておるとおり、基腐病種子島プロジェクトチームを令和２年11月10

日に立ち上げておりますので、今後、この防除対策の推進と次期作に向けた栽培管

理を関係機関一体となり取り組んでまいらなければならないと思っております。 

 具体的に、町単独での補助の在り方ということについては、これまでの被害状況、

そしてまた今後、関係機関とも連携を図りながら、何が一番有効であるのか、そう

いうこともしっかりと協議・検討をしていくことになろうかと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  塩釜俊朗君。 

○９番（塩釜俊朗君）  先ほどの同僚議員の質問にもありましたように、早目の対策を

しっかりしていただいて、やっぱり農家の人たちが安心できるような基幹作物の生

産体制、それについて努力をしていただきたいと、このようにお願いをしておきま

す。 

 次に行きます。 

 ブロッコリーの作付の推進について質問をいたします。 

 なぜ南種子町においてはブロッコリー作付の推進をしないのかと、以前から思っ

ていましたので、そのことについて質問をいたします。 

 皆さんも御承知かと思いますけれども、ＪＡの情報誌10月号において、ブロッコ

リーは育苗順調ということで、１面に写真つきで載っておりましたが、これは高収
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入品目として栽培面積が足りなくて急増していると、このようなことであります。

また、この情報誌を見てみますと、今期は種子屋久管内で95ヘクタール、出荷量

570トンを見込んでいるとの報告であります。 

 中種子町をずっと回ってみますと、サツマイモ収穫後に植付けを開始し、現在で

は順調に育っているのが目につくわけであります。しかし、本町では、本格的に作

付をしている圃場は見られません。ただ、トンミー市場に出荷する皆さん方がある

程度は生産をして出荷をしていると、そういうふうな状況であります。 

 なぜ作付をできないのかという声も二、三、聞くわけでありまして、このことに

ついて、作付できるよう推進はできないのか、町長の所信をお伺いをいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  塩釜議員の御質問にお答えいたします。 

 本町でのブロッコリー栽培推進についてでございますけれども、サツマイモの後

作として、ブロッコリー栽培は農業所得向上で有望な品目であることに間違いはな

いと思います。 

 昨年、私も町内のある方からそういうお話を頂きまして、本当にそういう方向で

農家の皆さん要望があり、進めていくのであれば、集選果選別施設の問題、いろい

ろありますけれども、真剣に町としても考えていかなければならんということは申

し上げ、話をしているところであります。 

 ただ、その方からもその後、全然ぱたっと話は来ることがなくなりました。これ

は、議員も分かっていると思いますが、現在、中種子町中心に作っております。そ

して、またこの育苗施設であったり集選果選別施設の問題であったり、なかなか同

じＪＡ種屋久農協といいましても、西之表、そしてまた中種子は若干作っておりま

すが、南種子まで含めた、そういうところまで話が至っていかないのだろうなとい

うふうにちょっと感じております。 

 これまでの経過も踏まえて、詳細については担当課長から説明をさせます。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  本町でのブロッコリー栽培の取組がなぜできないかと

いう質問でありますが、対応については、今、町長のほうで答弁したような状況で

ありますが、これまでの経過について、私のほうでちょっと説明させてもらいます。 

 種子屋久農協の南種子支所管内のブロッコリーの取組については、５年前より検

討してきているということであります。ここについては、関係機関を含めて検討し

てきたところでありますが、その内容として、今、町長が言われた育苗施設、集選

果場での清浄機等の整備、それと雇用の確保関係が課題となって、現在取り組まれ

ていないような状況であります。 
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 町の園芸振興会の浦口会長からの話になるんですが、モデル的にブロッコリー栽

培に取り組み、若手農家の育成と野菜農家の所得向上を図ろうと再三検討している

ような状況であると。だが、今言った施設整備、雇用確保等の状況で取り組めない

状況であると。中種子町においては、急激に面積が増えたわけではなくて、10ヘク

タールまで行くのに10年ぐらいかかった努力があると。本町でも、農家が栽培した

い要望や農家の機運を見て栽培に取り組んでいきたいと伺っているところでありま

すが、町としても、農協、町の園芸振興会、協議をしながら、農業振興のために進

めていきたいと思っております。 

 以上で終わります。 

○議長（広浜喜一郎君）  塩釜俊朗君。 

○９番（塩釜俊朗君）  ＪＡ種子屋久農協は一緒であります、本町も、中種子町も、西

之表市も、屋久島町も。合併もしておりますから、公平な立場でやっぱり意見を出

し合いながら、ぜひとも試験的にでも作付できるような体制をお願いをしておきま

す。 

 次に、定住促進について質問をいたします。 

 定住化促進条例で進めている今までの貸付け、譲渡（土地）について、お伺いを

いたします。 

 本町では、人口減対策の一つとして、定住化促進条例に基づき政策を進めている

ことについては、皆さんも御存じのことと思います。 

 平成18年９月15日条例第８号にて、Ｕターン者、Ｉターン者へ南種子町が所有す

る土地を無償で貸し付け、期間が完了した場合、土地を無償譲渡するものでありま

す。土地の貸付けは10年、面積は500平米とのことであります。この条例について

は、以前、委員会等でも議論をされたところであります。公平な条例であるのかど

うか、この件についてもいろいろな議論をされた経緯もありまして、それから14年

も過ぎているところであります。 

 この件について、定住促進ということで、令和元年10月に空き家改修、家財処理

費用の補助制度を創設して運用をしていると。空き家の利用促進には力を入れ、定

住促進を図ってやっていることについては、いろんな情報の中で周知をしていると

ころであります。 

 この定住化促進条例がうまく運用されているのか、この件についてお聞きをした

いと思います。 

 今までこの条例に基づいた貸付け数、譲渡数、このことにより人口増、何人増え

たのかについて、まず実績についてお伺いをいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 
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○町長（小園裕康君）  塩釜議員の御質問にお答えいたします。 

 定住化促進条例につきましては、ただいま議員からおっしゃられましたとおり、

平成18年９月に条例制定されておりまして、平成19年８月から平成22年11月までに

貸付けを行ってきております。 

 実績と内容については、担当課長から説明させます。 

○議長（広浜喜一郎君）  企画課長、稲子秀典君。 

○企画課長（稲子秀典君）  定住化促進条例に基づく貸付けにつきましては、これまで

に６件の貸付けを行ってきております。そのうち４件が貸付け期間であります10年

を終了しまして、無償譲渡の手続も完了しているところであります。こちらは４世

帯の11人が現在も居住をしております。 

 １件につきましては、貸付けの解除を行いまして、住居の売却を行いまして、土

地についても住居を購入した方に払下げを行っております。 

 残りの１件につきましても、貸付け期間が先月の７日で終了した状況でございま

して、現在、譲渡手続に向けて分筆の登記などを進めているところでありまして、

こちらが１世帯の４人が居住をしているというところでございます。 

 貸付け当時の場所についてでありますけれども、島間保育園の跡地の部分が２件

で726.55平方メートル、上中の新栄町が３件で1,398.42平方メートル、譲渡手続中

のものが１件で476.24平方メートルとなっております。 

○議長（広浜喜一郎君）  塩釜俊朗君。 

○９番（塩釜俊朗君）  貸付け数が６件、譲渡数４件と、あと２件については、解除の

手続をしているとの状況であります。 

 次に、今後、貸し付ける面積、それから場所についてストックがあるのかどうか、

この件についてお聞きをいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  企画課長、稲子秀典君。 

○企画課長（稲子秀典君）  現在につきましては、この定住化促進条例に基づく貸付け

は行っていないところでございますけれども、場所については、島間保育園跡地に

約1,000平方メートル、上中新栄町のほうにも約1,000平方メートルがあるところで

あります。 

○議長（広浜喜一郎君）  塩釜俊朗君。 

○９番（塩釜俊朗君）  この貸付けの中においては、定住もしていただいて、11名の方

が今生活をして居住をしていると、そういうようなことでありますが、この貸し付

けたもの、いろんな条件があるわけであります。このことについて、第11条貸付け

を受けた者は次に係る行為はしてはいけないと、このように３点、箇条書きに書い

てあります。 
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 言わば、先ほど課長のほうから答弁がありましたが、問題はなく全て譲渡につい

ても順調に行った結果がこの６件だと、そういうことで理解をしてよろしいでしょ

うか。 

○議長（広浜喜一郎君）  企画課長、稲子秀典君。 

○企画課長（稲子秀典君）  この６件については、トラブル等の確認もされておりませ

んので、譲渡が完了するということになっております。 

○議長（広浜喜一郎君）  塩釜俊朗君。 

○９番（塩釜俊朗君）  今の答弁と先ほどの貸付けの件数についてでありますが、思っ

たより少ないのではないかと感じたところであります。ストック場所についても、

２か所ストックがありますけれども、今のところは運用はしていないと、そういう

ふうなことであります。 

 運用していないということは、申込みがあるかないかは別にして、今のところ、

そういうふうな申込みがないという判断での質問に入りたいと思いますが、この条

例が制定をしてから14年たちます。先ほどの答弁で、運用が、今６件が全て終わっ

ていくというふうな中についてはなされていないということでありますので、近年

の状況については、この条例についても見直しが必要ではないかと感じたところで

あります。 

 本町の人口も将来においては少なくなると、これについてはシミュレーションで

もでておりますけれども、人口減の歯止めとしては、先ほど申しましたように、新

たに空き家改修、定住促進をやっているという、そういうようなことでございます。 

 この条例について、今後土地の貸付けを進めるか、また見直しをする考えはない

のか、このことについて、町長の答弁を求めます。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  御質問にお答えをいたします。 

 定住化促進条例に基づく貸付け、譲渡につきましては、これまでも町民の方々か

らも、そしてまた外部からも、いろんな御意見が寄せられてきているというふうに

伺っております。今後は、定住等も含め、町の保有する土地を無償で貸し付け、譲

渡でなく、払下げを主として考えていかなければならないのかなというふうな考え

を持っているところでございます。 

 また、移住定住促進に関しましては、令和元年10月に移住定住促進事業補助制度

を創設をしておりますので、これを軸として運用を図ってまいりたいというふうに

考えております。したがいまして、定住促進条例につきましては、現在行っている

譲渡手続が完了次第、条例廃止の手続を取りたいと考えているところであります。 

○議長（広浜喜一郎君）  塩釜俊朗君。 
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○９番（塩釜俊朗君）  私が先ほど申しましたように、いろんなこの定住促進について

の意見がありました。また、議会の中でもこのような問題点が出たわけでありまし

て、行政のほうでも、今、町長が答弁をしたような方法での運用をしっかりとして

いただきたいと、このようにお願いをして、次の質問に入ります。 

 地元企業の活用について質問いたします。 

 この地元企業の活用については、どのような質問事項がいいのかと思いながらも、

今まで以上に地元企業を活用すべきではないかと、このような質問にいたしたとこ

ろであります。 

 この件については、以前にも地元企業の育成等について議論があったと認識をし

ております。これは、一つの町内の活性化の観点からの質問であります。 

 公共事業、事務用品、備品購入については、国費、県費、町費に基づいて予算化

をされ、発注されております。公共事業については、閲覧等において発注業者等確

認をできるわけでありますが、事務用品や備品購入については、会計規則などのい

ろんな規則によって、金額等により公表をしないものもあります。 

 特に事務用品、備品購入については、本町の業者で調達できない場合については、

もちろん町外業者に指名することは当然であります。できることであれば町内業者

の活用が大事だと、私はこのように思うところでございます。配慮することについ

ていかがお考えか、お伺いをいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  塩釜議員の御質問にお答えいたします。 

 町内業者以外の方ということに関しては、以前、カーテンか何かでそういうこと

が１回あったんだろうというふうに理解をしております。この物品購入などにおけ

る業者指名において、町内業者への配慮がなされているかというような質問であり

ますけれども、このことについては、従来から、備品や消耗品などの調達について

は、町内で調達できるものについては町内業者を優先し、指名をしてきているとこ

ろであります。 

 今年度、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、国から地方創生臨時交

付金を活用した事業を展開しておりますが、この臨時交付金は経済支援といった側

面も持った交付金でありますので、この交付金を財源とした、そして調達をする全

ての物品等において、指名業者を町内に事業所が存在する業者に限定をして指名委

員会で決定がなされていると報告を受けております。 

 今後につきましても、従来どおり、町内で調達できるものについては町内業者を

優先して調達をしていきたいと考えているところであります。今後の業者指名の考

え方については、指名委員長である副町長より答弁をさせます。 
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○議長（広浜喜一郎君）  副町長、小脇隆則君。 

○副町長（小脇隆則君）  物品購入における町内業者への配慮についてでございますけ

れども、ただいま町長から答弁がございましたように、これまでも町内で調達でき

る物品等については、町内業者を優先をして指名をしてきているところでございま

す。種類によっては、先ほど議員のほうからもございましたように、町外の業者を

指名せざるを得ない場合もございますけれども、地元業者の育成の観点からも、引

き続きそのように努めてまいりたいと考えております。 

○議長（広浜喜一郎君）  塩釜俊朗君。 

○９番（塩釜俊朗君）  ただいまの答弁については、新町長、新副町長になりましてか

ら、この質問については多分初めてではなかったと、こういうように思っておるん

ですが、やっぱり町長の所信、そういう形でしっかりと地元の業者に配慮していく、

そういうような考え方を持ちながら、町内の活性化に大いに貢献をしていただきた

いと、こういうふうに思います。 

 以上で、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（広浜喜一郎君）  これで、塩釜俊朗君の質問を終わります。 

 次に、廣濱正治君。 

［廣濱正治君登壇］ 

○３番（廣濱正治君）  議長の許可を頂き、質問に入らせていただきます。 

 観光地対策についてであります。 

 この件につきましては、午前中の濱田議員も質問しておりますから、重複する点

もあろうかと思います。 

 観光スポットとしてのトイレ等の設置についての進捗状況はどうなっているかと

いうことであります。町長は、６月議会において、「適地用地についてございまし

たら御提案いただければなということで」と答弁をしております。私は幾度となく

企画課長にも場所の提案をいたし、見学に行こうと話をしましたが、一向に前に進

みません。その場所がよいのか、悪いのか。もし悪ければ、他の場所を探さなけれ

ばなりません。 

 近くには枕状溶岩、塩焚きの跡、俗称サイの水飲み場、皆さんに写真をお配りし

ておりますけれども、などがあります。私はいい場所だと思っております。国道沿

いにも、いろいろトイレとか見学場所等が設置されております。南種子町にもそう

いう場所があってもいいのではないかと考えております。 

 先ほどの濱田議員の答弁で、低地であるとか、ほかにも候補地があるとのことで

ありましたが、どのような規模を想定しての考えなのかも含めて答弁をお願いいた

します。よろしくお願いをいたします。 
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○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

［小園裕康町長登壇］ 

○町長（小園裕康君）  廣濱議員の御質問にお答えをいたします。 

 午前中の同僚議員の御質問にもお答えをして、重複する部分がありますので、こ

れまでの平成28年の経緯等については省略をさせていただきますが、以前そういう

ことがあって断念した経緯があるということでございます。 

 今年に入り、廣濱議員のほうから、設置場所の提案を受けております。企画課長

から場所を聞いておりますので、私どもは一緒に現地のほうの確認を行い、検討を

いたしているところでございます。 

 この場所が低地であって駄目だとか、そういうことではなくて、現在、これは消

防の詰め所にしろいろんな施設についても、海抜の低いところについて御要望も私

どももたくさん受けております。そういうことも含めての話でございまして、施設

整備をするに当たってはトイレの要望も来てございますから、この提案を受けた場

所については、御意見として、海抜の低い場所である、そして南海トラフの津波の

関係の御意見も出たところであります。また、スペースの問題、バスが入りますか

ら、そういうものも含めて、他の候補地もございますので、総合的に検討しなけれ

ばいけないのではないかなというような御意見があるということでございます。 

 ただ、近くには、町民の方から紹介のあった、先ほども言いましたけども、サイ

の水飲みに見える岩場が近くにあるということ、そしてまた砂坂孫左衛門の道、そ

して石碑、そして塩焚き跡、枕状溶岩などもあるということで、文化財との、ここ

との関わりもどのように位置づけていったほうがいいのか、そういうものも含めた

検討をしなければならないのではないかということでございます。 

 ただ、どの候補地においても、これをしっかりと事業を組み立ててやっていく場

合については、私どものような小さな町においては補助事業の活用、これはもう必

ず職員にも朝礼でも申し上げておりますけれども、しっかりと検討をして、総合的

に検討の中で財源確保をどうするかということは一番の課題になってくるというこ

とでございます。 

 そういうことから、先月９日に開催をされました熊毛支庁との第２回目の熊毛地

域行政懇話会において、議員、住民の皆さんからの要望ということで、重要な地域

課題として、魅力ある観光地づくりの事業、こういったものが今後補助事業を活用

して整備ができないかということは熊毛支庁にも紹介をし、つないでいるところで

ございます。ここら辺も、今後さらにこういう可能性については探っていかなけれ

ばならないところでございまして、現在、どの候補地がどうだとか、そういうこと

を判断しているわけではありませんので、御理解頂きたいと思います。 
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○議長（広浜喜一郎君）  廣濱正治君。 

○３番（廣濱正治君）  熊毛支庁にも話を通しているということでありますけれども、

私が先ほど言いました規模等についての、通告はしておりませんけれども、どうい

うのを。私の最初の質問は、トイレの設置でありました。ですから、それに付随す

るものも考えての計画なのか、そこ辺をちょっと、計画があるのであれば教えてほ

しいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  具体的な整備の規模等については、現在、全く白紙の状態であ

ります。ただ、御要望としては、トイレを設置をしてほしいという、そういう御要

望を伺っておりますので、トイレを設置をするということは、国道沿いにもありま

すけれども、やはり車の駐車スペースであったり最低限の、また観光バスが来るの

であれば、そういったものをどこまで広げるかという検討はしていかなければなり

ませんので、そこをスペース的にどこまで広げるかという、そういうものを現在行

っているわけではありません。御理解頂いて、今後、そういうものも、トイレを設

置し、そしてまた屋久島を望める、そういう展望の場所にするということであれば、

どういう展望のスペースを取ってどこまでの施設規模にするかということは、今後

検討していかなければならないことだというふうに思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  廣濱正治君。 

○３番（廣濱正治君）  西之表市の国道沿いにもトイレがありますよね。あそこも、そ

うスペースがあるわけでもありません。ですから、私どもが考えているのは、ス

ペースはそうまでなくても、大型が１台止まるぐらいで結構かなと思う次第であり

ます。ですから、前向きにまずはそれを計画するのがいいのかなということで話を

進めてもらいたいということで、こういう質問をいたしております。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  議員のお考えについてはただいまお聞きしましたので、今後、

参考にさせていただきたいと思います。私どももこれを全然、後ろ向きで検討して

いないわけではなくて、やはり西海岸のほうに以前からこういう要望があるという

ことで、今ようやく熊毛支庁にもつなぎ、そして今後これが事業化できないかどう

か、そして県の補助等もこれに引っ張ってこれないかどうか、そういうことを今始

めたばっかりでございますので、そこは前向きに取り組もうということで、今、い

ろんなところを見ながら検討しておりますから、御理解を頂きたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  廣濱正治君。 

○３番（廣濱正治君）  分かりました。ぜひとも前向きに検討して、このトイレができ

ますようにお願いをいたしたいと思います。 
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 次の質問に移ります。 

 避難場所の停電時における電源確保について伺います。 

 先般の台風時において、痛ましい事故がありました。一酸化炭素中毒、こういう

ことでありました。 

 そこで、事故を未然に防ぐ意味からも、各避難場所に、公民館等において、建屋

外に電源の確保をすべきでないかと考えます。町長の所見を伺いたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  議員の御質問にお答えいたします。 

 この発電機の使用につきましては、避難所開設に当たり、今回の案件も踏まえて、

避難所配置職員に対しまして発電機の取扱いについては研修を行うなど、徹底をし

てきているところでございます。 

 しかしながら、設置場所を含め、避難所の配置場所については、各避難所での対

応となってきているところであります。現在、避難所である各地区公民館において、

新型コロナウイルス感染症対策に関し、トイレの改修等の施設改修に併せ、地方創

生臨時交付金事業を活用いたしまして、屋外へのケーブル配線ラインの対策を講じ

ているところでございます。 

 発電機の雨よけ対策については、こういう配線ラインについても対応してきてお

りますから、そことの関係で、各地区公民館等と連携をし対応していくこととして

おりますので、御理解頂きたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  廣濱正治君。 

○３番（廣濱正治君）  ぜひとも早急に対応をお願いいたしたいと思います。 

 次に移ります。 

 今日現在、町道上中大川線ののり面の伐採が行われておりません。いつするのか、

伺いたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  廣濱議員の御質問にお答えをいたします。 

 町内、多くの御要望を頂いておりますが、この気候の条件などから、特に今より

も夏場においてはアスファルトを疼がすような勢いで繁殖をする草木の伐採、いろ

いろございまして、その対応を急いで行っているところでございます。 

 この各路線の種別ごとに機能を発揮して安全性の確保を図っていくために、交通

量等勘案をした計画的な伐採等の管理を実施をしてきているところでございまして、

また農道も含めた道路ふれあい愛護活動や、農道における受益者の伐採取組、まち

づくり公社の作業実施の推進などを図りながら、極力、連絡調整を図りながら、具

体的な管理に努めてきているところでございます。 
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 今後の具体的な時期、そしてまたこれまでの状況については、担当課長から説明

をさせます。 

○議長（広浜喜一郎君）  建設課長、向江武司君。 

○建設課長（向江武司君）  御指摘の町道上中大川線でございますが、例年、年間２回

を基本とし、作業計画を行っております。今年度も５月中旬に１回目の作業を行い、

２回目を12月中に実施完了の計画としておりました。高木については、手の届く範

囲では伐採していきますが、高所作業車が必要な箇所等は、まちづくり公社と調整

を十分取りながら対応を図って実施してまいります。 

 バス路線や通学路、農作物の収穫時期等を勘案しての作業を図ることとしており

ます。しかしながら、台風通過後の維持管理等、突発的な対応もあり、計画どおり

にならないところもありますが、通常の道路等、施設パトロールにおいても確認を

行いながら、町政連絡員である各自治公民館長さん方の情報提供も頂き、作業等、

計画的に実施しているところであります。 

 今後も、まちづくり公社との連携を十分行いながら、適切な維持管理に安全性を

確保ができるよう努めていくこととしておりますので、御理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  建設課長、いつできるのか、いつというのは分かりますか。 

○建設課長（向江武司君）  12月中に実施完了ということで、今の計画でありますが、

12月の11日から約５日間の計画を立てております。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  廣濱正治君。 

○３番（廣濱正治君）  先般、産業厚生委員会の台風被害調査の折とか前之浜現地調査

の折、参加議員全員で上中大川線を通ってみました。そのときも、やっぱりこのま

まではいけないということであります。年２回ということですけれども、観光の面

からも、また休日になるとジョギング等をしている人もたくさん見かけます。大変

危険であります。年２回と言わず、やっぱり３回とか。基本道路です、上中大川線

は。町道の１級道路だと思いますが。やっぱり対策が必要かと思います。払う時期

によるのかもしれませんが、盆・正月と言います。正月もきれいな姿で迎えたいと

思います。だから、いつするのか、冷や冷やでたまりません。ですから、やっぱり

早目早目の対応をしていかないと、草木も大きくなれば伐採がしにくくなります。

ですから、対応を早くしてほしいということです。 

 答弁をお願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  議員それぞれ、地元においても思いがあるでしょうから、思わ
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れている時期にしっかりとそれが対応できれば一番よろしいんでしょうけれども、

今後、なるべくそういうふうなことで努力はさせていただきたいと思います。 

 しかしながら、まちづくり公社においても、できる部分を計画的にずっと回して

やっております。そして、本町においては、県がやるべき国道、県道については権

限委譲をしていただいて、その委譲金を基に、そして外注をする部分と自分たちで

伐採、そして草払いをする部分はすみ分けをしながら、それをずっとうまい具合に

回しているというのもまた御理解を頂きたいと思います。 

 同じ種子島内で、観光道路ですから、本当に美しい、そういう道路整備をしてお

迎えできれば一番よろしいんでしょうけれども、実態としては、西之表市、中種子

町は県が道路整備を行っておりますので、国道においても皆さん御承知のとおりだ

と思います。これも、熊毛支庁に、島内全域きれいな姿で観光客をお出迎えできる

ような、そういう取組はやはり他町にも持ちかけてほしいというのも私どもも申し

上げておりまして、議員からありました御要望については、極力そういうふうにで

きるように努力してまいりたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  廣濱正治君。 

○３番（廣濱正治君）  次の質問に移ります。 

 新型コロナウイルス対策についてであります。 

 大勢の人が出入りする商店等に検温器を貸与すべきではないかということです。

先日、トンミー市場にて、大勢の観光客がバスから下りてきました。そして、ただ

手の消毒だけして、中に入っていきました。これでは、今、屋久島町でも７人の感

染者が出たと聞いておりますが、我が南種子町にもいつ入ってくるか分かりません。

未然に防ぐためにも、検温等についてもちゃんとやっていかなければならないかと

思います。町長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  議員の御質問にお答えいたします。 

 国が示しております方針等がありますので、担当課長より答弁させますが、町の

施設等においては、今後も現状把握をした上で検討はしていくこととしていきたい

と思います。 

 詳細については、担当課長から答弁させます。 

○議長（広浜喜一郎君）  企画課長、稲子秀典君。 

○企画課長（稲子秀典君）  国が示しております商店街における感染症防止対策に向け

た基本的な方針がありますけれども、その中では、来客への注意喚起としまして、

マスクの着用、入場制限、適切な距離の確保、適切な換気、パーティションの設置、

電子決済の利用推奨などが挙げられているところであります。 
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 商店街での検温を実施するということについては、方針には含まれていないとこ

ろでありますが、町が検温器を貸与して検温させるということについては、現段階

では難しいところもあると判断をしているところであります。各店舗等において判

断していただいて、準備をしていただくことが必要かなというふうに思っていると

ころであります。 

 町の施設でありますトンミー市場につきましては、先ほど町長からもありました

とおり、現状把握しまして、検討してまいりたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  廣濱正治君。 

○３番（廣濱正治君）  現状では店舗等に貸し出すことはできないということでありま

すけれども、この前お店でお聞きしましたところ、いつ感染者が入ってくるか分か

らないということでありまして、やっぱり自分たちではなかなかそろえられないと

か、そういう話も聞きました。できるだけ未然に防ぐため、熱のある方については

入店を御遠慮いただくとか、そういう対策が取られれば、その店自体の維持ができ

るのかなと思ったり、考えます。 

 こういう対策が必要かなと思いますが、いかがですか。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  この各商店街事業者の取組につきましては、午前中の同僚議員

の中でも少しお答えしましたが、いろんなコロナの感染対策について事業者が取り

組む、そういうものについても補助制度があったところであります。なかなかそう

いったものを活用して、そういう設置がされていないところもかなりあるんだろう

というふうに思います。 

 そういうことで、そういう事業をやっぱり活用することについて、しっかり周知

をやるべきじゃないかということはそれぞれの担当課長にも申し上げてきておりま

すけれども、そういうものを活用していない中で、また町のほうが全てをそういう

ふうなことで単独で助成をするというのは、私はちょっとまた違う話かなというふ

うに思っております。 

 今後、重要なことでありますので、先ほどの御質問の中でもあったとおり、飲食

店の方、事業者がかなりおりますから、担当課のほうで現在のそれぞれの状況等に

ついても調査・把握をさせていただいて、その中でどういう対策が必要になるか、

協議・検討してまいりたいというふうに思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  廣濱正治君。 

○３番（廣濱正治君）  分かりました。次に移ります。 

 様々なコロナ対策が取られておりますけれども、その中でも一般農業者等、対策

に漏れた方々についての対応はどのようになされているのか、伺いたいと思います。 
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○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えいたします。 

 これまで新型コロナウイルスの対策につきましては、国の臨時交付金を活用し、

様々な対策を講じてきております。農業関係につきましては、そこに行き渡るよう

に、お肉・お魚券を発行し、水産業の消費拡大、こういったものを図ってきたとこ

ろであります。 

 その中で、いろんな方からお話を聞いてみますと、その他の農家の支援もしてほ

しいとの町民からの声もありまして、部内で協議をし、12月１日から利用できる飲

食店と地場農産品のクーポン券の支給事業を実施をし、これも農家への支援につな

がるような対策として実施をしたところでございます。 

 議員がおっしゃられるように、一般農業者、漏れた方々ということですけれども、

どういう方々がおられるのか、またそこも具体的に私どもにも情報提供頂ければあ

りがたいと思います。 

 そういった中で、今のこの対策以外に何ができるのかは、今後検討したいと思い

ます。 

○議長（広浜喜一郎君）  廣濱正治君。 

○３番（廣濱正治君）  町民にコロナ対策で漏れがないように、努力をしていただきた

いと思います。 

 そして、質問の通告をしておりませんけれども、コロナ対策でお魚券、お肉券が

配布をされました。最近は、地場産の品物でなくても買えるとか、そういうふうに

伺っております。これは事実ですか。 

○議長（広浜喜一郎君）  企画課長、稲子秀典君。 

○企画課長（稲子秀典君）  私どものところには、そういった話は来ていないところで

あります。 

○議長（広浜喜一郎君）  廣濱正治君。 

○３番（廣濱正治君）  なぜそう言うかというと、ある人が買物に行って、地場のお魚

を買いました。そしたら、ワカメとかそういうのも一緒にその券で払えたというこ

とであります。それとかお肉についてもです。お肉も、売られているのが宮崎県産

だったりしております。地場産でありません。こういう点についてはいかがですか。 

○議長（広浜喜一郎君）  企画課長、稲子秀典君。 

○企画課長（稲子秀典君）  もしそういう事実があるのであれば、またそこは店舗に指

導していきたいと思います。 

 お肉については、国産のお肉であれば利用可能というふうにしておりますので、

御理解を頂きたいと思います。 
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○議長（広浜喜一郎君）  廣濱正治君。 

○３番（廣濱正治君）  分かりました。シールを貼っておりますよね。その品物にシー

ルを貼っておりましたよね、これは。だけど、シールが貼っていないものでも、こ

ういう事実があります。それは個別には申しませんけれども。そういうのもあった

ということを御承知置きください。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  そういう事実があったということですから、ちょっとそこら辺

も話はお聞かせをしていただきたいと思います。両方からのいろんな御意見があり

ますので、私ども、そこら辺の状況について十分把握をしてまいりたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  廣濱正治君。 

○３番（廣濱正治君）  臨機応変に対応するということだろうと思いますけれども、最

初の配布されたときの状況と大分変わってきているなという考えで私はおりますけ

れども、一貫して筋を通すのが普通なのかなと思ったりもしております。 

 時間も早いようですけれども、私の質問をこれで終わりたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  これで、廣濱正治君の質問を終わります。 

 ここで、午後２時20分まで休憩します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ２時１３分 

再開 午後 ２時２０分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（広浜喜一郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、名越多喜子さん。 

［名越多喜子君登壇］ 

○５番（名越多喜子さん）  議長の許可をいただきましたので、一般質問をいたします。 

 コロナ感染者数が増加し、医療機関も大変な状況になっているようですが、イン

フルエンザとコロナ感染について、日常的に注意をし、３密を避け、マスク、うが

い、手洗い、消毒等を実行することが感染しない唯一の方法であると、医療関係者

も発信しております。 

 住民の間でもとても心配しており、行政に対しても可能な限りの対応をお願いし

たいと思います。 

 では、１番目の質問として、農薬の使用残の処理についてですが、農業をやめて

使用しなくなった残農薬をどのように処分していいか、分からないという住民から

の問い合わせがあります。農薬等は産業廃棄物として専門業者が処理に当たるとさ

れているようですが、種子島には専門に処理できる業者はいないようです。では、
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残農薬等はどのようにしたらよいかということですが、行政として、今までにこの

件についてどのようなことをしてきたか、町長に伺いたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

［小園裕康町長登壇］ 

○町長（小園裕康君）  名越議員の御質問にお答えをいたします。 

 農薬肥料につきましては、農業の生産性向上のため重要な役割を果たす資材でご

ざいます。 

 質問の使用しない残農薬の処分についてでございますが、農薬の場合、農薬取締

法に基づき鹿児島県が定めた適正な農薬使用の指導指針により、不要になった農薬、

変質して使えなくなった農薬、使用期限の切れた農薬はみだりに廃棄せず専門の処

理業者に処分を依頼することになっております。 

 詳細については担当課長から説明をさせます。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  使用しない残農薬の処分についてでありますが、平成

11年度以降、環境保全に対する取組が巻き起こされ、使用期限切れの農薬等の処理

については適切に処理する必要があります。 

 残農薬の処理方法は、専門処理業者に依頼し、処理するほかはありません。残農

薬は、産業廃棄物処理の中でも特別管理産業廃棄物に分類され、種子島内で積みか

え、保管を含め、県の許可を受けている処理業者は、株式会社東宏、本社、中種子

町、株式会社フューチャー・キッズ、本社、鹿児島市、支社、中種子町の２社があ

ります。県内では、鹿児島市の株式会社太陽化学が処理まで行っている会社であり

ます。残農薬の処理については、島内の２社は処理する前に農薬名を連絡し、処理

できるか判断が必要ということであります。 

 株式会社太陽化学、鹿児島市にあるんですが、これは鹿児島市より回収に伺うこ

とになるため、処理量の把握や回収場所など、事前な対策と経費面では処理料金と

別に収集運搬費がかかるような状況であります。 

 処理料金については、平成24年度種子島に提示された料金になります。農薬の種

類で処理料金は異なります。粉剤、乳剤、粒剤、中和剤で１リットル１キロ当たり、

箱、容器込みで200円から700円、その他、導材、土壌処理剤については1,250円か

ら２万2,000円であります。残農薬の処理については、専門処理業者で適正に行う

よう、農家への指導、周知徹底を図っていきたいと思っております。 

○議長（広浜喜一郎君）  名越多喜子さん。 

○５番（名越多喜子さん）  今伺ったんですけど、ものすごく厳しい法律で、それでま

た一人一人が、それぞれ届け出をして、申し出をしてということがなかなか農家で
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はできないと思うんですよね。それで、やっぱりせめて農協が販売した分について

は、残った分を年に１回か２回かということで、農協で回収をして、まとめて、も

ちろん支払いのほうは自己負担でということですけれども、そういう方向に持てい

く方法もあるのではないかなというのを思っています。 

 実は、これもＪＡ種子屋久農協という農協ですので、やっぱり１市２町が一緒に

なって農協に働きかけて、残農薬とかそういうものは年に一、二回は集めて、それ

でそちらのほうでまとめてその会社のほうにする方法もあるのではないかなと思っ

て、行政のほうからの働きかけはできないのかなと思っての質問をさせていただき

ました。これについてどう思われますか、町長お願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  残農薬の処理については産業廃棄物に当たるので、使用した農

家が適正に処理を行うことが望ましいというのは、これは法律であることですから

それはそれとして、そういうふうに考えております。 

 しかし、ただいまありましたように、ＪＡとそういう取組ができるかどうかにつ

いては、私どもだけでまたそういうふうなことにもなかなかまいらんでしょうから、

可能なのかどうか、それはまた１市２町で、まずは担当課長レベルでのそういう話

はできるのではないかと思いますので、そこら辺については、今後情報交換もしな

がら、どのような形で本当に取り組めるのかについては、ちょっと調査、研究はし

てみたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  名越多喜子さん。 

○５番（名越多喜子さん）  ぜひ、やっぱりもう農業をしなくなったりとか、それから

残農薬というのは、なかなかやっぱり個人では難しいところもあって、私も何でこ

の質問をさせていただいたかというのを、やっぱりちょっとだけでも自分たちでも

それはしていかないとだめなんだよということを、残農薬を持っている方にも知っ

てもらいたかったから質問をしたんですけど、ぜひ行政のほうでも、やっぱり前向

きにこれ考えていかないと、話を聞きましたら、おやじの代からあってとかいろい

ろそういうことを聞きますので、それを持っていくというのも、会社がどこにある

かも分からないというのも現状だと思いますので、ぜひ前向きに考えていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次にリサイクル、電化製品についてですが、テレビ、それから洗濯機等衣類乾燥

機も一緒になって洗濯機類、それから冷蔵庫、冷凍庫、これも一緒になっています。

クーラーの４品目になっていますが、これらの電気製品はリサイクル料金が令和

２年４月１日改定されているようです。どのような仕組みになっているか、ちょっ

と説明をお願いしたいんですけど。町長、お願いします。 
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○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  御質問にお答えいたします。 

 通称、家電リサイクル法と呼ばれている法律のことであろうかと思います。概要

も含めて、ただいまのそういう詳細の部分については、担当課長から説明をさせま

す。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  通称、家電リサイクル法、正式には特定家庭用機器再

商品化法といいますけれども、平成13年４月から施行されているところであります。

一般家庭から排出された家電製品、先ほど議員からもありましたが、エアコン、冷

蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機から優良な部分や材料をリサイクルし、廃棄物

を減量化するとともに、資源の有効利用を推進することを目的とした法律となって

いるところであります。 

 リサイクル料金については、処分を依頼するときに支払うことになるわけですが、

リサイクル料金については、メーカーであるとかその規格によって異なるようでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  名越多喜子さん。 

○５番（名越多喜子さん）  電化製品のリサイクルについてですが、現在、大分変って

いるようで、どこに持っていってもいいということじゃなくって、販売店が異なる

場合は引き取りを断る場合もあると、それからまたほとんど量販店で買うというこ

とになったら西之表市になるんですけども、持ってきたら受け取るというような話

し方もあるようです。 

 それで、高齢者になって、車にも乗れなくなってからというのであれば、なかな

かそこまで持っていくということもできないですし、いろいろな条件をつけるとい

う話は聞いておりますので、これも大変なことだよなと思って。 

 もし、西之表市まで持っていけないということになれば、結果的には家の周り、

近隣での不法投棄などにつながっていく恐れもあるのではないかなと思います。 

 特に、高齢者の方は大変だと思います。このような状況が、今後増加するのでは

ないかと思います。行政としてこれについてどのような考えをお持ちですか。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。 

 販売店が異なっている場合、回収できないことがあるとか、いろいろあるようで

ございますから、そこら辺の実態と考え方について、担当課長から説明をさせます。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 
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○保健福祉課長（濱田広文君）  南種子町内の業者に確認したところ、１つの事業所に

ついては、訪問回収も行っているということでした。ただし、もう一つの事業所に

ついては、以前対応はしていたんですが、仮置き場がないため、店舗周辺に仮置き

をしていたところ、勝手に住民の皆さんが置いていかれるということがあったため

に、現在については、商品を買っていただいたときに引き取るということだけやっ

ているということで聞いております。 

 また、西之表市にある量販店にも確認したところですけれども、持ち込みも可能

ですが、訪問回収も行っているということであります。ただし、回収料金といいま

すか、約3,000円程度かかるということで聞いております。 

 行政としてどのように考えるかということですけれども、行政の責務として、法

律の中にも書かれておりますけれども、適正な処分がなされるように、またこのこ

とが不法投棄につながらないように住民の皆さんへ十分周知を図っていきたいと考

えているところであります。 

○議長（広浜喜一郎君）  名越多喜子さん。 

○５番（名越多喜子さん）  回収しておりますということで伺ったんですけども、いろ

いろ話を聞いてみたらなかなかいい返事がもらえなくてというのも現状みたいです

ので、それはそれとして、行政に対してそういう回答があったのであれば、そうい

うふうな対処を今後はしてくれるかなとは思うところもあるんですけれども、そう

いうところを踏まえて、行政として、例えば、中間回収としていう形で回収業務は

考えられないかということで、例えば、年に１回か２回程度、リサイクル４品目の

電化製品を回収し、まとめてリサイクル業者に運び、処分依頼する、もちろん回収

料金、運搬料金とリサイクル料金はその都度、回収することで、行政が丸抱えとい

ことではなくなると思いますので、こういう考え方については前向きに考えること

はできないか、町長にお伺いしたいんですけれども。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。 

 まずは行政の責務としては、先ほど課長も申し上げましたが、法律の中に書かれ

ておりますので、この法律に基づいた対応というのが行政の基本であるのではない

かというふうに思います。 

 適正な処分がなされるように、また不法投棄につながるように、こういう周知徹

底を図りながら、そしてまた町内にもそういう引き取り可能な業者がいるというこ

とですから、そこについてはちょっと厳しい面もあるかなというふうなことでござ

いまして、これについては御理解をいただければなというふうに思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  名越多喜子さん。 
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○５番（名越多喜子さん）  今、課長からその業者さんに問い合わせたら、ちゃんと引

き取りをしますということだったんですけども、その名前というのを教えていただ

けないですかね。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  業者名をここで公表するのがいいのかどうかよく分か

りませんけれども、回収はできるということですけれども、きょうあすということ

になると、対応しかねるということはありました。ですから、ある程度の期間は必

要になってくるかと思いますが、町内の業者でも十分対応していただけるというこ

とは確認しましたので、そこら辺については御理解をいただきたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  名越多喜子さん。 

○５番（名越多喜子さん）  年末ですから、そういうのはやっぱり必要になってくると

思うんですけれども、その課長の答弁の仕方であれば、いまいまということではな

いから、それなりにというような取り方でしか受け取れないところもあるんですけ

れども、本当言えばちゃんとして、どこどこが引き取りますということまでをやっ

ぱり行政としてしてもらえれば助かるところが大いにあると思いますので、そこを

検討していただけませんか。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  すみません、また後で対応させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  名越多喜子さん。 

○５番（名越多喜子さん）  はい、分かりました。３番目に、観光物産館トンミー市場

の道の駅構想についてです。 

 まず、観光物産館トンミー市場の道の駅構想について、前もいろいろ考えるとこ

ろがあると話されておりましたが、今の状況でどのようなところですか、町長に伺

います。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  名越議員の御質問にお答えいたします。 

 トンミー市場の道の駅構想につきましては、道の駅登録案内要綱による登録の要

件において、整備すべき要件がいくつかあるということでございまして、そういう

ことを考えていかなければいけないということで申し上げたところであります。そ

の要件について整備費用を算出をいたしているところでございます。 

 詳細については担当課長から説明させます。 

○議長（広浜喜一郎君）  企画課長、稲子秀典君。 

○企画課長（稲子秀典君）  トンミー市場においての道の駅登録への要件といたしまし
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ては、まず要件を満たしている部分については、24時間利用可能な駐車場があるこ

とや24時間利用可能なトイレがあること、あと案内人の配置や駐車台数がおおむね

20台以上あることなどがございます。また、要件を満たしていない部分についてで

ありますけれども、こちらについては、24時間利用可能なベビーコーナーや24時間

利用可能な電話、あと障害者、妊婦向けの屋根つき優先駐車スペース、あと洋式便

座がおおむね10基以上、あと駐車場とトイレ館を結ぶ歩行経路のバリアフリー化、

子供用トイレ、キッズスペースの設置などがございます。 

 このほかにも案内コーナーの不足であったり、情報提供内容の追加、またトン

ミー市場での売り場の休憩室や売り場の拡充などの課題があるところでございまし

て、これらの整備について、登録申請においては整備計画書の提出も求められるよ

うでありますので、店舗の増設やトイレの整備、それに伴う浄化槽の整備等、これ

については試算をしたところ、4,700万円ほど必要になると。 

 そのほか、屋根つき駐車場であったり、バリアフリー化などを含めますと5,000

万円を超える整備費用が必要になるというふうに試算をしたところでございます。 

 申請のための計画策定の委託料については200万円から500万円程度で済むようで

ありますけれども、要件を満たすための整備費用がかかってくるということであり

ますので、ここら辺について補助事業などによる財源確保、また実施年度等につい

て検討を重ねていきたいと思っております。 

○議長（広浜喜一郎君）  名越多喜子さん。 

○５番（名越多喜子さん）  それだけのいろいろな項目があって、その要件を満たすに

は4,000万円以上かかるということが出てきたのは、何年がかりかでここまでやっ

ときたというところなんですけれども、そこまで言われたら、今すぐに道の駅をと

いうことは、もう言えるような状況じゃないということが、本当に私は今質問をし

てよかったっていうのは、そのことが分かっただけでも、今すぐじゃできないなと

いうのが本当に分かりましたので、ただ私たちが今まで質問をしたのは、トイレも

あったり電話も設置すればいい、それからちょこちょことすればそんなにお金がか

からないのかなっていうような、本当にそういうやり取りをしてきたものだから、

じゃあやろうよ、じゃあ頑張ろうよという話だったんですけども、そこまで細かく

しないと登録できないということが分かったということは、今からもう一回、ちゃ

んと考えてやるべきことだろうなということで、ことしも客が去年の11月末よりは

800名以上、今度また金額的にも500万円増となっているそうですので、ぜひ皆さん

で協力して、一生懸命頑張って、その4,000万円を稼ぎだして、できるだけ早く、

その道の駅というのを、やっぱり全国版の道の駅として載せてもらったら大分宣伝

にもなりますので、そういう方向にしていくしかしようがないというのが答えをも
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らった、現状の私の感想ですけども、正確なところの答えをいただきましたので、

そこでまたそういうことも踏まえて、みんなで道の駅にするためには頑張ってトン

ミー市を盛り上げていかないとということの発信もできると思いますので、私はも

う後の質問はするにしても、もう見通しも何もありませんので、現状を知って、そ

ういうことがあるんだよということを分かっただけでも、私は本当によかったと思

います。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  最後に、御質問にお答えをしたいと思いますが、この道の駅構

想については、令和２年度の決算特別委員会の意見書においても出されております。

そしてまた、説明がありましたように、この要件整備が必要な部分がかなりあると

いうことは、今まで本当に簡単な概算でのそういうあれでずっとやってきたんだろ

うと思いますけれども、こういうことがしっかり分かってまいりましたので、可能

な部分、整備をすれば可能であるわけですから、そこの部分が財源をどのように確

保をして、そして私、朝礼でも申し上げましたけれども、これからはやっぱり小さ

な町でもいろんなことをなし得ていくためには、この財源をどういうものをどうい

うものにかけてこう引っ張ってくるかということが、一番重要なことだと思います

ので、そこをみんなで知恵を絞りながら、今後の長期振興計画の実施計画と合わせ

て、活用可能な、そういう財源確保を検討してまいりたいと、そのように思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○５番（名越多喜子さん）  町長の言うとおり、やっぱりみんなで心を一つにして、前

向きにできるだけ頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。これで

終わります。 

○議長（広浜喜一郎君）  これで、名越多喜子さんの質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第８ 議案第48号 南種子町情報公開条例の一部を改正する条例制定について   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第８、議案第48号南種子町情報公開条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。総務課長、羽生裕幸君。 

○総務課長（羽生裕幸君）  議案第48号について御説明いたします。 

 議案第48号は、南種子町情報公開条例の一部を改正する条例制定について、地方

自治法第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 それでは、条例を御覧ください。今回の改正は、行政不服審査法の改正等に伴う

不服申立ての構造の見直しなどについて、所要の改正を行うものであります。 

 それでは、新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の１ページをお
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開きください。 

 第１条は、この条例の目的を明らかにするため、規定の整備を行うものでありま

す。 

 次に、第２条は、情報を公文書に改め、公文書の範囲について規定を整備するも

のであります。 

 ２ページをお開きください。第３条は、実施機関の責務を定めるもので、個人に

関する情報への配慮について追加するものであります。 

 次に、第４条は、公文書の開示を受けたものの責務について規定を整備するもの

であります。 

 次に、第５条は、公文書の開示を請求することができるものの範囲について定め

るものであります。 

 次に、第６条は、公文書の開示請求の具体的な手続について定めるものでありま

す。 

 ３ページをお開きください。第７条は、公文書の開示請求に対して、公文書を非

開示情報が記録されている場合を除き、公文書の開示をしなければならない義務に

ついて定めるものであります。 

 ４ページをお開きください。第８条は、公文書に一部に非開示情報が記録されて

いる場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことが

できるときは、当該区分を除いて開示しなければならないことについて定めるもの

であります。 

 ５ページを御覧ください。第９条は、公文書の開示決定等及びその旨の通知につ

いて定めるものであります。 

 次に、第10条は、公文書の開示決定等の期限及びその旨の通知について定めるも

のであります。 

 ７ページをお開きください。第11条は、開示請求に係る公文書に町及び開示請求

者以外の第三者に関する情報が記録されている場合における当該第三者に対する意

見書提出の機会の付与等について定めるものであります。 

 ８ページをお開きください。第12条は、公文書の開示の決定をした場合の公文書

の開示の方法、及び手続について定めるものです。 

 次に、第13条は、法令または他の条例の規定により閲覧等の対象となる公文書に

ついて、公文書の開示をしないことを定めるものであります。 

 次に、第14条は、公文書の開示に係る費用負担について定めるものであります。 

 ９ページをお開きください。第14条の２は、条例に基づいて行った開示決定等、

または開示請求に係る、不作為に係る審査請求について、行政不服審査法第９条第
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１項の規定本文の審査員に関する規定は適用しないことを定めるものであります。 

 10ページを御覧ください。第15条は、条例に基づく処分等について審査請求があ

った場合、公正、かつ客観的な判断を確保するため、当該審査請求に対する採決を

すべき実施期間に対し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問

することを定めるものであります。 

 次に、第16条から11ページの第20条までは情報公開審査会の設置、組織、運営等

について定めるものであります。 

 13ページをお開きください。第21条は、情報公開条例の根幹をなす公文書につい

て、その適正かつ円滑な運用を確保するため、適正管理を実施期間の責務として定

めるものであります。 

 次に、第22条は、この条例の実施状況について公表することを定めるものであり

ます。 

 次に、第23条は、情報公開の総合的な推進を図るため、情報公表施策及び情報提

供施策の拡充について定めるものであります。 

 次に、第24条は、出資等を受けた団体についても、出資等の公共性に鑑み、情報

の公開を推進すべきであることから、出資団体等の情報の公開に関して定めるもの

であります。 

 次に、第25条は、この条例の施行に関し必要な事項は規則に定めることとしてお

ります。 

 次に、第26条は、情報公開審査委員の守秘義務批判に対する罰則を定めるもので

あります。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものとしており

ます。 

 以上で説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。８番、小園

實重君。 

○８番（小園實重君）  総務課長、素朴なお尋ねをまずします。条例の１ページ、別表

ではなくて提案書そのものです。第１条の文書中、６行目、第２条第１項中、この

実施期間を鍵括弧でくくってありますが、同じく、鍵括弧が２つあって直すものと

しようとしているのかな。 

 新旧対照表の比較の部分については、減の分は鍵括弧はないのではないですか。 

 あと情報審査会の組織自体は外部組織なのか行政内部の組織となっているのかで

すね。委員はどのような方を任命をされているのかですね。実際の現状の活動の内

容についてお示しください。 

○議長（広浜喜一郎君）  総務課長、羽生裕幸君。 
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○総務課長（羽生裕幸君）  最初に、その実施期間については、鍵括弧を入れるという

ことで御理解いただきたいと思います。新旧対照表に鍵括弧が入っておりますので、

改正前が鍵括弧はありませんので、改正後が入っているというふうで、鍵括弧をつ

けるというふうで理解していただきたいと思います。 

 それから、審査委員会の委員でございますが、外部にあります。町村会にありま

す市町村行政推進協議会が取りまとめて委員は各市町村で行うということで、対象

の５名については、現在のところ、弁護士、住民代表が２名でありまして、商工団

体代表、学識経験者という５名で現在、委嘱されているようです。 

 会議が開かれたということは、南種子町ではありません。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第48号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案第48号南種子町情報

公開条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第９ 議案第49号 南種子町へき地学校教職員住宅管理条例の一部を改正する条 

           例制定について   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第９、議案第49号南種子町へき地学校教職員住宅管理条

例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。管理課長、小西嘉秋君。 

○教育委員会管理課長（小西嘉秋君）  議案第49号について御説明申し上げます。 

 議案第49号は、南種子町へき地学校教職員住宅管理条例の一部を改正する条例制

定について、地方自治法第96条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。 

 今回の改正は、引用する条例の整理をするため改正するものでございます。新旧

対照表をお願いいたします。 

 第６条「南種子町公営住宅管理条例（昭和38年南種子町条例第５号）」を「南種
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子町営住宅条例（平成９年南種子町条例第３号）」に改めるものでございます。 

 附則で、この条例は、公布の日から施行するとしております。 

 以上で説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第49号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案第49号南種子町へき

地学校教職員住宅管理条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可

決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第10 議案第50号 南種子町河内温泉センターの設置及び管理に関する条例の一 

           部を改正する条例制定について   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第10、議案第50号南種子町河内温泉センターの設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  議案第50号について御説明申し上げます。 

 議案第50号は、南種子町河内温泉センターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例制定についてでございまして、地方自治法第96条第１項第１号の規定

により議会の議決を求めるものであります。 

 改正の内容は、河内温泉センターの運営が赤字となっているところですが、開業

当初から使用料の見直しを行ってこなかったところであります。今回、燃料の高騰

や消費税率の引上げ等に伴い、河内温泉センターの使用料の見直しを行うものであ

ります。 

 新旧対照表を御覧いただきたいと思います。入浴料については、１回券、１日券

をそれぞれ50円値上げし、回数券についてはそれぞれ500円値上げいたします。た

だし、回数券については、これまでの12回分を13回分に改正しております。団体券

の割引率及び家族湯の入浴料は据え置きとしております。 

 次のページをお願いいたします。 
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 温泉プールの使用料についても、それぞれ50円引き上げといたします。回数券に

ついては、それぞれ500円の値上げとなりますが、入浴料の回数券と同じように、

12回分から13回分に改正いたします。次に、共通使用料券についても、それぞれ50

円引き上げるものであります。 

 なお、この条例は、令和３年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。８番、小園

實重君。 

○８番（小園實重君）  保健福祉課長、現在の経営状態が非常に良好な状態にはなかな

か回復が至っていないのは我々も心が痛むし、理解をしているところでございます

が、課長が説明をされたように、燃油高騰等あって、さらにはまた赤字が続いてい

ることでの経営の見直し、立て直しを図るということが提案の理由と理解をいたし

ましたが、この改正の額ですね、50円とか500円とか一律の額ですよ。アップ分の

パーセントでいくと、例えば100円が150円になるところは50％アップですよね。

300円を350円にするところは11.66％ぐらいですか、率でいくと非常に差があるん

ですが、この根拠は単なる50円、500円とたやすい数字にして提案しているという

根拠を示してください。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  今、議員言われました、率による改正というのも考え

方としてはあろうかと思いますけれども、今回、それぞれ50円のアップということ

で提案をしているところであります。 

 基礎といいますか、そこについては、実際は赤字を解消するためには700円であ

るとか800円であるとかそういう金額にしないと解消できないわけですが、急激に

そういうことにもなりますので、50円の提案ということでしているところでありま

す。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  ８番、小園實重君。 

○８番（小園實重君）  町長としての考え方をお聞きしたいです。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。 

 このことについては、今非常にコロナにおいて簡単にまた立て直せるような状況

でもないというのは承知をしております。しかしながら、これまでいろんな御意見

もあり、どこかでしっかりとした改定も行い、やらないといけないのもまた事実で

ありまして、部内において４月からやはり改定をし、そしてまた、今後のその他の
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取組についても今、検討をしていかなければならないということで、併せていろい

ろ協議をしているところであります。 

 この率によっての改定やらいろいろそれは考え方があると思いますけれども、自

販機のほうの問題もあったり、また新しい硬貨になるとか、いろんな情報も入って

おりまして、そこら辺も事務員の方が値上げがあった後についてもスムーズにそう

いうものに対応ができるほうがいいのではないかということで、今回は50円を、全

て50円アップということにさせていただいたところであります。 

 ただ、回数券の部分については、まとめて御購入いただきますので、併せて500

円の増になりますけれども、その回数券を１枚増やして、またちょっとお得感を出

してやったらどうかなという御意見もありましたので、そこら辺で提案をさせてい

ただいたところであります。 

○議長（広浜喜一郎君）  ８番、小園實重君。 

○８番（小園實重君）  私が求めたい回答にはほど遠い。率によってということも選択

肢ではあるだろうという答弁は聞きましたが、なぜ50円、500円、こう端のよい金

額で率が違う提案の仕方をしているのかということですよ。その辺の説明はなかっ

たんではないですか、ありましたか。私は理解できませんけど。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  なぜその率じゃなくて、それでやったのかということ、

という御質問だろうと思いますけれども、先ほども言いましたように、今回は率で

はなくて、50円ということでしたところであります。ただ、その差額といいますか、

部分については１回券であれば子供と大人の差額は200円と、今回50円ずつ上げて

差額が200円ということですので、そこら辺も御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  ６番、柳田 博君。 

○６番（柳田 博君）  私、２期目に入りまして６年間、決算特別委員会の委員長とし

ての担当所管の中で話しましたこともあります。やっとかという思いであります。

この50円アップで今もめておりますけれども、私は50円なりとも100円を上げても

いいんじゃなかろうかと。これ入泉している人たちからも意見として十分聞く内容

なんですよね。やっぱり河内温泉については大赤字をしていると、だから町民から

ももうちょっと取っていいのじゃないかというふうな意見も多々あるんですよ。 

 それから、この条例の中には、町外の方々の料金がまず審議されなかったのか、

そこも含めて、50円ぐらい上げたぐらいで赤字は解消できないというのは十分分か

ります。かなりの燃料代なんかもかかっているわけですから、運営も、中のマット

なんかもぼろぼろになっているという情報も聞いております。そういう施設、設備
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を改修する中でも、やっぱりもうちょっと上げてもよかったんじゃないかなという、

私は気持ちでおります。町長、答弁お願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。 

 気持ちとしてはそういう意見もあるということも伺っておりますし、しかしなが

ら、協議をする中においては、一気にそれだけの増額というのはなかなかいろんな

御意見がまた出てくるんだろうということで、今回は50円のアップということで、

一応提案をさせていただいたところであります。 

 それと合わせて、先ほども申し上げましたが、これで全て赤字の解消というのは

当然、それはできるものではありません。しかしながら、何かと手を打たないとい

けないというのも事実であって、いくらかの財源確保をここでやり、そしてまた、

この燃料対策というのは、将来に向けて、やはり私どもも今は化石燃料とそして木

質チップも使っておりますけれども、なかなかこの価格も思ったように全国的なそ

の木質チップの料金体系にもなっていないのが事実でありますから、ここの部分は

ここの部分で燃料対策もしっかりと今後、どういう形でここが変えていけるのか、

そういう協議も今しておりますので、併せてこういうもので立て直しといいますか、

そういう解消はしていかなければならないと、そういうふうなことで協議をしてい

るところでございます。 

○議長（広浜喜一郎君）  ６番、柳田 博君。 

○６番（柳田 博君）  今回のこの条例について、町内向けの条例改正だというふうに

認識しているわけですけれども、町外の入泉客というか、それもかなり多いという

ふうに伺っております。 

 今、西之表市に民間企業であるんですけれども、結構高い入泉料だということで、

南種子町に入泉にくると、ドライブも兼ねてということもあるんでしょうけれども、

やっぱりそういう町外、中種子町、西之表市の町外の人たちのこの料金改定という

のは、検討しなかったのかお伺いしたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  利用者ごとということでありますけれども、令和元年

度の利用状況を言いますと、町内の方が約55.6％、中種子町の方が18.9％、西之表

市の方が11.4％、島外の方が14％ということになっているところであります。 

 それぞれ町内と町外との区別ということでありますけれども、これまでの料金表

といいますか、この条例が区別をしていなかったということもありまして、今回に

ついてはそこの区別を行わずに改定を提案しているところであります。 

 以上です。 
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○議長（広浜喜一郎君）  柳田 博君。 

○６番（柳田 博君）  今回は、条例改定にまな板に乗っていないということでござい

ますが、今後、町外、島外も含めて料金の改定をしてもらって、やっぱり町民の福

祉の向上とかいろいろと目的もあるわけですから、町外の方々が多少なりとも負担

をしていただいて、燃料の負担をしていただくという意味からも、検討をお願いし

たいなというふうに思います。町長、お願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  これまでもいろいろ町外の方も御利用いただいておりまして、

今回はこういう形で提案をしておりますけれども、今後において、可能であればそ

ういうことも協議、検討をしてまいりたいというふうに思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  ほかに質疑はありませんか。９番、塩釜俊朗君。 

○９番（塩釜俊朗君）  使用料を50円上げたということでありますけれども、これによ

って、課長どれぐらいの改善になるのか試算をしていますか。まず第１点。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  この改正によってどれぐらい改善されるのかという御

質問でありますけれども、過去５年間の利用状況を見まして試算をしておりますが、

結果としては、300万円程度改善されるということで試算をしているところであり

ます。 

○議長（広浜喜一郎君）  ９番、塩釜俊朗君。 

○９番（塩釜俊朗君）  300万円の増ということであります。昨年度の収支においては

2,080万3,216円、これは決算審査特別委員会の額でありました。平成元年度とすれ

ば80万円の減と、そういうことで、徐々に赤字が減っていくような状況というのが

見受けられます。そのような状況の中において、300万円の収入増になると、そう

いうようなことでございますが、今後の対策として、ただお金を50円、あるいは

500円上げたとしても、そのお金だけに頼らず、今後どのようにして温泉に来る人

をふやすかと、そういうふうな根本的な対策をまず考える必要があるんだろうと思

います。 

 どのような対策を今後考えていくのかどうか、そういうことについてお伺いをい

たします。 

○議長（広浜喜一郎君）  町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  お答えをいたします。 

 まずは、ただいま保健福祉課長のほうからありましたとおり、300万円程度の財

源の確保になってくるだろうということでございます。 

 合わせて、先ほどから申し上げましたとおり、この燃料対策についていろいろ補
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助制度もございますので、そこを現在、検討を進めているところでございまして、

これによって今の燃料をかなり削減できないかなというようなことを、検討をして

いるところでございます。 

 それと合わせて、そういう、やはり西之表市に新しい民間の温泉もできておりま

すけれども、大分料金的にも高いという、そういうお話もあって、本町までバスで

来られて、そしてまたその後、トンミー市場であったり、いろいろ寄っていかれる

ということもありますから、そういう意味では、そういうものも合わせて、また使

い勝手のいいものに施設をしっかりと運営をして、利用の促進を図ってまいりたい

と、そのように考えています。 

○議長（広浜喜一郎君）  ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。まず、原案に反対者の討論を許

します。８番、小園實重君。 

○８番（小園實重君）  ただいま議題になっております議案第50号南種子町河内温泉セ

ンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、反対討論

をいたします。 

 現在、これまでの河内温泉センターの運営状況、今後における立て直しの課題、

それについては、執行部同様、十分理解をしておりますが、今回の提案となってい

る南種子町河内温泉センター使用料の、例を挙げると、入浴料基本料金１回券の中

で、大人は11.66％の値上げ、高齢者は25％、子供は50％アップの提案であります。

同じように、１日券、回数券においてもそのような値上げ率になろうかと思います。 

 改正については異論はありませんが、一律に50円とか500円、短絡的に試算をし

て提案をしていると、そういうふうにしか思えない次第であります。 

 以上の理由から反対いたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  次に、原案に賛成者の討論を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論を終わります。 

 これから、議案第50号を採決します。採決は起立によって行います。議案第50号

はこれを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（広浜喜一郎君）  起立多数です。したがって、議案第50号南種子町河内温泉セ
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ンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案の

とおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第11 議案第51号 南種子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につ 

           いて   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第11、議案第51号南種子町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例制定についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。税務課長、西村一広君。 

○税務課長（西村一広君）  議案第51号について御説明申し上げます。 

 議案第51号は、南種子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、

地方自治法第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 今回の改正は、国民健康保険税の減額に係る所得の基準等について、地方税法施

行令の一部を改正する政令が、令和２年９月４日に公布され、令和３年１月１日に

施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 それでは、新旧対照表で御説明申し上げます。１ページをお開きください。 

 第23条は、国民健康保険税の減額について、地方税法の改正に伴い基準控除額相

当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるほか、軽減判定所得に関する諸規定

の整備を行うものでございます。 

 ２ページをお開きください。次に、附則の第２項は、公的年金等の所得に係る国

民健康保険税の課税の特例について65歳以上の者の公的年金等控除額を当面の間、

110万円から125万円に引き上げるなど規定の整備を行うものでございます。 

 次に、改正条例の不足について御説明します。 

 附則第１条は、施行期日について、令和３年１月１日から施行するものでござい

ます。 

 附則第２条は、適用区分について、改正後の新条例は、令和３年度以降の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税については、

従前の例によることと定めるものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議方、よろしくお願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第51号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案第51号南種子町国民

健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されまし

た。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第12 議案第52号 南種子町農業者休養施設の設置及び管理に関する条例の一部 

           を改正する条例制定について   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第12、議案第52号南種子町農業者休養施設の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  それでは、議案第52号について説明をさせていただき

ます。 

 議案第52号は、南種子町農業者休養施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定であります。 

 今回の改正内容につきましては、利用料の改正であります。町が運営している河

内温泉センター入浴料改正に合わせて南種子町農業者休養施設の利用料を改正する

ものであります。よって、地方自治法第96条第１項第１号の規定により、議会の議

決を求めるものであります。 

 改正内容の詳細につきましては、新旧対照表を御覧ください。下線を付してある

部分が改正の部分であります。 

 第７条（利用料）第３項中300円を350円に、150円を200円に改正するものであり

ます。 

 この条例の施行日は、令和３年４月１日から施行することとして附則に規定して

おります。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしくお願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 



－77－   

 これから、議案第52号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案第52号南種子町農業

者休養施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定については、原

案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第13 議案第53号 南種子町営住宅条例の一部を改正する条例制定について   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第13、議案第53号南種子町営住宅条例の一部を改正する

条例制定についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。建設課長、向江武司君。 

○建設課長（向江武司君）  それでは、議案第53号について御説明いたします。 

 議案第53号は、南種子町営住宅条例の一部を改正する条例制定について、地方自

治法第96条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 今回の改正は、入居者の費用負担義務について、入居者の共通の利益を図るため

必要と認められるものについて、共益費として徴収を行えるようにするための条文

の追加を行うものです。 

 それでは、新旧対照表により御説明いたしますので、３枚目をお開きください。 

 第21条に、２町長は、前項に掲げる費用のうち町営住宅の入居者の共通の利益を

図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。

３共益費の徴収及び納付については、第17条の規定を準用するの２項を加えるもの

です。 

 なお、附則において、この条例は、公布の日から施行することとしております。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。２番、福島

照男君。 

○２番（福島照男君）  共益費の費用見込み額ですか、大体どれぐらいとするのか、そ

の費用を試算する根拠と併せてお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  建設課長、向江武司君。 

○建設課長（向江武司君）  大変すみません、根拠資料を持ってきておりませんので、

後ほど報告させていただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（広浜喜一郎君）  よろしいですか。（発言する者あり） 

 暫時休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 
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休憩 午後 ３時２５分 

再開 午後 ３時３５分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（広浜喜一郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。建設課長、向江武司君。 

○建設課長（向江武司君）  御説明申し上げます。 

 公営住宅等を例に挙げて申し上げますが、各団地によって浄化槽維持管理費等、

規模で変わってきますが、年間、公営住宅でいきますと約400万円でございます。

また、このうち、例を挙げてみますと、11戸ある戸数の団地がございますが、これ

が年間52万2,000円ほどを試算しております。月額に合わせると約4,000円ほどの共

益費等になるかと試算しておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（広浜喜一郎君）  福島議員、いいですか。２番、福島照男君。 

○２番（福島照男君）  400万円で11戸のところで年間52万円の月額4,000円、家賃にプ

ラスの4,000円という受け止めでいいんですかね。仮にここは家賃はいくらで共益

費は何割を占めるんですか。お答えいただけますか。 

○議長（広浜喜一郎君）  建設課長、向江武司君。 

○建設課長（向江武司君）  御説明申し上げます。 

 大変申し訳ありません。今個別で申し上げた箇所についても、それぞれ家賃は収

入によって違うんですが、今資料を持ち合わせておりませんので、後でお示しいた

したいと思っていますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  よろしいですか。２番、福島照男君。３回目です。 

○２番（福島照男君）  詳細が分からないと吟味のしようもないんですが、こういう形

で議案にかけていいのかどうかもよく分からないので、私としてはなかなかこれを

本議会で通す分は、再度出し直してほしいなと考えます。議長、よろしくお願いし

ます。 

○議長（広浜喜一郎君）  ここでしばらく休憩をいたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ３時３７分 

再開 午後 ３時５１分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（広浜喜一郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。総務課長、羽生裕幸君。 

○総務課長（羽生裕幸君）  申し訳ありません。それでは、私のほうから簡単に説明を

させていただきますが、今回、共益費という区分については、浄化槽維持管理費や

もしくは共用部分の電気料、水道代ということでございます。その中で、現在、こ
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の条例については、鹿児島県内では町が負担しているところは現状ではございませ

ん。うち南種子町のみが負担をしているというような状況を踏まえまして、今回の

条例改正ということで提案をさせていただきました。 

 先ほど言いましたように、金額的には400万円相当というのが町営住宅の負担部

分についてが町が支払っていたということでありますので、それを今回それぞれの

団地ごとに、戸数ごとに分配して、皆さん共益という形で徴収をするということに

なります。 

 その例としまして上がったのが、先ほど建設課長が言いましたように、50万円相

当ということでありますので、月額4,000円程度が試算されているところでござい

ます。 

 その団地については、どことは申し上げられませんが、今のところ１万5,000円

から３万円というような住宅料金を納めている方々が入居されているということで

ありますので、最低１万5,000円に対しては過重負担の26％相当に当たるというこ

とになりますが、県下の状況、また財政の状況等を鑑みまして、この条例を提案し

たところでございますので、ぜひ御理解と御協力をお願いしたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第53号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案第53号南種子町営住

宅条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

 散 会   

○議長（広浜喜一郎君）  以上で本日の議事日程は全部終了しました。次の本会議は12

月11日午前10時に開きます。本日はこれで散会します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

散 会 午後 ３時５４分 
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令和２年第４回南種子町議会定例会会議録 

令和２年12月11日（金曜日） 午前10時開議 

 

１．議事日程（第２号） 

 ○日程第１ 議案第54号 鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び同組合規約の変更について 

 ○日程第２ 議案第55号 令和２年度南種子町一般会計補正予算（第11号） 

 ○日程第３ 議案第56号 令和２年度南種子町国民健康保険事業勘定特別会計補正予

算（第４号） 

 ○日程第４ 議案第57号 令和２年度南種子町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 ○日程第５ 議案第58号 令和２年度南種子町後期高齢者医療保険特別会計補正予算

（第４号） 

 ○日程第６ 議案第59号 令和２年度南種子町水道事業会計補正予算（第４号） 

 ○日程第７ 同意第15号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 ○日程第８ 同意第16号 教育委員会委員の任命について 

 

２．本日の会議に付した事件 

 ○議事日程のとおり 

 

３．出席議員（９名） 

    １番  濱 田 一 徳 君     ２番  福 島 照 男 君 

    ３番  廣 濱 正 治 君     ５番  名 越 多喜子 さん 

    ６番  柳 田   博 君     ７番  大 﨑 照 男 君 

    ８番  小 園 實 重 君     ９番  塩 釜 俊 朗 君 

   １０番  広 浜 喜一郎 君 

 

４．欠席議員（１名） 

    ４番  河 野 浩 二 君 

 

５．出席事務局職員 

 局    長  島 﨑 憲一郎 君   書    記  長 田 智 寛 君 

 

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

  職  名    氏   名       職  名    氏   名    
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 町    長  小 園 裕 康 君   副  町  長  小 脇 隆 則 君 

 教  育  長  菊 永 俊 郎 君           羽 生 裕 幸 君 

         藺 田 美津子 さん  企 画 課 長  稲 子 秀 典 君 

 保健福祉課長  濱 田 広 文 君   税 務 課 長  西 村 一 広 君 

 総合農政課長  羽 生 幸 一 君   建 設 課 長  向 江 武 司 君 

 水 道 課 長  古 市 義 朗 君   保 育 園 長  河 野 美 樹 さん 

         小 西 嘉 秋 君           松 山 砂 夫 君 

         山 田 直 樹 君 

総 務課長兼
選挙管理委員会 
事 務 局 長

会 計 管理者  
兼 会 計課長  

教 育委員会
社会教育課長

教育委員会管理課長兼 
給食センター所長 

農 業委員会 
事 務 局 長 
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△ 開 会 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

 開 議   

○議長（広浜喜一郎君）  これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元の日程表のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 議案第54号 鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の 

           減少及び同組合規約の変更について   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第１、議案第54号鹿児島県市町村総合事務組合を組織す

る地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。総務課長、羽生裕幸君。 

○総務課長（羽生裕幸君）  議案第54号について御説明申し上げます。 

 議案第54号は、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び同組合規約の変更について、地方自治法第286条第１項及び第290条の規定によ

り議会の議決を求めるものでございます。 

 今回の変更は、大島農業共済事務組合の解散に伴い、令和３年４月１日から鹿児

島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体から大島農業共済事務組合を脱退

させ、鹿児島県市町村総合事務組合の規約の一部変更について協議を行うものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしくお願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。８番、小園

實重君。 

○８番（小園實重君）  総務課長にお尋ねをします。 

 提案の大島農業共済組合は、県下一つの組織に共済組合自体が４月１日からなる

ような情報を得ていますが、その関連での脱退扱いということになるんでしょうか。 

○議長（広浜喜一郎君）  総務課長、羽生裕幸君。 

○総務課長（羽生裕幸君）  誠に申し訳ありません。大島農業共済事務組合についての

脱退理由については、こちらから問合せはしていないところでございまして、県の

ほうに多分申出があったので、それでということで理解をしております。 

 詳細について必要であれば、後日、私のほうで県のほうに確認をして報告させて

いただきたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  よろしいですか。 

○８番（小園實重君）  後日報告ということで。 

○議長（広浜喜一郎君）  ほかに質疑ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第54号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案第54号鹿児島県市町

村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更について

は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 議案第55号 令和２年度南種子町一般会計補正予算（第11号）   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第２、議案第55号令和２年度南種子町一般会計補正予算

（第11号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。総務課長、羽生裕幸君。 

○総務課長（羽生裕幸君）  議案第55号令和２年度南種子町一般会計補正予算（第11

号）について御説明申し上げます。 

 それでは、予算書に基づいて説明をいたします。表紙をお開きください。 

 今回の補正は、地域食材ＰＲ事業、公立種子島病院組合への負担金、宇宙留学生

及び成人式参加者へのＰＣＲ検査補助、小中学校の学校保健特別対策事業、水道事

業会計・国保特別会計への繰出金が主なもので、予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億2,205万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ67億9,539万7,000円

とするものでございます。 

 第１表の歳入歳出予算補正については、省略させていただきます。 

 次に、５枚目をお開きください。 

 第２表の債務負担行為補正については、追加２件、変更２件であります。 

 まず、一般廃棄物処理施設等運転管理業務委託については、期間を令和３年度か

ら５年度の３年間とし、限度額を１億9,690万円とするものでございます。 

 次に、通学バス運行管理業務委託については、期間を令和３年度から５年度の

３年間とし、限度額を１億797万6,000円とするものでございます。 

 次に、変更２件については、入札執行等に伴い変更するもので、校務支援システ

ムのリース料については、リース開始日が遅れたことにより増額となっており、限

度額を小学校で７万2,000円を増額し342万3,000円に、中学校で9,000円増額し42万
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8,000円に変更するものでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により説明いたします。 

 まず、歳出予算から主なものについて説明をいたします。６ページをお開きくだ

さい。 

 まず、一般管理費については、弁護士委託が主なもので288万8,000円を追加する

ものでございます。 

 次に、７ページ、特別定額給付金給付事業費については、特別定額給付金の減額

によるもので230万円を減額するものでございます。 

 次に、同ページ、地方創生臨時交付金事業費については、地域食材ＰＲ事業によ

るもので、2,000万円を増額するものでございます。 

 次に、９ページ、身体障害者福祉費については、障害者自立支援給付費などの扶

助費が主なもので、532万3,000円を増額するものであります。 

 次に、同ページ、母子福祉費については、児童扶養手当などの扶助費が主なもの

で、146万5,000円を増額するものであります。 

 次に、10ページ、介護保険福祉費については、介護従事者等慰労金の減額が主な

もので、175万3,000円を減額するものであります。 

 次に、同ページから11ページ、児童福祉総務費については、児童手当など国庫精

算返納金が主なもので、811万6,000円を追加するものでございます。 

 次に、12ページ、生活保護費の扶助費については、介護扶助費が主なもので、

157万円を増額するものであります。 

 次に、同ページ、医療対策費については、公立種子島病院組合負担金が主なもの

で、3,548万2,000円を増額するものであります。 

 次に、同ページから13ページ、清掃総務費については、中南衛生管理組合負担金

の減額が主なもので、191万4,000円を減額するものでございます。 

 次に、同ページ、塵芥処理費については、落雷に伴うリサイクルセンターの修繕

が主なもので、575万円を追加するものであります。 

 次に、14ページ、農業支援対策費については、ＷＣＳ用稲の共同利用農業機械導

入助成が主なもので、207万1,000円を追加するものでございます。 

 次に、同ページ、地籍調査費については、地籍調査測量業務委託の減額が主なも

ので、125万2,000円を減額するものでございます。 

 次に、15ページ、森林病害虫駆除事業費については、松くい虫防除事業委託が主

なもので、121万円を追加するものであります。 

 次に、16ページ、観光費については、種子島観光協会への貸付金が主なもので、

1,032万6,000円を追加するものであります。 
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 次に、17ページ、道路建設単独災事業費については、道路交通量調査業務委託が

主なもので、101万5,000円を追加するものであります。 

 次に、同ページ、住宅管理費については、公営住宅等における入退去時の修繕が

主なもので、80万円を増額するものであります。 

 次に、18ページ、事務局費については、宇宙留学生へのＰＣＲ検査補助が主なも

ので、469万8,000円を追加するものであります。 

 次に、19ページ、教育振興費については、学校保健特別対策事業によるもので、

小学校費で800万円、中学校費で100万円を追加するものであります。 

 次に、同ページ、中学校費の学校営繕費については、野球場バックネット修繕や

テニスコート整備によるもので、141万円を増額するものであります。 

 次に、20ページ、社会教育振興費については、成人式参加者へのＰＣＲ検査補助

が主なもので、192万9,000円を追加するものでございます。 

 次に、同ページ、公民館費については、シロアリ被害による下中地区公民館の床

板張替え及び駆除予防委託によるもので、108万6,000円を追加するものでございま

す。 

 次に、22ページ、農地農業用施設補助災害復旧費については、執行残及び災害査

定に伴う減額によるもので、637万4,000円を減額するものでございます。 

 次に、23ページ、公営企業支出金については、水道事業会計への補助によるもの

で、1,126万7,000円を増額するものであります。 

 次に、同ページ、繰出金については、各特別会計への繰り出しによるもので、

1,817万8,000円を増額するものであります。 

 最後に、同ページ、森林環境譲与税基金積立金については、206万円を増額する

ものでございます。 

 以上が歳出であります。 

 次に、歳入を説明いたします。１ページをお開きください。 

 まず、森林環境譲与税については、森林環境税法等の改正に伴い、206万円を増

額するものでございます。 

 次に、同ページ、法人事業税交付金については、法人税割の減収補痾として交付

されるもので、251万2,000円を追加するものございます。 

 次に、同ページ、地方交付税については、今回補正の不足額を補うために、普通

交付税5,295万2,000円を増額するものであります。 

 次に、２ページ、国庫支出金については、小中学校における学校保健特別対策事

業費補助金450万円の追加が主なものでございます。 

 次に、３ページから４ページ、県支出金については、団体営農地等災害復旧事業
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補助金146万円の減額が主なものでございます。 

 次に、同ページ、繰入金については、地域食材ＰＲ事業及び町有施設の整備に伴

い、それぞれ基金から合計で2,226万8,000円を繰り入れるものでございます。 

 次に、同ページ、貸付金元利収入については、種子島観光協会からの貸付金収入

1,600万円を追加するものであります。 

 最後に５ページ、雑入については、県市町村振興協会市町村交付金503万8,000円

が主なもので、1,554万7,000円を増額するものでございます。 

 以上、説明を終わりますが、説明不足あるいは詳細については、この後の審議に

おいて、それぞれ担当課長より説明を申し上げますので、御審議方よろしくお願い

します。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑は款別に行います。 

 まず、歳出から、款の１議会費、６ページ、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  款の２総務費、６ページから８ページ、質疑ありませんか。 

 ６番、柳田 博君。 

○６番（柳田 博君）  総務費の、この弁護士委託料、目の１一般管理費ですが、何の

弁護士委託料なのか教えていただきたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  税務課長、西村一広君。 

○税務課長（西村一広君）  お答えいたします。 

 今回の、この弁護士委託料でございますけれども、実は、平成29年４月26日から

鹿児島地裁のほうで訴訟が行われ、本年８月26日に地裁のほうの結審をいただきま

した。結審の内容については、原告側、訴えた側の全面棄却ということで内容的に

は町のほうが勝訴ということで結審したわけでございますけれども、２週間以内に

控訴を原告側がしてきたというところでの弁護士費用です。 

 税務課のほうで所管しておりますが、固定資産の家屋の評価に対する不服という

ことでの損害賠償請求でございます。 

 今回の費用につきましては、原告側の訴えている、申し出ている金額が、総額で

約１億2,300万円の固定資産税に対する不服でございますので、こちらに弁護士の

弁護士報酬基準、こちらを適用して３％の金額、これから控訴審ということで一審

の内容とかぶる部分が大分あるものですから、30％ほど軽減をしていただいて今回

の金額259万円の着手金ということで予算要求をしております。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  よろしいですか。 

○６番（柳田 博君）  分かりました。 
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○議長（広浜喜一郎君）  ほかに。８番、小園實重君。 

○８番（小園實重君）  ただいまの質疑の関連ですが、被告が勝訴となれば弁護費用も

原告側の負担という精算の在り方になるのかどうか、お尋ねします。 

○議長（広浜喜一郎君）  税務課長、西村一広君。 

○税務課長（西村一広君）  お答えいたします。 

 今回の弁護士費用につきましては、それぞれ、原告側も弁護士を立てております

ので、それぞれが立てた弁護士費用をそれぞれ負担すると。原告が、今回、一審で

敗訴しましたけれども、敗訴といいますか原告棄却になりましたけれども、裁判費

用につきましては、原告側の負担となったところです。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  よろしいですか。 

○８番（小園實重君）  はい、了解。 

○議長（広浜喜一郎君）  総務費、ほかにありませんか。８番、小園實重君。 

○８番（小園實重君）  ふるさと創生事業費に備品購入で水中ドローン16万円が提案さ

れておりますが、この活用用途の詳細をお尋ねをします。 

○議長（広浜喜一郎君）  企画課長、稲子秀典君。 

○企画課長（稲子秀典君）  こちらにつきましては、現在、協力隊を１名雇用してござ

いますけれども、そちらの情報発信の関係で、水中のサンゴ礁であったりとか、そ

ういう美しい海中の撮影を行いまして、ユーチューブ等にアップをしてアピールを

していくということでの購入になっております。 

○議長（広浜喜一郎君）  よろしいですか。 

○８番（小園實重君）  はい、了解。 

○議長（広浜喜一郎君）  総務費、ほかにありませんか。６番、柳田 博君。 

○６番（柳田 博君）  目の32なんですけど、地方創生臨時交付金事業2,000万円、地

域食材のＰＲ事業というふうになっておりますけども、当然、ふるさと納税をア

ピールするためには必要なのかなと思うんですけども、地方創生事業なんで、この

食材のＰＲ事業、どんなものに活用するのかちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  企画課長、稲子秀典君。 

○企画課長（稲子秀典君）  こちらにつきましては、新型コロナウイルスの支援事業と

しまして臨時交付金を活用しまして南種子町地域食材ＰＲ事業、これ、夕食の部分

を地元の食材を活用して料理を提供した部分で、１食当たり8,000円を上限として

補助を行っている部分でありまして、反響により非常に予約の数等も多くなってき

ていまして、これにつきましては１月末までの事業実施となっておりまして、その

予約の状況に応じて増額をしたところであります。 
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○議長（広浜喜一郎君）  よろしいですか。 

○６番（柳田 博君）  はい。 

○議長（広浜喜一郎君）  ほかに総務費、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  款の３民生費、９ページから12ページ、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  款の４衛生費、12ページから13ページ、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  款の６農林水産業費、13ページから15ページ、質疑はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  款の７商工費、16ページ、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  款の８土木費、16ページから17ページ、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  款の９消防費、18ページ、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  款の10教育費、18ページから22ページ、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  款の11災害復旧費、22ページ、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  款の12公債、22ページ、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  款の13諸支出金、23ページ、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  次に、歳入。款の２地方譲与税から款の19諸収入まで一括し

て質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  次に、第２表、債務負担行為補正、質疑はありませんか。 

 １番、濱田一徳君。 

○１番（濱田一徳君）  この南種子町が契約する一般廃棄物処理施設等運転管理委託業

務費ですけども、３年間ということで１億9,690万円となっております。これを

１年で割ったときが大体6,560万円、平均でです。この6,560万円という契約の根拠、

これをちょっと教えてください。 
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 私が単純に計算したときが、職員が10名いた場合に平均で給料25万円やって、

ボーナスを30万円、年間やったとした場合に、その場合に人件費が3,260万円かか

るんです。そうすると、業者の取り分というのが3,300万円、仮に給料を30万円払

って、ボーナスも30万円払ったときが、人件費が3,900万円と業者の取り分という

のが2,660万円、この業者の取り分の3,300万円あるいは2,660万円、これがどうい

う試算を出しているのか、もし、分かっていればちょっと教えてもらえないでしょ

うか。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  この管理業務委託の金額の主な内容ですけれども、先

ほどもありましたが、人件費、人件費の中には厚生費として健康保険であるとか厚

生年金、雇用保険、労災保険、介護保険等の雇い主の負担分も含んでいるところで

あります。 

 それから、焼却施設の保守点検業務、それから、ごみ処理施設埋立処分場のそれ

ぞれ測定分析業務も併せてお願いをしているところであります。 

 それから、昨年までは、２年度までですか、職員10名の体制で行ってきたところ

であります。職員が７名、パートが３名ということでありましたけれども、一つに

は、今回、パートを全員正規職員にして、働き方改革といいますか同一労働同一賃

金というのもあって、今回、全て正規の職員にしたいと。 

 それと、これまで粗大ごみの分解といいますか、あそこにちょっと手が足りない

ということがありましたので２名の増員をしたいということで、今回、こういう金

額になっているところであります。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  よろしいですか。１番、濱田一徳君。 

○１番（濱田一徳君）  このコロナ対策かれこれで、もう来年、再来年と税収がかなり

落ち込むと思います。節約できるところは節約してもらわないと、町民に借金を抱

えさせるということになります。 

 それで、私、去年も思ったんですけども、去年もやはり年間6,500万円ぐらい、

5,500万円だったですか、去年のあれで。絞れるところではできるだけ絞ってもら

って、果たして職員の福利厚生、これが的確なのかどうかというのなんかももし調

査ができるのであれば、そういうところまで調査をしてもらって、そして、この契

約金という、こういうのを出してもらえたらと思いますので、これ要望です。よろ

しくお願いします。 

○議長（広浜喜一郎君）  ほかに、債務負担行為補正、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（広浜喜一郎君）  次に、全般にわたり質疑はありませんか。６番、柳田 博君。 

○６番（柳田 博君）  支出の14ページになります。 

 目の19農業支援対策費の中で、ＷＣＳ用稲の共同利用農業機械導入助成265万円

となっていますけども、この金額については自己負担分という捉え方でよろしいん

でしょうか。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  農業支援対策事業の、ここに予算計上してありますＷ

ＣＳ用稲の共同利用農業機械助成でありますが、ここについては、町の助成額とい

うことで、内容等については、南種子町ＷＣＳ生産利用振興会が、コンバインベー

ラーを新たに導入すると、ここについては、生産者、あと利用する畜産農家併せて

自己負担が出てくるということになります。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  ６番、柳田 博君。 

○６番（柳田 博君）  今年度ですか、ちょっと事故というかコンバインベーラーを落

としたということで、その買換えに当たるという認識でよろしいんですよね。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  ＷＣＳの収穫用のコンバインベーラーにつきましては、

平成25年度に町が購入し、南種子町ＷＣＳ生産利用振興会と利用契約を結んで借用

している部分であります。 

 今回、８月にＷＣＳの収穫作業中転落事故が発生し、町の所有する機械について

は使用不能ということが出てきまして、それに代わる分になります。今回、町の助

成金でありますが、町が所有していた25年に導入した機械については保険に加入し

ておりまして、その保険で出る金額を見込んだ金額の助成という形になっておりま

す。 

 以上です。 

○６番（柳田 博君）  はい、分かりました。 

○議長（広浜喜一郎君）  ほかに、全般にわたって質疑はありませんか。８番、小園實

重君。 

○８番（小園實重君）  総合農政課長、お尋ねです。 

 松くい虫の防除事業と下中のシロアリ駆除予算が提案されておりますが、以前も

質疑をしたことがありましたが、松くい虫でやられた松の木を伐採をして、現在、

砂丘地に貯木というかこずんでビニールをかけて覆いをしてありますが、その貯木

にシロアリが発生して、その発生なるやもう相当な数を私は以前確認をしましたが、

その後、また新たに消毒をさらにして覆いを新しくかけ直した形跡が確認されまし
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たが、これは、貯木をせずに焼却するとかいずれかの方法によって早期にこずまな

いで処理をする方法はないのか、それは不可能なのか、結局は羽化をしたら住宅、

建物に飛来する可能性はかなりあると思うんです。根本的な解決策の対応が必要じ

ゃないかと考えたりするんですが、その辺はいかがなもんでしょう。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  森林病害虫駆除事業費の松くい虫の防除事業ですが、

今回、出している分については伐倒駆除という形の部分になります。この松くい虫

の防除については、航空防除の有人ヘリによる防除と地上で松自体が枯れていって、

それを小さく切りまして、被覆ビニールをかけてそれで消毒する部分ということに

なります。 

 今、質問のシロアリがその後発生をするということで、今回、本村浦のほうや濱

田議員からも連絡がありまして、現地を踏んで調査をしたところです。ちょうど本

村浦の森林の中に国有林がありまして、国有林の担当職員、うちの職員も併せた形

で調査をしました。 

 内容等について、被覆するビニールについては生分解性の被覆資材を活用してい

て、１年足らずでそこが土の中に還元されていくという流れです。その後、実際、

伐倒駆除をしたものが積んだものからシロアリが発生しておりました。 

 対策として、国の方とも話をしまして、それを新たにビニールで被覆をするのか、

そのまま持ち出しをするか、それと、そこに埋設するかということで、森林組合の

ほうに委託をした分の町が管理する部分についてはできる範囲で発生が見られたと

ころについては、埋設処理をしていこうということで県のほうの確認もしながら対

策を取ってきているとこであります。 

 今、発生が見られたところだけをしておりますが、今後も伐倒駆除をしながら、

そういうところの発生をさせないような対策を取っていくということで、国と県・

町、連携を取った形で、今、対策を取らせてもらっているとこです。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  ８番、小園實重君。 

○８番（小園實重君）  ぜひ、二次被害が及ばないように十分協議をして対策を取って

いただきたいと思います。 

 それから、21ページに野木田の遺跡確認調査が入っておりますが、これは事業を

行うに当たって遺跡関係の調査が義務づけられているものかどうか、実際に遺跡な

るものが発見されて具体的な調査確認をするものなのか、お聞かせください。 

 教育長、お尋ねをします。 

 宇宙留学の連絡協議会への助成の予算があります。令和３年度に向けての宇宙留
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学生の事務的な進捗状況はどんな状態なのか、さらに、進んでいるとすれば、受入

れの学校別の配置人数とか里親留学、家族留学、親戚留学等々分析ができておりま

したら、お知らせ願います。 

 ちなみに、家族留学希望の保護者に医療関係の資格を持たれた親御さんが、いる

という情報も耳に入りますが、その辺も特段配慮した受入決定ができないのかどう

か、そのように進めつつあるのか、確認させてください。 

○議長（広浜喜一郎君）  社会教育課長、松山砂夫君。 

○教育委員会社会教育課長（松山砂夫君）  お答えをいたします。 

 野木田の遺跡確認調査については、以前、調査が入っております。そのときに遺

跡の発掘をしておりまして、包蔵地に遺跡があるということで指定をしております。 

 今回、構造改善事業が入るということで、その前に確認調査を行うということに

なってございますので、その関係の予算ということになります。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  教育長、菊永俊郎君。 

○教育長（菊永俊郎君）  宇宙留学関係の御質問でございますけれども、今、決定に向

けて実親と細かく調整をして再度来る意思があるかということなどをしっかりと、

今、詰めている状況でございますが、さほどこれから申し上げる人数と変わりはな

いと思いますけども、少し変更があるかもしれませんが、今の現時点で申しますと、

里親の受入人数が64名、そして、家族留学が30世帯の46名の応募がありました。里

親は約10名程度減少していますけれども、家族留学については６世帯程度増えてい

る状況でありまして、令和３年度の受入予定としましては、里親が23名、家族留学

が25名の48名、昨年度より８名減の予定でございます。 

 その医師の方につきましては、まず、健康状態とかそういう問題を外した後は先

着順ということでございます。それは、もう外せませんので、その医師の方は相当

早く申し込みましたので、しっかりと入っていると思っております。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  よろしいですか。ほかに、全般にわたり質疑はありませんか。

１番、濱田一徳君。 

○１番（濱田一徳君）  先ほど松くい虫の話が出ましたけども、単純な発想なんですけ

ども、その切った松、河内温泉センターには使えないんですか、どうでしょうか。 

○議長（広浜喜一郎君）  総合農政課長、羽生幸一君。 

○総合農政課長（羽生幸一君）  松くいの伐倒駆除・防除としては、松を２メートルか

ら３メートルぐらいに切って、それを被覆をしていくと。河内温泉センターについ

ては、チップボイラーということでチップ加工をしないといけないということにな



－93－   

りますので、ここについては、検討をしておりませんので、今日、終わってから、

ちょっと内部でも話をさせてもらいたいと思います。 

○議長（広浜喜一郎君）  よろしいですか。 

○１番（濱田一徳君）  はい、いいです。 

○議長（広浜喜一郎君）  ほかに、全般にわたり質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第55号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案第55号令和２年度南

種子町一般会計補正予算（第11号）は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 議案第56号 令和２年度南種子町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

           （第４号）   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第３、議案第56号令和２年度南種子町国民健康保険事業

勘定特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  議案第56号令和２年度南種子町国民健康保険事業勘定

特別会計補正予算（第４号）について御説明申し上げます。 

 それでは、１枚目をお願いいたします。 

 今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ1,323万6,000円を追加し、予算の

総額を９億2,312万8,000円とするものでございます。 

 第１表、歳入歳出予算補正につきましては、省略させていただきます。 

 事項別明細書で主なものについて御説明いたします。 

 歳入の１ページをお願いいたします。 

 款の１国民健康保険税については、被保険者の異動に伴う更正により226万1,000

円減額するものであります。 

 款の６県支出金につきましては、保険給付費等交付金の普通交付金及び特別調整

交付金、県繰入金の減額に伴い162万4,000円を減額するものです。 

 款の10繰入金でございますが、保険基盤安定繰入金、軽減分・支援分合わせて84
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万9,000円の増額。職員給与費等繰入金30万5,000円の減額。その他一般会計繰入金

1,457万7,000円の増額、国民健康保険基金からの繰入金200万円を計上し、繰入金

総額で1,712万1,000円を増額するものでございます。 

 次に、歳出、３ページをお願いいたします。 

 款の１総務費については、一般管理費の普通旅費の減額、賦課徴収費の会計年度

任用職員の報酬の減額が主なものです。 

 款の２保険給付費については、項の１療養諸費、項の２高額療養費、項の５葬祭

諸費、項の６傷病手当金について実績見込みにより、それぞれ補正するものであり

ます。 

 款の３国民健康保険事業費納付金につきましては、項の１医療費給付費分で一般

被保険者医療給付費分担金1,446万9,000円の増額、項の２後期高齢者支援金負担金

176万8,000円の減額、項の３介護納付金分負担金72万円の増額です。 

 款の６保健事業費については、項の１保健事業費、項の２特定健康診査等事業費

の実績見込みにより、それぞれ減額するものであります。 

 款の９諸支出金につきましては、普通交付金返還金として178万9,000円を増額す

るものであります。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑は全般にわたって行います。

質疑はありませんか。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第56号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案第56号令和２年度南

種子町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第４ 議案第57号 令和２年度南種子町介護保険特別会計補正予算（第４号）   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第４、議案第57号令和２年度南種子町介護保険特別会計

補正予算（第４号）を議題とします。 
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 当局の説明を求めます。保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  議案第57号令和２年度南種子町介護保険特別会計補正

予算（第４号）について御説明申し上げます。 

 １枚目をお願いいたします。 

 今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ2,929万6,000円を追加し、予算の

総額を７億3,315万1,000円とするものです。 

 第１表、歳入歳出予算補正については省略させていただきます。 

 それでは、事項別明細書で主なものについて御説明いたします。 

 歳入の１ページをお願いいたします。 

 款の４国庫支出金、款の５支払基金交付金、款の６県支出金につきましては、介

護給付費及び地域支援事業費の補正に基づき、それぞれの負担割合によって補正す

るものでございます。 

 款の10繰入金は、職員給与費等の減額に伴うもの、介護給付費及び地域支援事業

費の補正に基づき、それぞれ負担割合によって増額するものです。 

 介護保険基金繰入金につきましては、歳入歳出の差額481万4,000円を基金から繰

り入れるものです。 

 款の13雑入については、通所型サービスＡ事業利用者負担金を増額するものであ

ります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出ですが、款の１総務費につきましては、旅費の減額が主な補正内容でありま

す。 

 款の２保険給付費につきましては、今年度のこれまでの実績により今後の所要額

を算出し、それぞれ補正を行うものであります。項の１介護サービス等諸費の居宅

介護サービス給付費で1,000万円、地域密着型介護サービス給付費で1,000万円、居

宅介護サービス計画給付費で150万円の増額。 

 項の４高額介護サービス等費で400万円の増額、項の６市町村特別給付費で55万

円の増額、項の７特定入所者介護サービス費で100万円増額するものでございます。 

 款の５地域支援事業費につきましては、項の４介護予防・生活支援サービス事業

費の委託料及び負担金の増額、項の７総合相談事業費で負担金77万9,000円の増額、

生活支援体制整備事業費で備品購入費・負担金で合わせて71万9,000円増額するも

のです。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。 

 質疑は全般にわたって行います。質疑はありませんか。２番、福島照男君。 
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○２番（福島照男君）  支出で款の２の保険給付費についてですが、それぞれ居宅介護

で1,000万円、地域密着型介護で1,000万円、居宅介護サービス計画が150万円、当

初予算よりも増額になった主な理由だけ教えていただけますか。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  これまでの実績を考慮して、今後の見込額を算出しま

して補正をしたところであります。 

○議長（広浜喜一郎君）  よろしいですか。 

○２番（福島照男君）  はい。 

○議長（広浜喜一郎君）  ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第57号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案第57号令和２年度南

種子町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第５ 議案第58号 令和２年度南種子町後期高齢者医療保険特別会計補正予算 

           （第４号）   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第５、議案第58号令和２年度南種子町後期高齢者医療保

険特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  議案第58号令和２年度南種子町後期高齢者医療保険特

別会計補正予算（第４号）について御説明申し上げます。 

 １枚目をお願いいたします。 

 今回の補正は、予算の総額から歳入歳出それぞれ114万1,000円を減額し、予算の

総額を9,338万3,000円とするものでございます。 

 第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 それでは、事項別明細書で主なものについて御説明いたします。 

 歳入の１ページをお願いいたします。 

 款の４繰入金事務費等繰入金21万2,000円の増額と保険基盤安定繰入金68万5,000
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円を減額するものでございます。 

 款の６諸収入につきましては、実績見込みにより長寿健診委託料補助金30万

6,000円の減額と後期高齢者医療制度特別対策補助金36万2,000円減額するものであ

ります。 

 次に、歳出の２ページ。 

 款の２後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、納付金決定により68万

5,000円減額するものであります。 

 款の３保健事業費につきましては、健康診査費及び長寿健康増進事業費の実績見

込みにより、それぞれ減額するものであります。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑は全般にわたって行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第58号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案第58号令和２年度南

種子町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決され

ました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第６ 議案第59号 令和２年度南種子町水道事業会計補正予算（第４号）   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第６、議案第59号令和２年度南種子町水道事業会計補正

予算（第４号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。水道課長、古市義朗君。 

○水道課長（古市義朗君）  議案第59号令和２年度南種子町水道事業会計補正予算（第

４号）について御説明申し上げます。 

 予算書１ページをお開きください。 

 第２条は、収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入を1,157万5,000

円増額し、２億9,973万8,000円、支出を299万3,000円増額し、３億3,964万3,000円

とするものでございます。 
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 第３条は、資本的支出を2,848万4,000円増額し、１億741万1,000円とするもので

ございます。 

 資本的収入額が資本的支出に対して不足する額8,327万4,000円は、当年度損益勘

定留保資金8,327万4,000円で補痾するものです。 

 ２ページをお開きください。 

 第４条、議会の議決を経なければ流用できない経費につきましては、人事院勧告

に伴うもので、職員給与費９万6,000円の減額補正でございます。 

 第５条、一般会計からの補助を受ける金額は1,126万7,000円の増額補正を行うも

のです。 

 ３ページから５ページにつきましては、お目通しをお願いいたします。 

 次に、予算書６ページをお願いいたします。 

 予算事項別明細書について御説明をいたします。 

 まず、収益的収入については、款の１、水道事業収益、営業外収益の他会計補助

金1,126万7,000円の増額が主なものでございます。 

 次に、収益的支出については、款の２、水道事業費用、メーター器取替業務委託

等に伴う、配水及び給水費30万円や備品除却に伴う資産減耗費62万円の増で、営業

費用を99万3,000円増額するものです。 

 次に、８ページをお開きください。 

 資本的支出につきましては、2,848万4,000円増額し、１億741万1,000円とするも

のです。内容としましては、八久保水源地・中央浄水場のポンプ取替えや平山配水

池操作ケーブル修繕に伴う施設改良費332万9,000円の増額でございます。また、企

業債償還金につきましては、2,515万5,000円の増額となっております。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑は全般にわたって行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第59号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案第59号令和２年度南
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種子町水道事業会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

 ここで、11時10分まで休憩します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時５８分 

再開 午前１１時０９分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（広浜喜一郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第７ 同意第15号 固定資産評価審査委員会委員の選任について   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第７、同意第15号固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  それでは、同意第15号について御説明申し上げます。 

 同意第15号は、固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求めるもので

ございます。 

 住所は、南種子町中之下1919番地125、氏名は牛野和亜、昭和17年３月４日生ま

れでございます。 

 本件は、令和２年12月31日で任期満了となるため、引き続き、牛野和亜氏の再任

をお願いするものであります。 

 引き続き、固定資産評価審査委員会委員として御同意方よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから同意第15号を採決します。この採決は、無記名投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

［議場閉鎖］ 

○議長（広浜喜一郎君）  ただいまの出席議員数は、議長を除いて８人です。 

 お静かにお願いします。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第32条第２項の規定によって、７番、大﨑

照男君、８番、小園實重君を指名します。 
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 投票用紙を配ります。 

［投票用紙配付］ 

○議長（広浜喜一郎君）  念のため申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方

は反対と記載願います。なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明かでな

い投票は、会議規則第84条の規定によって同意しないものとみなします。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

［投票箱点検］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから、投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、

順番に投票をお願いします。 

［事務局長点呼・議員投票］ 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

１番  濱田 一徳議員     ２番  福島 照男議員  

３番  廣濱 正治議員     ５番  名越多喜子議員  

６番  柳田  博議員     ７番  大﨑 照男議員  

８番  小園 實重議員     ９番  塩釜 俊朗議員  

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（広浜喜一郎君）  投票漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。７番、大﨑照男君、８番、小園實重君、開票の立ち会いをお願

いします。 

［開票］ 

○議長（広浜喜一郎君）  開票の結果を報告します。投票総数８票。有効投票８票、無

効投票０票、有効投票のうち、賛成６票、反対２票。 

 以上のとおり、賛成が多数です。したがって、同意第15号固定資産評価審査委員

会委員の選任について同意を求める件は、同意することに決定しました。 

 議場の出入口を開きます。 

［議場開鎖］ 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第８ 同意第16号 教育委員会委員の任命について   
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○議長（広浜喜一郎君）  日程第８、同意第16号教育委員会委員の任命についてを議題

とします。 

 提出者の説明を求めます。町長、小園裕康君。 

○町長（小園裕康君）  それでは、同意第16号について御説明申し上げます。 

 同意第16号は、教育委員会委員の任命について同意を求めるものでございます。 

 住所は、南種子町平山1832番地、氏名は中畠 至、昭和24年５月30日生まれでご

ざいます。 

 本件は、令和２年12月31日で任期満了となるため、引き続き、中畠 至氏の再任

をお願いするものであります。 

 引き続き、教育委員会委員として御同意方をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから、同意第16号を採決します。この採決は、無記名投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

［議場閉鎖］ 

○議長（広浜喜一郎君）  ただいまの出席議員数は、議長を除いて８人です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第32条第２項の規定によって、７番、大﨑

照男君、８番、小園實重君を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

［投票用紙配付］ 

○議長（広浜喜一郎君）  念のため申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方

は反対と記載願います。なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明かでな

い投票は、会議規則第84条の規定によって同意しないものとみなします。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

［投票箱点検］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから、投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、
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順番に投票をお願いします。 

［事務局長点呼・議員投票］ 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

１番  濱田 一徳議員     ２番  福島 照男議員  

３番  廣濱 正治議員     ５番  名越多喜子議員  

６番  柳田  博議員     ７番  大﨑 照男議員  

８番  小園 實重議員     ９番  塩釜 俊朗議員  

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（広浜喜一郎君）  投票漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。７番、大﨑照男君、８番、小園實重君、開票の立ち会いをお願

いします。 

［開票］ 

○議長（広浜喜一郎君）  開票の結果を報告します。投票総数８票。有効投票８票、無

効投票０票、有効投票のうち、賛成８票、反対０票。 

 以上のとおり、賛成が多数です。したがって、同意第16号教育委員会委員の任命

について同意を求める件は、同意することに決定しました。 

 議場の出入口を開きます。 

［議場開鎖］ 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

 散 会   

○議長（広浜喜一郎君）  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

 次の本会議は、12月18日、午前10時に開きます。 

 本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

散 会 午前１１時２５分 
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令和２年第４回南種子町議会定例会会議録 

令和２年12月18日（金曜日） 午前10時開議 

 

１．議事日程（第３号） 

 ○日程第１ 提案理由の説明 

 ○日程第２ 議案第60号 令和２年度南種子町一般会計補正予算（第12号） 

 ○日程第３ 選挙第１号 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 

 ○日程第４ 請願第１号 南種子町前之浜の自然環境を守るための関係機関への意見

書採択について 

 ○日程第５ 閉会中の継続審査の申し出 

 ○日程第６ 閉会中の継続調査の申し出 

 ○閉会の宣告 

 

２．本日の会議に付した事件 

 ○議事日程のとおり 

 

３．出席議員（９名） 

    １番  濱 田 一 徳 君     ２番  福 島 照 男 君 

    ３番  廣 濱 正 治 君     ５番  名 越 多喜子 さん 

    ６番  柳 田   博 君     ７番  大 﨑 照 男 君 

    ８番  小 園 實 重 君     ９番  塩 釜 俊 朗 君 

   １０番  広 浜 喜一郎 君 

 

４．欠席議員（１名） 

    ４番  河 野 浩 二 君 

 

５．出席事務局職員 

 局    長  島 﨑 憲一郎 君   書    記  長 田 智 寛 君 

 

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

  職  名    氏   名       職  名    氏   名    

 町    長  小 園 裕 康 君   副  町  長  小 脇 隆 則 君 

 教  育  長  菊 永 俊 郎 君           羽 生 裕 幸 君 
総 務課長兼
選挙管理委員会 
事 務 局 長
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         藺 田 美津子 さん  企 画 課 長  稲 子 秀 典 君 

 保健福祉課長  濱 田 広 文 君   税 務 課 長  西 村 一 広 君 

 総合農政課長  羽 生 幸 一 君   建 設 課 長  向 江 武 司 君 

 水 道 課 長  古 市 義 朗 君   保 育 園 長  河 野 美 樹 さん 

         小 西 嘉 秋 君           松 山 砂 夫 君 

         山 田 直 樹 君 

会 計 管理者  
兼 会 計課長  

教 育委員会
社会教育課長

教育委員会管理課長兼 
給食センター所長 

農 業委員会 
事 務 局 長 
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△ 開 会 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

 開 議   

○議長（広浜喜一郎君）  これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元の日程表のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 提案理由の説明   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第１、町長提出の議案第60号について、提案理由の説明

を求めます。町長、小園裕康君。 

［小園裕康町長登壇］ 

○町長（小園裕康君）  それでは、提案理由について御説明を申し上げます。 

 今回、追加提案いたしました案件は、予算案件１件でございます。 

 それでは、予算案件について要約して御説明を申し上げます。 

 議案第60号は、令和２年度南種子町一般会計補正予算（第12号）でございまして、

国の予備費を活用した、ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給によるもので、469

万1,000円を追加し、総額68億８万8,000円とするものでございます。 

 以上、議案の説明を終わりますが、詳細につきましては、議案審議の折に、担当

課長から説明申し上げますので、よろしく御審議方お願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 議案第60号 令和２年度南種子町一般会計補正予算（第12号）   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第２、議案第60号令和２年度南種子町一般会計補正予算

（第12号）についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。総務課長、羽生裕幸君。 

○総務課長（羽生裕幸君）  議案第60号令和２年度南種子町一般会計補正予算（第12

号）について、御説明申し上げます。 

 それでは、予算書に基づいて説明をいたします。表紙をお開きください。 

 今回の補正は、国の予備費を活用した、ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給に

よるもので、予算の総額に歳入歳出それぞれ469万1,000円を追加し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ68億８万8,000円とするものであります。 

 第１表の歳入歳出予算補正については、省略させていただきます。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明いたします。 

 まず、歳出予算から主なものについて説明をいたします。２ページをお開きくだ

さい。 

 母子福祉費については、ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給に伴う扶助費が主
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なもので、469万1,000円を増額するものであります。 

 以上が歳出であります。 

 次に、歳入を説明いたします。１ページをお開きください。 

 国庫支出金については、母子家庭等対策総合支援事業補助金によるもので、469

万1,000円を増額するものであります。 

 以上、説明を終わりますが、説明不足あるいは詳細については、この後の審議に

おいて、担当課長より説明申し上げますので、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（広浜喜一郎君）  これから質疑を行います。質疑は全般にわたって行います。

質疑はありませんか。８番、小園實重君。 

○８番（小園實重君）  詳細な説明を求めたいと思います。 

 今回、提案の歳出の対象範囲について、特に再支給をする背景はどんなものがあ

るのか、説明願います。 

○議長（広浜喜一郎君）  保健福祉課長、濱田広文君。 

○保健福祉課長（濱田広文君）  この支給については、本年６月にも実施をしたところ

であります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひ

とり親世帯に大きな困難が心身ともに生じていること踏まえて、こういった世帯の

子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うための給付金となっているとこ

ろであります。 

 国からは、年内支給をということで言われていまして、町内で68世帯で、年内に

振込を予定しているところであります。 

 以上です。 

○議長（広浜喜一郎君）  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第60号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案第60号令和２年度南

種町一般会計補正予算（第12号）は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 
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日程第３ 選挙第１号 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第３、選挙第１号選挙管理委員会委員及び補充員の選挙

を行います。 

 本件については、委員及び補充員が令和２年12月24日をもって任期満了となる通

知を受けたことによって、地方自治法第182条の規定によって選挙を行うものです。 

 選挙管理委員会委員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条の規定によって、指

名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で

行うことに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することとしたいと思います。

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決

定しました。 

 選挙管理委員会委員には次の方を指名します。 

 山田拾馬君、上浦正義君、柳田孝行君、立石幸隆君、以上の方を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名した４名を選挙管理委員会委員の当選人と定

めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました山

田拾馬君、上浦正義君、柳田孝行君、立石幸隆君、以上の方が選挙管理委員会委員

に当選されました。 

 次に、選挙管理委員会補充員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条の規定によって、指

名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で

行うことに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することとしたいと思います。

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決
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定しました。 

 選挙管理委員会補充員には次の方を指名します。 

 第１順位、向井秋則君、第２順位、中里サワ子さん、第３順位、西園和良君、第

４順位、中脇重夫君、以上の方を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名した方を選挙管理委員会補充員の当選人と定

めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました第

１順位、向井秋則君、第２順位、中里サワ子さん、第３順位、西園和良君、第４順

位、中脇重夫君、以上の方が選挙管理委員会補充員に当選されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第４ 請願第１号 南種子町前之浜の自然環境を守るための関係機関への意見書

採択について   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第４、請願第１号南種子町前之浜の自然環境を守るため

の関係機関への意見書採択についてを議題とします。 

 お諮りします。この請願第１号については、８名の委員で構成する南種子町前之

浜の自然環境に関する請願審査特別委員会を設置し、これに審査を付託して閉会中

の継続審査としたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。よって、請願第１号については、８名

の委員で構成する南種子町前之浜の自然環境に関する請願審査特別委員会を設置し、

これに審査を付託して閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

 お諮りします。南種子町前之浜の自然環境に関する請願審査特別委員会の委員の

選任については、委員会条例第７条第４項の規定によって、福島照男君、廣濱正治

君、河野浩二君、名越多喜子さん、柳田 博君、大﨑照男君、小園實重君、塩釜俊

朗君を指名したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、南種子町前之浜の自然環

境に関する請願審査特別委員会の委員は、福島照男君、廣濱正治君、河野浩二君、

名越多喜子さん、柳田 博君、大﨑照男君、小園實重君、塩釜俊朗君を選任するこ

とに決定しました。 

 ここで暫時休憩します。休憩中にただいま設置されました特別委員会の正副委員

長の選出をお願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 
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休憩 午前１０時１３分 

再開 午前１０時２２分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（広浜喜一郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 特別委員会の正副委員長が決定した旨、報告がありましたのでお知らせします。 

 南種子町前之浜の自然環境に関する請願審査特別委員会の委員長に塩釜俊朗君、

副委員長に小園實重君、以上、お知らせします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第５ 閉会中の継続審査の申出   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第５、閉会中の継続審査の申出の件を議題とします。 

 委員長から会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、

閉会中の継続審査の申出があります。 

 お諮りします。委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、申出のとおり、閉会中の

継続審査とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第６ 閉会中の継続調査の申出   

○議長（広浜喜一郎君）  日程第６、閉会中の継続調査の申出の件を議題とします。 

 委員長から会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、

閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（広浜喜一郎君）  異議なしと認めます。したがって、申出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

 閉 会   

○議長（広浜喜一郎君）  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。会議を閉じま

す。 

 令和２年第４回南種子町議会定例会を閉会します。御苦労さまでした。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

閉 会 午前１０時２４分
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 地方自治法第１２３条第２項によりここに署名する。 
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